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  南南 九九 州州 市市 教教 育育 委委 員員 会会   



  

  
 
平成 20 年 10 月１日制定  

 
 

市市のの花花（（ひひままわわりり））    
               花 が 太 陽 に 向 か っ て 咲 き ， 未 来 に 向 か っ て 明 る  

く 進 む 南 九 州 市 を 象 徴 し て い る 。 市 民 が 毎 年 植 え  
て い く 楽 し み が 持 て て ， 育 て や す く ， 取 組 み 易 い 。  

               南 九 州 市 内 の 学 校 等 で は ， ひ ま わ り の 種 を 植 え  
              て 育 て て お り ， 児 童 ・ 生 徒 か ら も 親 し ま れ て い る  
              と い う こ と で ， 市 の 花 選 定 に 際 し ， 市 民 応 募 数 第  

１ 位 で 選 ば れ た 。  
 
                            南 九 州 市 と 交 流 協 定 を 結 ぶ 「 北 九 州 市 」 も  
             「 ひ ま わ り 」 を 市 の 花 と し て い ま す 。  
                            

ひまわり：キク科の１年草で原産地は北アメリカ大陸西部 

  
  
  
 市市のの木木（（   桜桜   ））        

          南 九 州 市 内 各 地 （ 学 校 や 公 園 な ど ） に 数 多 く  
  植 え ら れ て お り ， 市 民 か ら も 親 し ま れ て い る 。  

           南 九 州 市 木 と し て ふ さ わ し い と ， 市 民 応 募 数 １  
          位 で 選 定 さ れ た 。 南 九 州 市 内 で は 「 大 野 岳 」，「 知  
          覧 平 和 公 園 」，「 岩 屋 公 園 」，「 塘 池 公 園 」，「 諏 訪 公  

園 」 な ど が 桜 の 名 所 で あ る 。  
 
           南 九 州 市 と 友 好 姉 妹 都 市 で あ る 「 小 城 市 」 も  
          「 桜 」 を 市 の 木 と し て い ま す 。  
           
 
         桜 ：バラ科サクラ属の植物のうちサクラ亜属に属する落葉樹  
 
 
 

市市のの木木（（   茶茶   ））         
           お 茶 の 生 産 量 「 日 本 一 」 と い う こ と で ，「 茶 」  
          も 市 の 木 と し て 選 定 さ れ た 。  

お 茶 の 木 は 中 国 種 と ア ッ サ ム 種 の 二 種 に 大 別  
              さ れ る が ， 日 本 に お い て は 低 木 で 葉 が 小 さ く ， 寒  

さ に 強 い 中 国 種 が 多 く 栽 培 さ れ て い る 。  
  
 お 茶 の 生 産 量 日 本 第 ２ 位 の 「 静 岡 県 牧 之 原 市 」  
も 「 茶 」 を 市 の 木 と し て い ま す 。  

  
  茶 ：ツバキ科の常緑灌木，発祥地は中国南西部の亜熱帯地方  

 

 
南九州市民憲章  

平成 20 年 12 月１日制定  

 

わ た くし た ちは ，郷 土 の豊 か な自 然と 歴 史・ 文 化を 大事 に し， 世 界 の

恒久 平和 をめ ざす ，創 造と 活力 に満 ちた ここ ろや すら ぐま ちを つく るた

めに，市民憲章を定め実践します。  
 
一  わた くし たち は， 平和 とい のち の尊 さを 語り 継ぎ ，豊 かな 自然 を活

かした美しいまちをつくります。  
 
一  わた くし たち は， ふる さと への 愛情 と誇 りを むね に， 進ん で学 び，

生涯学習のまちを築きます。  
 
一  わた くし たち は， きま りと 責任 を重 んじ ，や さし く礼 儀正 しい 人に

なります。  
 
一  わた くし たち は， たゆ まぬ 努力 で産 業を 興し ，く らし とい のち が輝

く住みよいまちをつくります。  
 
一  わた くし たち は， 心身 の健 康に 努め ，あ たた かい 家庭 と， 共に 支え

合う地域社会をつくります。  

 

 

 

 

南南九九州州市市「「平平和和をを語語りり継継ぐぐ都都市市」」宣宣言言   
平成 20 年８月 15 日制定  

 

私 た ちの 郷 土は ，温 暖 な気 候 と豊 かな 自 然， 多 くの 歴史 的 文化 遺 産 に

恵ま れ， これ らを 大切 に継 承し つつ 新た な文 化を 創造 する とい う先 人の

たゆまぬ努力と英知によって発展してきました。  

 

し か しな が ら， 先の 大 戦で は ，特 攻と い う人 類 史上 類の な い作 戦 に よ

り多 くの 若者 がこ の地 から 南の 海へ 飛び 立ち ，か けが えの ない 命が 失わ

れました。  

 

私 た ちは ， 現在 の暮 ら しが 戦 争に よる 多 くの 尊 い犠 牲の 上 に成 り 立 っ

ていることを決して忘れてはなりません。  

 

そ し て今 ， 南九 州市 は ，安 心 ・安 全な 南 の食 料 供給 基地 と して 新 た な

歩みを始めました。  

 

南 九 州市 は ，次 の世 代 へこ の 豊か な郷 土 を引 き 継ぎ ，限 り ない 発 展 を

続け てい くた めに 世界 の恒 久平 和を 願い ，非 核三 原則 の堅 持を 求め ，平

和と 命の 尊さ を語 り継 いで いく こと を決 意し ，こ こに 「平 和を 語り 継ぐ

都市」を宣言します。  
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計計画画策策定定のの趣趣旨旨及及びび基基本本的的なな考考ええ方方   
 
教育振興基本計画とは…教育の振興に関する施策の総合的かつ計画的な推進を図るため，

教育の振興に関する施策についての基本的な方針や講ずべき施策，その他の必要な事項に
ついて，教育基本法第 17 条に基づいた計画です。 

南九州市教育委員会は，教育基本法第 17 条第２項の規定に基づき，本市の実情に応じた
教育振興のための施策に関する基本的な計画として，「南九州市教育振興基本計画」を平成
23 年３月に策定。以来，現在に至るまで本市教育行政の取り組むべき施策等について示し，
計画的に取り組んできているところであります。 
 

教 育 基 本 法  抜粋（平成 18 年法律第 120 号） 
（教育振興基本計画） 
第 17 条 政府は、教育の振興に関する施策の総合的かつ計画的な推進を図るため、教育の

振興に関する施策についての基本的な方針及び講ずべき施策その他必要な事項について、
基本的な計画を定め、これを国会に報告するとともに、公表しなければならない。 

２ 地方公共団体は、前項の計画を参酌し、その地域の実情に応じ、当該地方公共団体にお
ける教育の振興のための施策に関する基本的な計画を定めるよう努めなければならない。 

 
●第１期南九州市教育振興基本計画（ 平 成 23～ 27 年 度 ）  

市総合計画（平成 21～29 年度）における７つの政策＝まちづくり大綱の一つに，「心の豊

かさと創造力を育む教育・文化のまちづくり」というコンテンツが定義されている。   

このコンテンツを大きな基本方向として，更に具体的に平成 23 年度から平成 27 年度まで

の５年間に取り組む基本目標を「あしたをひらく心豊かな人づくり・凛とした文化づくり」

として掲げ，その実現に向け８つの方向性に基づき 25 の施策を体系化しました。 
 

●第２期南九州市教育振興基本計画（ 平 成 28～ 令 和 ２ 年 度 ）  

平成 26 年に策定された市総合計画後期基本計画（平成 26～29 年度）の「教育文化に関す 

るまちづくり」の基本施策，施策の展開の一部を教育大綱として定め，その実現に向け８つ

の方向性に基づき 26 の施策を体系化しました。平成 28 年度から令和２年度までの５年間を

計画期間として，取り組むべき施策等を具体的に示した計画書でした。 
   

●第３期南九州市教育振興基本計画（令和３～７年度）  

平成 30 年に策定された第２次市総合計画前期基本計画（平成 30～令和４年度）の「教育 

文化に関するまちづくり」の基本施策，施策の展開の一部を教育大綱として定め，その実

現に向け６つの方向性に基づき 22 の施策を体系化した計画書となっています。 
令和３年度から令和７年度までの５年間を計画期間として，取り組むべき施策等を具体的

に示してあります。 
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計計画画策策定定のの趣趣旨旨及及びび基基本本的的なな考考ええ方方   
 
教育振興基本計画とは…教育の振興に関する施策の総合的かつ計画的な推進を図るため，

教育の振興に関する施策についての基本的な方針や講ずべき施策，その他の必要な事項に
ついて，教育基本法第 17 条に基づいた計画です。 

南九州市教育委員会は，教育基本法第 17 条第２項の規定に基づき，本市の実情に応じた
教育振興のための施策に関する基本的な計画として，「南九州市教育振興基本計画」を平成
23 年３月に策定。以来，現在に至るまで本市教育行政の取り組むべき施策等について示し，
計画的に取り組んできているところであります。 
 

教 育 基 本 法  抜粋（平成 18 年法律第 120 号） 
（教育振興基本計画） 
第 17 条 政府は、教育の振興に関する施策の総合的かつ計画的な推進を図るため、教育の

振興に関する施策についての基本的な方針及び講ずべき施策その他必要な事項について、
基本的な計画を定め、これを国会に報告するとともに、公表しなければならない。 

２ 地方公共団体は、前項の計画を参酌し、その地域の実情に応じ、当該地方公共団体にお
ける教育の振興のための施策に関する基本的な計画を定めるよう努めなければならない。 

 
●第１期南九州市教育振興基本計画（ 平 成 23～ 27 年 度 ）  

市総合計画（平成 21～29 年度）における７つの政策＝まちづくり大綱の一つに，「心の豊

かさと創造力を育む教育・文化のまちづくり」というコンテンツが定義されている。   

このコンテンツを大きな基本方向として，更に具体的に平成 23 年度から平成 27 年度まで

の５年間に取り組む基本目標を「あしたをひらく心豊かな人づくり・凛とした文化づくり」

として掲げ，その実現に向け８つの方向性に基づき 25 の施策を体系化しました。 
 

●第２期南九州市教育振興基本計画（ 平 成 28～ 令 和 ２ 年 度 ）  

平成 26 年に策定された市総合計画後期基本計画（平成 26～29 年度）の「教育文化に関す 

るまちづくり」の基本施策，施策の展開の一部を教育大綱として定め，その実現に向け８つ

の方向性に基づき 26 の施策を体系化しました。平成 28 年度から令和２年度までの５年間を

計画期間として，取り組むべき施策等を具体的に示した計画書でした。 
   

●第３期南九州市教育振興基本計画（令和３～７年度）  

平成 30 年に策定された第２次市総合計画前期基本計画（平成 30～令和４年度）の「教育 

文化に関するまちづくり」の基本施策，施策の展開の一部を教育大綱として定め，その実

現に向け６つの方向性に基づき 22 の施策を体系化した計画書となっています。 
令和３年度から令和７年度までの５年間を計画期間として，取り組むべき施策等を具体的

に示してあります。 
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 本本市市のの教教育育をを取取りり巻巻くく現現状状とと課課題題   

 

 児 童 生 徒 を 取 り 巻 く 状 況 は ， 国 際 化 社 会 や 情 報 化 社 会 へ の 移 行 ， 科 学 技 術 の

急 速 な 進 歩 な ど に よ り ， 大 き く 変 化 し て い ま す 。 ま た ， 少 子 高 齢 化 の 進 展 や 雇 用

環 境 の 変 容 ， 地 球 規 模 の 課 題 へ の 対 応 な ど 先 行 き が 依 然 と し て 不 透 明 な 状 況 が 続

い て い ま す 。  

 教 育 に 関 し て も ， 家 庭 や 地 域 の 教 育 力 の 低 下 ， 子 供 の 学 ぶ 意 欲 や 学 力 ・ 体 力 の

低 下 ， 規 範 意 識 や 倫 理 観 の 欠 如 な ど ， 多 く の 課 題 が 指 摘 さ れ て お り ， 本 市 に お い

て も ， 児 童 生 徒 の 学 力 向 上 ， い じ め や 暴 力 行 為 な ど の 問 題 行 動 や 不 登 校 へ の 対 応 ，

特 別 支 援 教 育 の 充 実 な ど 取 り 組 む べ き 課 題 が あ り ま す 。  

 

(1) 児童生徒の減少と教育の振興  
 

本 市 の 令 和 ２ 年 ５ 月 １ 日 現 在 の 学 校 数 及 び 児 童 生 徒 数 の 現 状 は ， 小 学 校

18 校 ， 児 童 数 1,547 人 ， 中 学 校 ３ 校 ， 生 徒 数 805 人 と な っ て お り ， 年 々 減

少 し て い く 傾 向 に あ り ま す 。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

１ 学 校 当 た り の 学 級 数 は ， 学 校 教 育 法 施 行 規 則 で 12 学 級 以 上 18 学 級 以 下

を 標 準 と す る こ と が 規 定 さ れ て い ま す が ， 現 在 ， 本 市 の 小 中 学 校 21 校 中 ，

こ の 標 準 を 満 た し て い る の は ， 川 辺 小 学 校 の １ 校 だ け で あ り ， ほ と ん ど の 学

校 が 12 学 級 を 下 回 る 小 規 模 の 学 校 で あ り ， そ の 中 で も ７ 校 の 小 学 校 が 複 式

学 級 と な っ て い ま す 。  

南九州市児童生徒数の推移及び推計  

(年 度 ) 

(人 ) 

小 規 模 の 学 校 で は ， 児 童 生 徒 一 人 一 人 に 目 が 届 く な ど の 利 点 が あ る も の の ，

集 団 生 活 の 中 で 切 磋 琢 磨 す る 機 会 が 少 な い こ と や 教 職 員 配 置 な ど ， 教 育 環 境

の 面 で 不 十 分 な 点 も あ る と の 指 摘 も あ り ま す 。  

一 方 で は ， 過 疎 化 ・ 少 子 化 が 進 行 す る 本 市 に あ っ て は ， 小 学 校 と 地 区 運 動

会 を 合 同 で 行 う な ど ， 学 校 は 地 域 コ ミ ュ ニ テ ィ の 中 心 で あ り ， 避 難 所 と し て

の 防 災 機 能 も 併 せ 持 っ て い る こ と か ら ， 今 後 は ， 小 規 模 の 学 校 の 教 育 振 興 を

ど の よ う に 図 っ て い く か が 大 き な 課 題 で す 。  

     こ の よ う な 状 況 を 踏 ま え ， 平 成 24 年 10 月 に 「 南 九 州 市 学 校 の あ り 方 検 討

委 員 会 」 か ら 「 小 学 校 は ， 複 式 学 級 の 解 消 が で き る 学 校 づ く り を 目 指 す 」

「 中 学 校 は ， 全 教 科 の 教 諭 が 配 置 で き る と と も に 多 様 な 部 活 動 が で き る よ う ，

1 学 年 ２ 学 級 以 上 の 学 校 づ く り を 目 指 す 」 と い っ た 基 本 的 な 考 え 方 が 意 見 書

と し て 報 告 さ れ た と こ ろ で す 。 こ の 意 見 書 を 受 け ， 市 立 小 学 校 の あ り 方 ・ 学

校 づ く り に つ い て ， さ ら に 協 議 ・ 検 討 を 進 め る た め ， 平 成 29 年 ７ 月 に 「 南

九 州 市 立 小 学 校 の 将 来 の あ り 方 検 討 委 員 会 」 が 設 置 さ れ ま し た 。  

平 成 31 年 1 月 に は 当 該 検 討 委 員 会 に よ る 検 討 結 果 が ， 答 申 書 と し て 市 教

育 委 員 会 へ 提 出 さ れ ， 市 教 育 委 員 会 で は ， こ の 答 申 書 を 基 に ， 令 和 元 年 ９ 月

「 南 九 州 市 立 小 学 校 の あ り 方 に 関 す る 基 本 方 針 （ ※ 32 頁 (2)の 項 参 照 ）」 を

策 定 し た と こ ろ で あ り ま す 。 今 後 は ， こ の 基 本 方 針 の 趣 旨 に 沿 っ て ， 地 域 が

総 意 に 基 づ い て 学 校 再 編 を 検 討 す る 場 合 の 教 育 委 員 会 の 支 援 や ， 再 編 を し な

い 学 校 へ の 支 援 策 等 を 積 極 的 に 検 討 ・ 実 施 し て い き ま す 。  

 

(2) 学力の実態とこれまでの取組  
 

  本 市 の 小 中 学 校 の 児 童 生 徒 の 学 力 に つ い て は ， 例 年 実 施 さ れ て い る 全 国

学 力 ・ 学 習 状 況 調 査 の 結 果 か ら 見 る と ， 平 成 30 年 度 ４ 月 に 実 施 さ れ た 調 査

結 果 ， 平 成 31 年 ４ 月 に 実 施 さ れ た 調 査 結 果 と も に ， ほ と ん ど の 教 科 で 全 国

平 均 を 下 回 る 結 果 と な っ て い る こ と か ら ， 学 力 向 上 は ， 本 市 の 喫 緊 の 課 題

と し て と ら え ， 各 学 校 で は ， 授 業 改 善 や か ご し ま 学 力 向 上 支 援 Ｗ ｅ ｂ シ ス

テ ム の 問 題 へ の 計 画 的 な 取 組 等 を 継 続 し て い ま す 。  

ま た ， 令 和 ２ 年 １ 月 に 実 施 さ れ た 鹿 児 島 学 習 定 着 度 調 査 で は ， 県 は 目 標 を

「 全 体 の 通 過 率 ７ 割 」，「 基 礎 ・ 基 本 ８ 割 」，「 思 考 ・ 表 現 ５ 割 」 に 設 定 し て お

り ， 小 学 校 で は ， 国 語 ， 算 数 ， 理 科 で 目 標 を 達 成 し た も の の ，「 基 礎 ・ 基 本 」

に 着 目 す る と ， 小 学 校 に お い て は 理 科 以 外 の 教 科 で は 課 題 が 見 ら れ ま す 。 中

学 校 に お い て は 中 １ の 国 語 以 外 で 課 題 と な っ て い ま す 。 今 後 も ， 各 学 校 に お
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 本本市市のの教教育育をを取取りり巻巻くく現現状状とと課課題題   

 

 児 童 生 徒 を 取 り 巻 く 状 況 は ， 国 際 化 社 会 や 情 報 化 社 会 へ の 移 行 ， 科 学 技 術 の

急 速 な 進 歩 な ど に よ り ， 大 き く 変 化 し て い ま す 。 ま た ， 少 子 高 齢 化 の 進 展 や 雇 用

環 境 の 変 容 ， 地 球 規 模 の 課 題 へ の 対 応 な ど 先 行 き が 依 然 と し て 不 透 明 な 状 況 が 続

い て い ま す 。  

 教 育 に 関 し て も ， 家 庭 や 地 域 の 教 育 力 の 低 下 ， 子 供 の 学 ぶ 意 欲 や 学 力 ・ 体 力 の

低 下 ， 規 範 意 識 や 倫 理 観 の 欠 如 な ど ， 多 く の 課 題 が 指 摘 さ れ て お り ， 本 市 に お い

て も ， 児 童 生 徒 の 学 力 向 上 ， い じ め や 暴 力 行 為 な ど の 問 題 行 動 や 不 登 校 へ の 対 応 ，

特 別 支 援 教 育 の 充 実 な ど 取 り 組 む べ き 課 題 が あ り ま す 。  

 

(1) 児童生徒の減少と教育の振興  
 

本 市 の 令 和 ２ 年 ５ 月 １ 日 現 在 の 学 校 数 及 び 児 童 生 徒 数 の 現 状 は ， 小 学 校

18 校 ， 児 童 数 1,547 人 ， 中 学 校 ３ 校 ， 生 徒 数 805 人 と な っ て お り ， 年 々 減

少 し て い く 傾 向 に あ り ま す 。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

１ 学 校 当 た り の 学 級 数 は ， 学 校 教 育 法 施 行 規 則 で 12 学 級 以 上 18 学 級 以 下

を 標 準 と す る こ と が 規 定 さ れ て い ま す が ， 現 在 ， 本 市 の 小 中 学 校 21 校 中 ，

こ の 標 準 を 満 た し て い る の は ， 川 辺 小 学 校 の １ 校 だ け で あ り ， ほ と ん ど の 学

校 が 12 学 級 を 下 回 る 小 規 模 の 学 校 で あ り ， そ の 中 で も ７ 校 の 小 学 校 が 複 式

学 級 と な っ て い ま す 。  

南九州市児童生徒数の推移及び推計  

(年 度 ) 

(人 ) 

小 規 模 の 学 校 で は ， 児 童 生 徒 一 人 一 人 に 目 が 届 く な ど の 利 点 が あ る も の の ，

集 団 生 活 の 中 で 切 磋 琢 磨 す る 機 会 が 少 な い こ と や 教 職 員 配 置 な ど ， 教 育 環 境

の 面 で 不 十 分 な 点 も あ る と の 指 摘 も あ り ま す 。  

一 方 で は ， 過 疎 化 ・ 少 子 化 が 進 行 す る 本 市 に あ っ て は ， 小 学 校 と 地 区 運 動

会 を 合 同 で 行 う な ど ， 学 校 は 地 域 コ ミ ュ ニ テ ィ の 中 心 で あ り ， 避 難 所 と し て

の 防 災 機 能 も 併 せ 持 っ て い る こ と か ら ， 今 後 は ， 小 規 模 の 学 校 の 教 育 振 興 を

ど の よ う に 図 っ て い く か が 大 き な 課 題 で す 。  

     こ の よ う な 状 況 を 踏 ま え ， 平 成 24 年 10 月 に 「 南 九 州 市 学 校 の あ り 方 検 討

委 員 会 」 か ら 「 小 学 校 は ， 複 式 学 級 の 解 消 が で き る 学 校 づ く り を 目 指 す 」

「 中 学 校 は ， 全 教 科 の 教 諭 が 配 置 で き る と と も に 多 様 な 部 活 動 が で き る よ う ，

1 学 年 ２ 学 級 以 上 の 学 校 づ く り を 目 指 す 」 と い っ た 基 本 的 な 考 え 方 が 意 見 書

と し て 報 告 さ れ た と こ ろ で す 。 こ の 意 見 書 を 受 け ， 市 立 小 学 校 の あ り 方 ・ 学

校 づ く り に つ い て ， さ ら に 協 議 ・ 検 討 を 進 め る た め ， 平 成 29 年 ７ 月 に 「 南

九 州 市 立 小 学 校 の 将 来 の あ り 方 検 討 委 員 会 」 が 設 置 さ れ ま し た 。  

平 成 31 年 1 月 に は 当 該 検 討 委 員 会 に よ る 検 討 結 果 が ， 答 申 書 と し て 市 教

育 委 員 会 へ 提 出 さ れ ， 市 教 育 委 員 会 で は ， こ の 答 申 書 を 基 に ， 令 和 元 年 ９ 月

「 南 九 州 市 立 小 学 校 の あ り 方 に 関 す る 基 本 方 針 （ ※ 32 頁 (2)の 項 参 照 ）」 を

策 定 し た と こ ろ で あ り ま す 。 今 後 は ， こ の 基 本 方 針 の 趣 旨 に 沿 っ て ， 地 域 が

総 意 に 基 づ い て 学 校 再 編 を 検 討 す る 場 合 の 教 育 委 員 会 の 支 援 や ， 再 編 を し な

い 学 校 へ の 支 援 策 等 を 積 極 的 に 検 討 ・ 実 施 し て い き ま す 。  

 

(2) 学力の実態とこれまでの取組  
 

  本 市 の 小 中 学 校 の 児 童 生 徒 の 学 力 に つ い て は ， 例 年 実 施 さ れ て い る 全 国

学 力 ・ 学 習 状 況 調 査 の 結 果 か ら 見 る と ， 平 成 30 年 度 ４ 月 に 実 施 さ れ た 調 査

結 果 ， 平 成 31 年 ４ 月 に 実 施 さ れ た 調 査 結 果 と も に ， ほ と ん ど の 教 科 で 全 国

平 均 を 下 回 る 結 果 と な っ て い る こ と か ら ， 学 力 向 上 は ， 本 市 の 喫 緊 の 課 題

と し て と ら え ， 各 学 校 で は ， 授 業 改 善 や か ご し ま 学 力 向 上 支 援 Ｗ ｅ ｂ シ ス

テ ム の 問 題 へ の 計 画 的 な 取 組 等 を 継 続 し て い ま す 。  

ま た ， 令 和 ２ 年 １ 月 に 実 施 さ れ た 鹿 児 島 学 習 定 着 度 調 査 で は ， 県 は 目 標 を

「 全 体 の 通 過 率 ７ 割 」，「 基 礎 ・ 基 本 ８ 割 」，「 思 考 ・ 表 現 ５ 割 」 に 設 定 し て お

り ， 小 学 校 で は ， 国 語 ， 算 数 ， 理 科 で 目 標 を 達 成 し た も の の ，「 基 礎 ・ 基 本 」

に 着 目 す る と ， 小 学 校 に お い て は 理 科 以 外 の 教 科 で は 課 題 が 見 ら れ ま す 。 中

学 校 に お い て は 中 １ の 国 語 以 外 で 課 題 と な っ て い ま す 。 今 後 も ， 各 学 校 に お
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い て は ，「 基 礎 ・ 基 本 」 の 確 実 な 定 着 を 図 る た め に ， 個 に 応 じ た 指 導 の 工 夫

が 求 め ら れ ま す 。  

  一 方 で ，「 思 考 ・ 表 現 」 に 着 目 す る と 小 学 校 ， 中 学 校 と も に 全 教 科 で ， 目

標 通 過 率 ５ 割 を 達 成 し て い る 状 況 で あ り ま す 。 さ ら に ， 中 学 校 で は ， 中 １

国 語 や 理 科 ， 中 ２ の 数 学 ， 理 科 ， 英 語 で 県 平 均 を 上 回 る 結 果 と な っ て お り ，

各 学 校 に お け る 授 業 改 善 の た め の 取 組 や 学 力 向 上 の 具 体 策 に よ る 成 果 が 表れ

て い ま す 。  

今 後 も ， 主 体 的 で 対 話 的 な 深 い 学 び の 視 点 か ら 各 教 科 の 授 業 改 善 を 図 る と

と も に ， 基 礎 ・ 基 本 が 確 実 に 習 得 し ， 知 識 や 技 能 を 活 用 す る 力 ， 思 考 力 や 判

断 力 ， 表 現 力 等 を 身 に 付 け さ せ る よ う 学 力 向 上 の た め の 具 体 策 を 講 じ て い き

ま す 。  
  

全国学力・学習状況調査結果の概要  

（小学６年生）         （中学３年生）  

 平成 31 年度          平成 31 年度  

 国語  算数    国語  数学  英語  

本市  64 63 本市  69 54 50 

県  66 65 県  70 57 53 

国  63.8 66.6 国  72.8 59.8 56 

国との差  0.2 － 3.6 国との差  － 3.8 － 5.8 － 6.0 
  

（小学６年生）                

平成 30 年度              

 国語Ａ  国語Ｂ  算数Ａ  算数Ｂ   理科  

本市  70 53 63 49 59 

県  70 53 64 49 59 

国  71 55 64 52 60 

国との差  － 1.0 － 2.0 － 1.0 － 3.0 － 1.0 
  

（中学３年生）                

平成 30 年度              

 国語Ａ  国語Ｂ  数学Ａ  数学Ｂ   理科  

本市  74 58 63 45 64 

県  75 58 64 45 65 

国  76 61 66 47 66 

国との差  － 2.0 － 3.0 － 3.0 － 2.0 － 2.0 

 鹿児島学習定着度調査の結果の概要（令和元年度）  

（小学５年生）  

教  科   県  地区  本市  県との差  

 

国語  

 

全    体  73.6  72.7  72.6      -1 .0 

基礎・基本  76.6  76.0  76.1        -0 . 5 

思考・表現  68.4  67.1  66.6        -1 . 8 

 

社会  

 

全    体  72.2  72.6  68.1        -4 .1 

基礎・基本  73.6  74.2  68.6        -5 . 0 

思考・表現  69.0  68.7  67.1        -1 . 9 

 

算数  

 

全    体  76.7  74.4  71.7        -5 .0 

基礎・基本  79.9  77.3  74.3        -5 . 6 

思考・表現  69.7  68.2  66.0        -3 . 7 

 

理科  

 

全    体  81.2  80.7  79.9        -1 .3 

基礎・基本  87.5  86.9  86.4  -1 . 1 

思考・表現  70.2  69.8  68.5  -1 . 7 

 

（中学１年生）  

教  科   県  地区  本市  県との差  

 

国語  

 

全    体  79.6  79.3  80.7  1.1 

基礎・基本  82.8  82.1  83.5  0.7 

思考・表現  73.6  74.1  75.4  1.8 

 

社会  

 

全    体  64.9  62.4  61.8  -3.1 

基礎・基本  67.2  65.0  64.9  -2.3 

思考・表現  60.1  57.3  55.6  -4.5 

 

数学  

 

全    体  71.3  71.2  69.9  -1.4 

基礎・基本  79.2  79.5  78.5  -0.7 

思考・表現  54.6  53.6  51.8  -2.8 

 

理科  

 

全    体  64.8  66.9  67.1  2.3 

基礎・基本  71.5  73.8  73.1  1.6 

思考・表現  51.3  53.1  55.1  3.8 

 

英語  

 

全    体  67.9  66.1  66.1  -1.8 

基礎・基本  69.6  67.6  67.3  -2.3 

思考・表現  64.1  62.9  63.6  -0.5 
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い て は ，「 基 礎 ・ 基 本 」 の 確 実 な 定 着 を 図 る た め に ， 個 に 応 じ た 指 導 の 工 夫

が 求 め ら れ ま す 。  

  一 方 で ，「 思 考 ・ 表 現 」 に 着 目 す る と 小 学 校 ， 中 学 校 と も に 全 教 科 で ， 目

標 通 過 率 ５ 割 を 達 成 し て い る 状 況 で あ り ま す 。 さ ら に ， 中 学 校 で は ， 中 １

国 語 や 理 科 ， 中 ２ の 数 学 ， 理 科 ， 英 語 で 県 平 均 を 上 回 る 結 果 と な っ て お り ，

各 学 校 に お け る 授 業 改 善 の た め の 取 組 や 学 力 向 上 の 具 体 策 に よ る 成 果 が 表れ

て い ま す 。  

今 後 も ， 主 体 的 で 対 話 的 な 深 い 学 び の 視 点 か ら 各 教 科 の 授 業 改 善 を 図 る と

と も に ， 基 礎 ・ 基 本 が 確 実 に 習 得 し ， 知 識 や 技 能 を 活 用 す る 力 ， 思 考 力 や 判

断 力 ， 表 現 力 等 を 身 に 付 け さ せ る よ う 学 力 向 上 の た め の 具 体 策 を 講 じ て い き

ま す 。  
  

全国学力・学習状況調査結果の概要  

（小学６年生）         （中学３年生）  

 平成 31 年度          平成 31 年度  

 国語  算数    国語  数学  英語  

本市  64 63 本市  69 54 50 

県  66 65 県  70 57 53 

国  63.8 66.6 国  72.8 59.8 56 

国との差  0.2 － 3.6 国との差  － 3.8 － 5.8 － 6.0 
  

（小学６年生）                

平成 30 年度              

 国語Ａ  国語Ｂ  算数Ａ  算数Ｂ   理科  

本市  70 53 63 49 59 

県  70 53 64 49 59 

国  71 55 64 52 60 

国との差  － 1.0 － 2.0 － 1.0 － 3.0 － 1.0 
  

（中学３年生）                

平成 30 年度              

 国語Ａ  国語Ｂ  数学Ａ  数学Ｂ   理科  

本市  74 58 63 45 64 

県  75 58 64 45 65 

国  76 61 66 47 66 

国との差  － 2.0 － 3.0 － 3.0 － 2.0 － 2.0 

 鹿児島学習定着度調査の結果の概要（令和元年度）  

（小学５年生）  

教  科   県  地区  本市  県との差  

 

国語  

 

全    体  73.6  72.7  72.6      -1 .0 

基礎・基本  76.6  76.0  76.1        -0 . 5 

思考・表現  68.4  67.1  66.6        -1 . 8 

 

社会  

 

全    体  72.2  72.6  68.1        -4 .1 

基礎・基本  73.6  74.2  68.6        -5 . 0 

思考・表現  69.0  68.7  67.1        -1 . 9 

 

算数  

 

全    体  76.7  74.4  71.7        -5 .0 

基礎・基本  79.9  77.3  74.3        -5 . 6 

思考・表現  69.7  68.2  66.0        -3 . 7 

 

理科  

 

全    体  81.2  80.7  79.9        -1 .3 

基礎・基本  87.5  86.9  86.4  -1 . 1 

思考・表現  70.2  69.8  68.5  -1 . 7 

 

（中学１年生）  

教  科   県  地区  本市  県との差  

 

国語  

 

全    体  79.6  79.3  80.7  1.1 

基礎・基本  82.8  82.1  83.5  0.7 

思考・表現  73.6  74.1  75.4  1.8 

 

社会  

 

全    体  64.9  62.4  61.8  -3.1 

基礎・基本  67.2  65.0  64.9  -2.3 

思考・表現  60.1  57.3  55.6  -4.5 

 

数学  

 

全    体  71.3  71.2  69.9  -1.4 

基礎・基本  79.2  79.5  78.5  -0.7 

思考・表現  54.6  53.6  51.8  -2.8 

 

理科  

 

全    体  64.8  66.9  67.1  2.3 

基礎・基本  71.5  73.8  73.1  1.6 

思考・表現  51.3  53.1  55.1  3.8 

 

英語  

 

全    体  67.9  66.1  66.1  -1.8 

基礎・基本  69.6  67.6  67.3  -2.3 

思考・表現  64.1  62.9  63.6  -0.5 
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（中学２年生）  

教  科   県全体  地区  本市  県との差  

 

国語  

 

全    体  74 .5   72 .6   72 .7   -1 .8 

基礎・基本  78 . 1   77 . 1   76 . 2   -1 . 9 

思考・表現  66 . 4   63 . 1   65 . 4   -1 . 0 

 

社会  

 

全    体  61 .2   56 .9   56 .3   -4 .9 

基礎・基本  59 . 7   53 . 8   52 . 1   -7 . 6 

思考・表現  64 . 6   64 . 3   66 . 1   1 . 5 

 

 数学  

 

全    体  60 .7   61 .4   65 .6   4 .9 

基礎・基本  65 . 9   67 . 4   71 . 2   5 . 3 

思考・表現  50 . 9   50 . 0   55 . 0   4 . 1 

 

理科  

 

全    体  58 .0   59 .2   62 .1   4 .1 

基礎・基本  61 . 6   63 . 2   66 . 5   4 . 9 

思考・表現  50 . 7   51 . 4   53 . 2   2 . 5 

 

英語  

 

全    体  61 .0   60 .0   62 .3   1 .3 

基礎・基本  65 . 2   63 . 7   66 . 1   0 . 9 

思考・表現  51 . 6   51 . 5   53 . 6   2 . 0 

 

(3) いじめ，不登校等の状況  
 

本 市 の 小 ・ 中 学 校 に お け る い じ め の 認 知 件 数 は ， 平 成 29 年 度 は 小 学 校 ６

件 ， 中 学 校 ９ 件 の 合 計 15 件 ， 平 成 30 年 度 は 小 学 校 54 件 ， 中 学 校 46 件 の

合 計 100 件 ， 令 和 元 年 度 は 小 学 校 99 件 ， 中 学 校 87 件 の 合 計 186 件 と な っ

て お り ， 増 加 傾 向 に あ り ま す 。 増 加 の 背 景 に は ， 軽 微 と 思 わ れ る こ と で も

積 極 的 に 把 握 し ， 早 期 解 決 に 努 め よ う と す る 学 校 の 意 識 の 高 ま り が あ る こ

と が 考 え ら れ ま す 。 し か し ， ネ ッ ト 上 の い じ め の 増 加 な ど ， 学 校 の 対 応 が

難 し さ を 増 し て き て い る 現 状 も 見 ら れ ま す 。  

    こ の よ う な 現 状 か ら ， い じ め の 問 題 は ， 依 然 と し て 本 市 教 育 に お け る 最

重 要 課 題 で あ り ， 関 係 者 が 一 丸 と な っ た 取 組 の 一 層 の 充 実 が 求 め ら れ ま

す 。  

ま た ， 不 登 校 に つ い て は ， 不 登 校 児 童 生 徒 数 の 推 移 に 着 目 し て み る と ，

こ こ 数 年 高 止 ま り の 状 況 が 続 い て お り ， 憂 慮 す べ き 状 況 で す 。 小 中 学 校 別

に 見 て み る と ， 小 学 校 の 不 登 校 が 増 加 傾 向 に あ り ， 在 籍 比 も 県 や 全 国 の 平  

均 を 上 回 っ て い ま す 。 さ ら に ， 中 学 校 の 在 籍 比 も 県 や 全 国 の 平 均 に 近 づ

き つ つ あ る 状 況 で す 。  

不 登 校 児 童 生 徒 の 不 安 や 悩 み に 適 切 に 対 応 で き る よ う ， 相 談 体 制 の 充 実

を 図 る と と も に ， 学 校 へ の 復 帰 に 向 け て ， 一 人 一 人 の 状 況 に 応 じ た 個 別 の

支 援 計 画 を 基 に 教 育 相 談 員 や ス ク ー ル カ ウ ン セ ラ ー ， ス ク ー ル ソ ー シ ャ ル

ワ ー カ ー 等 と の 連 携 を 密 に し な が ら ， 家 庭 と の 連 携 を 深 め ， 継 続 的 に 指

導 ・ 支 援 し て い く 必 要 が あ り ま す 。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(4) 体力・運動能力  
 
今 日 ， 食 生 活 を は じ め と す る 生 活 環 境 の 変 化 に よ り ， 児 童 生 徒 の 運 動 量  

         いじめの認知件数の推移      （件）   

年      度  Ｈ 29 年度  Ｈ 30 年度  Ｒ１年度  

小    学    校  6 54 99 

中    学    校  9 46 87 

合         計  15 100 186 

 

 

 

 

 

 

   

         不登校児童生徒数      （人）  

年      度  Ｈ 29 年度  Ｈ 30 年度  Ｒ１年度  

小   学   校  5(0.31) 3(0.18) 5(0.32) 

中   学   校  21(2.36) 25(2.85) 34(3.89) 

合       計  26(1.03) 28(1.12) 39(1.57) 

(  )は 在 籍 率 （ 不 登 校 児 童 生 徒 数 ÷在 籍 児 童 生 徒 数 × 1 0 0）   
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（中学２年生）  

教  科   県全体  地区  本市  県との差  

 

国語  

 

全    体  74 .5   72 .6   72 .7   -1 .8 

基礎・基本  78 . 1   77 . 1   76 . 2   -1 . 9 

思考・表現  66 . 4   63 . 1   65 . 4   -1 . 0 

 

社会  

 

全    体  61 .2   56 .9   56 .3   -4 .9 

基礎・基本  59 . 7   53 . 8   52 . 1   -7 . 6 

思考・表現  64 . 6   64 . 3   66 . 1   1 . 5 

 

 数学  

 

全    体  60 .7   61 .4   65 .6   4 .9 

基礎・基本  65 . 9   67 . 4   71 . 2   5 . 3 

思考・表現  50 . 9   50 . 0   55 . 0   4 . 1 

 

理科  

 

全    体  58 .0   59 .2   62 .1   4 .1 

基礎・基本  61 . 6   63 . 2   66 . 5   4 . 9 

思考・表現  50 . 7   51 . 4   53 . 2   2 . 5 

 

英語  

 

全    体  61 .0   60 .0   62 .3   1 .3 

基礎・基本  65 . 2   63 . 7   66 . 1   0 . 9 

思考・表現  51 . 6   51 . 5   53 . 6   2 . 0 

 

(3) いじめ，不登校等の状況  
 

本 市 の 小 ・ 中 学 校 に お け る い じ め の 認 知 件 数 は ， 平 成 29 年 度 は 小 学 校 ６

件 ， 中 学 校 ９ 件 の 合 計 15 件 ， 平 成 30 年 度 は 小 学 校 54 件 ， 中 学 校 46 件 の

合 計 100 件 ， 令 和 元 年 度 は 小 学 校 99 件 ， 中 学 校 87 件 の 合 計 186 件 と な っ

て お り ， 増 加 傾 向 に あ り ま す 。 増 加 の 背 景 に は ， 軽 微 と 思 わ れ る こ と で も

積 極 的 に 把 握 し ， 早 期 解 決 に 努 め よ う と す る 学 校 の 意 識 の 高 ま り が あ る こ

と が 考 え ら れ ま す 。 し か し ， ネ ッ ト 上 の い じ め の 増 加 な ど ， 学 校 の 対 応 が

難 し さ を 増 し て き て い る 現 状 も 見 ら れ ま す 。  

    こ の よ う な 現 状 か ら ， い じ め の 問 題 は ， 依 然 と し て 本 市 教 育 に お け る 最

重 要 課 題 で あ り ， 関 係 者 が 一 丸 と な っ た 取 組 の 一 層 の 充 実 が 求 め ら れ ま

す 。  

ま た ， 不 登 校 に つ い て は ， 不 登 校 児 童 生 徒 数 の 推 移 に 着 目 し て み る と ，

こ こ 数 年 高 止 ま り の 状 況 が 続 い て お り ， 憂 慮 す べ き 状 況 で す 。 小 中 学 校 別

に 見 て み る と ， 小 学 校 の 不 登 校 が 増 加 傾 向 に あ り ， 在 籍 比 も 県 や 全 国 の 平  

均 を 上 回 っ て い ま す 。 さ ら に ， 中 学 校 の 在 籍 比 も 県 や 全 国 の 平 均 に 近 づ

き つ つ あ る 状 況 で す 。  

不 登 校 児 童 生 徒 の 不 安 や 悩 み に 適 切 に 対 応 で き る よ う ， 相 談 体 制 の 充 実

を 図 る と と も に ， 学 校 へ の 復 帰 に 向 け て ， 一 人 一 人 の 状 況 に 応 じ た 個 別 の

支 援 計 画 を 基 に 教 育 相 談 員 や ス ク ー ル カ ウ ン セ ラ ー ， ス ク ー ル ソ ー シ ャ ル

ワ ー カ ー 等 と の 連 携 を 密 に し な が ら ， 家 庭 と の 連 携 を 深 め ， 継 続 的 に 指

導 ・ 支 援 し て い く 必 要 が あ り ま す 。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(4) 体力・運動能力  
 
今 日 ， 食 生 活 を は じ め と す る 生 活 環 境 の 変 化 に よ り ， 児 童 生 徒 の 運 動 量  

         いじめの認知件数の推移      （件）   

年      度  Ｈ 29 年度  Ｈ 30 年度  Ｒ１年度  

小    学    校  6 54 99 

中    学    校  9 46 87 

合         計  15 100 186 

 

 

 

 

 

 

   

         不登校児童生徒数      （人）  

年      度  Ｈ 29 年度  Ｈ 30 年度  Ｒ１年度  

小   学   校  5(0.31) 3(0.18) 5(0.32) 

中   学   校  21(2.36) 25(2.85) 34(3.89) 

合       計  26(1.03) 28(1.12) 39(1.57) 

(  )は 在 籍 率 （ 不 登 校 児 童 生 徒 数 ÷在 籍 児 童 生 徒 数 × 1 0 0）   
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や 屋 外 で 体 を 動 か す 機 会 の 減 少 等 が 見 ら れ ， 児 童 生 徒 の 体 力 ・ 運 動 能 力 は ，

全 国 ， 本 県 と も に 低 下 傾 向 に あ り ま す 。  

本 市 の 児 童 生 徒 の 体 力 ・ 運 動 能 力 の 状 況 に つ い て は ， 令 和 元 年 度 全 国 体

力 ・ 運 動 能 力 調 査 の 結 果 か ら ， 本 市 小 学 生 は ， 県 平 均 を お お む ね 上 回 っ て

お り ， 良 好 な 状 況 に あ る と 言 え ま す 。  

し か し ， 種 目 に よ っ て は ， 県 平 均 を 下 回 っ て い る も の も あ り ま す 。 握 力

は ， 中 学 校 男 子 を 除 い て ほ と ん ど の 学 年 で 県 平 均 を 下 回 っ て お り ， 課 題 が

あ り ま す 。 ま た ， 小 学 ２ 年 生 の 50ｍ 走 は , 男 女 共 に 県 平 均 を 下 回 っ て お

り ， 長 座 体 前 屈 （ ４ 年 男 子 ・ 中 １ 女 子 ） や 立 ち 幅 跳 び （ ４ 年 女 子 ・ 中 １ 女

子 ）， 上 体 起 こ し （ ６ 年 男 子 ）， 反 復 横 跳 び （ 中 １ 男 子 ） に つ い て は 県 平 均

を 下 回 っ て い ま す 。  

体 力 ・ 運 動 能 力 向 上 の た め に ， 今 後 も 家 庭 に お け る 望 ま し い 食 習 慣 や 生

活 習 慣 を 基 盤 に し な が ら ， 学 校 に お け る 体 育 学 習 を 中 心 と し た 計 画 的 ・ 系

統 的 な 指 導 の 充 実 を 図 る と と も に ， こ れ ま で 以 上 に 家 庭 や 地 域 と 連 携 を 深

め ， 児 童 生 徒 の 体 力 ・ 運 動 能 力 の 向 上 に 取 り 組 ん で い く 必 要 が あ り ま す 。  
 
 
 

    本本市市のの体体力力・・運運動動能能力力調調査査のの集集計計結結果果（（令令和和元元年年度度   平平均均値値））   
 
 
【小学校男子】（○県平均以上，▲県平均以下）  

 種  

学  目

年  

握  力  
(㎏ ) 

上体起
こ し
(㎝ ) 

長座体
前 屈
(㎝ ) 

反復横
跳 び
(回 )  

2 0 m シ ャ
ト ル ラ ン

(回 )  

5 0ｍ走  
(秒 ) 

立ち幅
跳 び
(㎝ ) 

ボール
投 げ
( m ) 

２年  
▲  

9.23 

○  

13.72 

○  

27.32 

○  

30.70 

○  

28.04 

▲  

11.00 

○  

133.69 

○  

12.43 

４年  
▲  

14.33 

○  

18.35 

▲  

29.63 

○  

38.07 

○  

46.79 

○  

9.39 

○  

146.95 

○  

20.71 

５年  
○  

17.15 

○  

20.26 

○  

32.25 

○  

42.94 

○  

57.52 

○  

9.34 

○  

157.03 

○  

24.55 

６年  
▲  

18.58 

▲  

20.89 

○  

32.49 

○  

45.99 

○  

63.08 

○  

8.90 

○  

166.57 

○  

29.06 

 

【小学校女子】  
 種  

学  目

年  
握  力  
(㎏ ) 

上体起
こ し
(㎝ ) 

長座体
前 屈
(㎝ ) 

反復横
跳 び
(回 )  

2 0 m シ ャ
ト ル ラ ン

(回 )  

5 0ｍ走  
(秒 ) 

立ち幅
跳 び
(㎝ ) 

ボール
投 げ
( m ) 

２年  
▲  

8.75 

○  

11.93 

○  

32.29 

○  

28.40 

○  

23.04 

▲  

11.34 

○  

122.64 

○  

7.84 

４年  
○  

13.80 

○  

17.96 

○  

35.45 

○  

39.81 

○  

36.97 

○  

9.91 

▲  

137.27 

○  

14.85 

５年  
▲  

16.11 

○  

18.89 

○  

36.36 

○  

40.84 

○  

48.81 

○  

9.48 

○  

151.29 

○  

16.38 

６年  
○  

19.60 

○  

20.73 

○  

38.15 

○  

43.48 

○  

50.50 

○  

9.08 

○  

160.08 

○  

19.54 

 

 

【中学校男子】  
 種  

学  目

年  
握  力  
(㎏ ) 

上体起
こ し
(㎝ ) 

長座体
前 屈
(㎝ ) 

反復横
跳 び
(回 )  

2 0 m シ ャ
ト ル ラ ン

(回 )  

5 0ｍ走  
(秒 ) 

立ち幅
跳 び
(㎝ ) 

ボール
投 げ
( m ) 

１年  
○  

24.20 

○  

23.42 

○  

31.30 

▲  

46.96 

○  

70.67 

▲  

8.58 

○  

179.47 

○  

17.83 

２年  
○  

29.33 

○  

26.19 

○  

33.66 

○  

53.04 

○  

88.11 

○  

8.13 

○  

200.62 

○  

20.15 

 

【中学校女子】  
 種  

学   目  

 年  
握  力  
(㎏ ) 

上体起
こ し
(㎝ ) 

長座体
前 屈
(㎝ ) 

反復横
跳 び
(回 )  

2 0 m シ ャ
ト ル ラ ン

(回 )  

5 0ｍ走  
(秒 ) 

立ち幅
跳 び
(㎝ ) 

ボール
投 げ
( m ) 

１年  
▲  

20.87 

○  

21.26 

▲  

40.70 

○  

45.73 

○  

53.31 

○  

8.99 

▲  

165.71 

○  

11.71 

２年  
▲  

24.09 

○  

25.73 

○  

44.14 

○  

49.43 

○  

62.43 

○  

8.80 

○  

178.03 

○  

13.04 

 

(5) 価値観やライフスタイルの多様化  
 

    情 報 化 ， 国 際 化 ， 少 子 高 齢 化 が 進 展 し て い く 中 で ， 経 済 的 な 豊 か さ が 増

す と と も に ， 市 民 の 価 値 観 が 多 様 化 し て い ま す 。  
     こ の よ う な 中 ， 住 民 を は じ め と し て ， Ｎ Ｐ Ｏ 法 人 や ボ ラ ン テ ィ ア 団 体 な

ど の 関 係 者 が 連 携 し ， ま ち づ く り を 推 進 し て い く 「 共 生 ・ 協 働 ・ 自 立 」 の

精 神 を 生 か し た 取 組 を 充 実 さ せ る こ と が 大 切 で す 。  
ま た ， 地 域 と 学 校 が 相 互 の ニ ー ズ を 共 有 し ， 地 域 ぐ る み で 子 供 た ち を 見

守 り 育 て る 気 運 を 高 め る た め に ， 地 域 学 校 協 働 活 動 の 体 制 整 備 が 求 め ら れ

ま す 。  
 
(6) 安全・安心な地域社会の環境づくり  

 

    少 子 高 齢 化 の 進 展 や 人 口 流 出 等 に よ る 過 疎 化 の 進 展 ， 価 値 観 の 多 様 化 な

ど に よ り ， 地 域 コ ミ ュ ニ テ ィ 機 能 や 地 域 の 教 育 力 が 課 題 に な っ て き つ つ あ

り ， 安 心 し て 子 育 て が で き る 環 境 づ く り ， 地 域 に お け る 防 災 力 の 充 実 ・ 強

化 な ど が 求 め ら れ ま す 。  
    特 に ， 児 童 生 徒 が 地 域 の 中 で 安 全 ・ 安 心 な 生 活 を 送 れ る よ う な 教 育 を 行

う こ と や ， 地 域 社 会 づ く り を 推 進 す る こ と が 求 め ら れ ま す 。 本 市 で は ， 青

少 年 市 民 会 議 を 中 核 に ， 青 少 年 育 成 校 区 ・ 地 区 民 会 議 で の 取 組 や ， 青 色 防

犯 パ ト ロ ー ル で の 巡 回 の 取 組 に よ り ， 児 童 生 徒 の 安 全 は も と よ り ， 問 題 行

動 等 の 未 然 防 止 及 び 心 豊 か な 子 供 た ち の 育 成 を 目 指 し た 活 動 が 実 施 さ れ て

い ま す 。  
    加 え て ， 学 校 に お け る 子 供 た ち の 放 課 後 の 居 場 所 づ く り や 週 末 に お け る

学 習 活 動 ・ 読 書 活 動 ・ 文 化 活 動 ・ ス ポ ー ツ 活 動 等 の 様 々 な 体 験 活 動 や 地 域

住 民 と の 交 流 活 動 を 充 実 さ せ る た め に ， 地 域 子 ど も 教 室 や 地 域 塾 が 設 置 さ

れ て い ま す 。  
 



― 8 ― ― 9 ―

や 屋 外 で 体 を 動 か す 機 会 の 減 少 等 が 見 ら れ ， 児 童 生 徒 の 体 力 ・ 運 動 能 力 は ，

全 国 ， 本 県 と も に 低 下 傾 向 に あ り ま す 。  

本 市 の 児 童 生 徒 の 体 力 ・ 運 動 能 力 の 状 況 に つ い て は ， 令 和 元 年 度 全 国 体

力 ・ 運 動 能 力 調 査 の 結 果 か ら ， 本 市 小 学 生 は ， 県 平 均 を お お む ね 上 回 っ て

お り ， 良 好 な 状 況 に あ る と 言 え ま す 。  

し か し ， 種 目 に よ っ て は ， 県 平 均 を 下 回 っ て い る も の も あ り ま す 。 握 力

は ， 中 学 校 男 子 を 除 い て ほ と ん ど の 学 年 で 県 平 均 を 下 回 っ て お り ， 課 題 が

あ り ま す 。 ま た ， 小 学 ２ 年 生 の 50ｍ 走 は , 男 女 共 に 県 平 均 を 下 回 っ て お

り ， 長 座 体 前 屈 （ ４ 年 男 子 ・ 中 １ 女 子 ） や 立 ち 幅 跳 び （ ４ 年 女 子 ・ 中 １ 女

子 ）， 上 体 起 こ し （ ６ 年 男 子 ）， 反 復 横 跳 び （ 中 １ 男 子 ） に つ い て は 県 平 均

を 下 回 っ て い ま す 。  

体 力 ・ 運 動 能 力 向 上 の た め に ， 今 後 も 家 庭 に お け る 望 ま し い 食 習 慣 や 生

活 習 慣 を 基 盤 に し な が ら ， 学 校 に お け る 体 育 学 習 を 中 心 と し た 計 画 的 ・ 系

統 的 な 指 導 の 充 実 を 図 る と と も に ， こ れ ま で 以 上 に 家 庭 や 地 域 と 連 携 を 深

め ， 児 童 生 徒 の 体 力 ・ 運 動 能 力 の 向 上 に 取 り 組 ん で い く 必 要 が あ り ま す 。  
 
 
 

    本本市市のの体体力力・・運運動動能能力力調調査査のの集集計計結結果果（（令令和和元元年年度度   平平均均値値））   
 
 
【小学校男子】（○県平均以上，▲県平均以下）  

 種  

学  目

年  

握  力  
(㎏ ) 

上体起
こ し
(㎝ ) 

長座体
前 屈
(㎝ ) 

反復横
跳 び
(回 )  

2 0 m シ ャ
ト ル ラ ン

(回 )  

5 0ｍ走  
(秒 ) 

立ち幅
跳 び
(㎝ ) 

ボ ール
投 げ
( m ) 

２年  
▲  

9.23 

○  

13.72 

○  

27.32 

○  

30.70 

○  

28.04 

▲  

11.00 

○  

133.69 

○  

12.43 

４年  
▲  

14.33 

○  

18.35 

▲  

29.63 

○  

38.07 

○  

46.79 

○  

9.39 

○  

146.95 

○  

20.71 

５年  
○  

17.15 

○  

20.26 

○  

32.25 

○  

42.94 

○  

57.52 

○  

9.34 

○  

157.03 

○  

24.55 

６年  
▲  

18.58 

▲  

20.89 

○  

32.49 

○  

45.99 

○  

63.08 

○  

8.90 

○  

166.57 

○  

29.06 

 

【小学校女子】  
 種  

学  目

年  
握  力  
(㎏ ) 

上体起
こ し
(㎝ ) 

長座体
前 屈
(㎝ ) 

反復横
跳 び
(回 )  

2 0 m シ ャ
ト ル ラ ン

(回 )  

5 0ｍ走  
(秒 ) 

立ち幅
跳 び
(㎝ ) 

ボール
投 げ
( m ) 

２年  
▲  

8.75 

○  

11.93 

○  

32.29 

○  

28.40 

○  

23.04 

▲  

11.34 

○  

122.64 

○  

7.84 

４年  
○  

13.80 

○  

17.96 

○  

35.45 

○  

39.81 

○  

36.97 

○  

9.91 

▲  

137.27 

○  

14.85 

５年  
▲  

16.11 

○  

18.89 

○  

36.36 

○  

40.84 

○  

48.81 

○  

9.48 

○  

151.29 

○  

16.38 

６年  
○  

19.60 

○  

20.73 

○  

38.15 

○  

43.48 

○  

50.50 

○  

9.08 

○  

160.08 

○  

19.54 

 

 

【中学校男子】  
 種  

学  目

年  
握  力  
(㎏ ) 

上体起
こ し
(㎝ ) 

長座体
前 屈
(㎝ ) 

反復横
跳 び
(回 )  

2 0 m シ ャ
ト ル ラ ン

(回 )  

5 0ｍ走  
(秒 ) 

立ち幅
跳 び
(㎝ ) 

ボール
投 げ
( m ) 

１年  
○  

24.20 

○  

23.42 

○  

31.30 

▲  

46.96 

○  

70.67 

▲  

8.58 

○  

179.47 

○  

17.83 

２年  
○  

29.33 

○  

26.19 

○  

33.66 

○  

53.04 

○  

88.11 

○  

8.13 

○  

200.62 

○  

20.15 

 

【中学校女子】  
 種  

学   目  

 年  
握  力  
(㎏ ) 

上体起
こ し
(㎝ ) 

長座体
前 屈
(㎝ ) 

反復横
跳 び
(回 )  

2 0 m シ ャ
ト ル ラ ン

(回 )  

5 0ｍ走  
(秒 ) 

立ち幅
跳 び
(㎝ ) 

ボール
投 げ
( m ) 

１年  
▲  

20.87 

○  

21.26 

▲  

40.70 

○  

45.73 

○  

53.31 

○  

8.99 

▲  

165.71 

○  

11.71 

２年  
▲  

24.09 

○  

25.73 

○  

44.14 

○  

49.43 

○  

62.43 

○  

8.80 

○  

178.03 

○  

13.04 

 

(5) 価値観やライフスタイルの多様化  
 

    情 報 化 ， 国 際 化 ， 少 子 高 齢 化 が 進 展 し て い く 中 で ， 経 済 的 な 豊 か さ が 増

す と と も に ， 市 民 の 価 値 観 が 多 様 化 し て い ま す 。  
     こ の よ う な 中 ， 住 民 を は じ め と し て ， Ｎ Ｐ Ｏ 法 人 や ボ ラ ン テ ィ ア 団 体 な

ど の 関 係 者 が 連 携 し ， ま ち づ く り を 推 進 し て い く 「 共 生 ・ 協 働 ・ 自 立 」 の

精 神 を 生 か し た 取 組 を 充 実 さ せ る こ と が 大 切 で す 。  
ま た ， 地 域 と 学 校 が 相 互 の ニ ー ズ を 共 有 し ， 地 域 ぐ る み で 子 供 た ち を 見

守 り 育 て る 気 運 を 高 め る た め に ， 地 域 学 校 協 働 活 動 の 体 制 整 備 が 求 め ら れ

ま す 。  
 
(6) 安全・安心な地域社会の環境づくり  

 

    少 子 高 齢 化 の 進 展 や 人 口 流 出 等 に よ る 過 疎 化 の 進 展 ， 価 値 観 の 多 様 化 な

ど に よ り ， 地 域 コ ミ ュ ニ テ ィ 機 能 や 地 域 の 教 育 力 が 課 題 に な っ て き つ つ あ

り ， 安 心 し て 子 育 て が で き る 環 境 づ く り ， 地 域 に お け る 防 災 力 の 充 実 ・ 強

化 な ど が 求 め ら れ ま す 。  
    特 に ， 児 童 生 徒 が 地 域 の 中 で 安 全 ・ 安 心 な 生 活 を 送 れ る よ う な 教 育 を 行

う こ と や ， 地 域 社 会 づ く り を 推 進 す る こ と が 求 め ら れ ま す 。 本 市 で は ， 青

少 年 市 民 会 議 を 中 核 に ， 青 少 年 育 成 校 区 ・ 地 区 民 会 議 で の 取 組 や ， 青 色 防

犯 パ ト ロ ー ル で の 巡 回 の 取 組 に よ り ， 児 童 生 徒 の 安 全 は も と よ り ， 問 題 行

動 等 の 未 然 防 止 及 び 心 豊 か な 子 供 た ち の 育 成 を 目 指 し た 活 動 が 実 施 さ れ て

い ま す 。  
    加 え て ， 学 校 に お け る 子 供 た ち の 放 課 後 の 居 場 所 づ く り や 週 末 に お け る

学 習 活 動 ・ 読 書 活 動 ・ 文 化 活 動 ・ ス ポ ー ツ 活 動 等 の 様 々 な 体 験 活 動 や 地 域

住 民 と の 交 流 活 動 を 充 実 さ せ る た め に ， 地 域 子 ど も 教 室 や 地 域 塾 が 設 置 さ

れ て い ま す 。  
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地域子ども教室開設状況           単 位 （ 回 数 ： 回 ， 延 べ 数 ： 人 ）  

Ｈ29年度 Ｈ30年度 Ｒ１年度 

教 室 数  実 施 日 数  参 加 者 数  教 室 数  実 施 日 数  参 加 者 数  教 室 数  実 施 日 数  参 加 者 数  

20 1,652 1 9 , 9 6 0  2 0  1 , 4 7 6  1 6 , 7 0 8  1 9  1 , 4 3 7  1 7 , 6 9 4  

 
(7) 少子高齢化社会での生涯学習体制の整備  

 

    時 代 の 変 化 に 対 応 し た 生 涯 学 習 の 推 進 策 を ， あ ら ゆ る 年 齢 層 ご と に 考 え

て い く 必 要 が あ り ま す 。 特 に ， 高 齢 者 に 関 す る 課 題 は 多 岐 に わ た っ て お り ，

多 様 な 選 択 肢 の 中 か ら ， 主 体 的 に 学 び の 選 択 が で き る よ う な 体 制 づ く り が

必 要 で す 。 ま た ， 幼 児 期 や 青 少 年 期 に あ っ て は ， 学 校 教 育 ・ 社 会 教 育 を 通

じ て ， 様 々 な 学 習 を 積 み 重 ね ， 多 く の 人 と の 出 会 い を 通 し て ， 成 人 と し て

成 長 し て い く 素 地 を 築 く 時 期 で あ り ， 自 ら 課 題 を 見 つ け ， 自 ら 考 え ， 主 体

的 に 判 断 ・ 解 決 で き る 能 力 を 養 う こ と が ， 生 涯 学 習 の 基 礎 を つ く る こ と に

な り ま す 。 併 せ て ， 自 分 自 身 の 学 び を ， 地 域 活 動 で 実 践 し な が ら 深 く 学 ん

で い く と い っ た 「 学 び の 循 環 」 を 構 築 し て い く こ と も 必 要 で す 。  
    本 市 の 状 況 は ， 文 化 振 興 及 び 生 涯 学 習 講 座 に つ い て は ， 趣 味 的 な 内 容 が

中 心 で す が ， 社 会 の 変 化 に 対 応 し た 講 座 も 多 く 開 設 さ れ て い ま す 。 し か し ，

市 民 の ニ ー ズ は 趣 味 的 ・ 健 康 増 進 的 な 講 座 へ の 意 向 が 強 く ， 社 会 参 画 に 関

わ る よ う な 講 座 に つ い て は な か な か 開 設 さ れ な い の が 実 情 で す 。 文 化 振 興

の 面 で も ， 芸 術 ・ 演 芸 等 へ の 関 心 は 高 く ， 地 域 づ く り 等 の 講 座 に な る と 希

望 が 少 な く な り ま す 。 青 少 年 向 け の 体 験 活 動 に つ い て は 様 々 な 事 業 を 計 画

的 に 実 施 し ， 体 験 の 中 で の 学 び を 大 切 に し て い ま す 。 そ れ ぞ れ の 事 業 に 多

く の 参 加 者 が あ り ， 体 験 活 動 へ の 関 心 の 高 さ を 感 じ ま す 。 今 後 も 郷 土 愛 を

育 む 上 か ら ， 地 域 人 材 を 活 用 し な が ら 世 代 間 の 交 流 を 更 に 進 め て 行 き ま す 。  
    ま た ， 学 び の 循 環 と い っ た 面 か ら は ， 市 立 図 書 館 で 実 施 さ れ て い る ボ ラ

ン テ ィ ア に よ る 読 み 聞 か せ や 図 書 館 整 備 へ の 支 援 等 ， 経 験 や 学 び を 社 会 で

生 か し て い け る よ う な 体 制 を 整 備 し て 行 き ま す 。  
 

公民館講座数の推移        （単位 ： 講 座 ）  

地区名  Ｈ 27 年度  Ｈ 28 年度  Ｈ 29 年度  Ｈ 30 年度  Ｒ１年度  

頴娃地区  30 27 22 18 18 

知覧地区  35 39 29 28 27 

川辺地区  42 42 32 38 35 

計  107 108 83 84 80 

 

 

自主文化事業         （単位 ： 人 )  

事 業 名  
Ｈ 30 年度  Ｒ１年度  

内 容  入 場 者  場 所  内 容  入 場 者  場 所  

マ ス ク プ レ イ

ミ ュ ー ジ カ ル  

ブ レ ー メ ン の

音 楽 隊  
7 0 3  

川 辺 文 化

会 館  
   

市 民 大 学  講 演  1 , 4 3 0  
知 覧 文 化

会 館  
講演 1 , 1 1 6  

知 覧 文 化

会 館  

市 町 村 に よ る

青 少 年 劇 場  
   一休さん 6 2 8  川 辺 小  

陸 上 自 衛 隊 西

部 方 面 音 楽 隊  

ク リ ス マ ス コ

ン サ ー ト  
8 5 4  

川 辺 文 化

会 館  

クリスマスコ

ンサート 
8 1 3  

川 辺 文 化

会 館  

※ マ ス ク プ レ イ ミ ュ ー ジ カ ル と 市 町 村 に よ る 青 少 年 劇 場 は 隔 年 実 施  

 
(8) 地域が一体となった子育て支援  

 
   近 年 の 家 族 形 態 の 変 化 や 地 域 の つ な が り の 希 薄 化 に 伴 い ， 本 来 ， 子 供 が 身

に 付 け な け れ ば な ら な い 礼 儀 や 生 活 習 慣 ， 規 範 意 識 が 十 分 に 備 わ っ て い な か

っ た り ， 地 域 住 民 の 声 か け が 減 少 し た り し て い る た め ， 家 庭 教 育 に 対 す る 支

援 が よ り 必 要 に な っ て き て い ま す 。  

    家 庭 は 全 て の 教 育 の 原 点 で あ り ， 幼 児 期 か ら の 親 と 子 の 愛 情 を 基 盤 と し た

生 活 の 中 か ら ， い の ち の 大 切 さ や 基 本 的 生 活 習 慣 ， す べ て の 人 ・ も の へ の 思

い や り の 心 や 規 範 意 識 を 身 に 付 け さ せ る 上 で 大 き な 役 割 を 担 っ て い ま す 。  

地 域 に は ， 子 供 た ち の 生 活 を 見 守 り ， 子 育 て 支 援 や 青 少 年 健 全 育 成 の 取 組 ，

異 年 齢 の 交 流 等 を と お し た 人 間 性 の 育 成 等 に 関 わ る 取 組 が 求 め ら れ ま す 。  

    本 市 に お い て は ， 地 域 全 体 で 支 援 す る 家 庭 教 育 を 目 指 し て お り ， 教 育 関 係

団 体 等 が ， 地 域 づ く り や 家 庭 教 育 支 援 及 び 青 少 年 健 全 育 成 を 目 指 し た 様 々 な

活 動 を 展 開 し て い ま す 。  

ま た ， 家 庭 教 育 学 級 を 市 内 全 小 中 学 校 等 で 開 催 し た り ， 次 世 代 の 親 と な る

中 高 生 向 け の 子 育 て 講 座 等 を 実 施 し た り し て ， 家 庭 の 教 育 力 の 向 上 を 目 指 し

て い ま す 。  

今 後 も 家 庭 教 育 の 充 実 に 資 す る 取 組 等 を と お し て ， 地 域 総 ぐ る み で の 子 育

て 支 援 を 行 っ て い き ま す 。  
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地域子ども教室開設状況           単 位 （ 回 数 ： 回 ， 延 べ 数 ： 人 ）  

Ｈ29年度 Ｈ30年度 Ｒ１年度 

教 室 数  実 施 日 数  参 加 者 数  教 室 数  実 施 日 数  参 加 者 数  教 室 数  実 施 日 数  参 加 者 数  

20 1,652 1 9 , 9 6 0  2 0  1 , 4 7 6  1 6 , 7 0 8  1 9  1 , 4 3 7  1 7 , 6 9 4  

 
(7) 少子高齢化社会での生涯学習体制の整備  

 

    時 代 の 変 化 に 対 応 し た 生 涯 学 習 の 推 進 策 を ， あ ら ゆ る 年 齢 層 ご と に 考 え

て い く 必 要 が あ り ま す 。 特 に ， 高 齢 者 に 関 す る 課 題 は 多 岐 に わ た っ て お り ，

多 様 な 選 択 肢 の 中 か ら ， 主 体 的 に 学 び の 選 択 が で き る よ う な 体 制 づ く り が

必 要 で す 。 ま た ， 幼 児 期 や 青 少 年 期 に あ っ て は ， 学 校 教 育 ・ 社 会 教 育 を 通

じ て ， 様 々 な 学 習 を 積 み 重 ね ， 多 く の 人 と の 出 会 い を 通 し て ， 成 人 と し て

成 長 し て い く 素 地 を 築 く 時 期 で あ り ， 自 ら 課 題 を 見 つ け ， 自 ら 考 え ， 主 体

的 に 判 断 ・ 解 決 で き る 能 力 を 養 う こ と が ， 生 涯 学 習 の 基 礎 を つ く る こ と に

な り ま す 。 併 せ て ， 自 分 自 身 の 学 び を ， 地 域 活 動 で 実 践 し な が ら 深 く 学 ん

で い く と い っ た 「 学 び の 循 環 」 を 構 築 し て い く こ と も 必 要 で す 。  
    本 市 の 状 況 は ， 文 化 振 興 及 び 生 涯 学 習 講 座 に つ い て は ， 趣 味 的 な 内 容 が

中 心 で す が ， 社 会 の 変 化 に 対 応 し た 講 座 も 多 く 開 設 さ れ て い ま す 。 し か し ，

市 民 の ニ ー ズ は 趣 味 的 ・ 健 康 増 進 的 な 講 座 へ の 意 向 が 強 く ， 社 会 参 画 に 関

わ る よ う な 講 座 に つ い て は な か な か 開 設 さ れ な い の が 実 情 で す 。 文 化 振 興

の 面 で も ， 芸 術 ・ 演 芸 等 へ の 関 心 は 高 く ， 地 域 づ く り 等 の 講 座 に な る と 希

望 が 少 な く な り ま す 。 青 少 年 向 け の 体 験 活 動 に つ い て は 様 々 な 事 業 を 計 画

的 に 実 施 し ， 体 験 の 中 で の 学 び を 大 切 に し て い ま す 。 そ れ ぞ れ の 事 業 に 多

く の 参 加 者 が あ り ， 体 験 活 動 へ の 関 心 の 高 さ を 感 じ ま す 。 今 後 も 郷 土 愛 を

育 む 上 か ら ， 地 域 人 材 を 活 用 し な が ら 世 代 間 の 交 流 を 更 に 進 め て 行 き ま す 。  
    ま た ， 学 び の 循 環 と い っ た 面 か ら は ， 市 立 図 書 館 で 実 施 さ れ て い る ボ ラ

ン テ ィ ア に よ る 読 み 聞 か せ や 図 書 館 整 備 へ の 支 援 等 ， 経 験 や 学 び を 社 会 で

生 か し て い け る よ う な 体 制 を 整 備 し て 行 き ま す 。  
 

公民館講座数の推移        （単位 ： 講 座 ）  

地区名  Ｈ 27 年度  Ｈ 28 年度  Ｈ 29 年度  Ｈ 30 年度  Ｒ１年度  

頴娃地区  30 27 22 18 18 

知覧地区  35 39 29 28 27 

川辺地区  42 42 32 38 35 

計  107 108 83 84 80 

 

 

自主文化事業         （単位 ： 人 )  

事 業 名  
Ｈ 30 年度  Ｒ１年度  

内 容  入 場 者  場 所  内 容  入 場 者  場 所  

マ ス ク プ レ イ

ミ ュ ー ジ カ ル  

ブ レ ー メ ン の

音 楽 隊  
7 0 3  

川 辺 文 化

会 館  
   

市 民 大 学  講 演  1 , 4 3 0  
知 覧 文 化

会 館  
講演 1 , 1 1 6  

知 覧 文 化

会 館  

市 町 村 に よ る

青 少 年 劇 場  
   一休さん 6 2 8  川 辺 小  

陸 上 自 衛 隊 西

部 方 面 音 楽 隊  

ク リ ス マ ス コ

ン サ ー ト  
8 5 4  

川 辺 文 化

会 館  

クリスマスコ

ンサート 
8 1 3  

川 辺 文 化

会 館  

※ マ ス ク プ レ イ ミ ュ ー ジ カ ル と 市 町 村 に よ る 青 少 年 劇 場 は 隔 年 実 施  

 
(8) 地域が一体となった子育て支援  

 
   近 年 の 家 族 形 態 の 変 化 や 地 域 の つ な が り の 希 薄 化 に 伴 い ， 本 来 ， 子 供 が 身

に 付 け な け れ ば な ら な い 礼 儀 や 生 活 習 慣 ， 規 範 意 識 が 十 分 に 備 わ っ て い な か

っ た り ， 地 域 住 民 の 声 か け が 減 少 し た り し て い る た め ， 家 庭 教 育 に 対 す る 支

援 が よ り 必 要 に な っ て き て い ま す 。  

    家 庭 は 全 て の 教 育 の 原 点 で あ り ， 幼 児 期 か ら の 親 と 子 の 愛 情 を 基 盤 と し た

生 活 の 中 か ら ， い の ち の 大 切 さ や 基 本 的 生 活 習 慣 ， す べ て の 人 ・ も の へ の 思

い や り の 心 や 規 範 意 識 を 身 に 付 け さ せ る 上 で 大 き な 役 割 を 担 っ て い ま す 。  

地 域 に は ， 子 供 た ち の 生 活 を 見 守 り ， 子 育 て 支 援 や 青 少 年 健 全 育 成 の 取 組 ，

異 年 齢 の 交 流 等 を と お し た 人 間 性 の 育 成 等 に 関 わ る 取 組 が 求 め ら れ ま す 。  

    本 市 に お い て は ， 地 域 全 体 で 支 援 す る 家 庭 教 育 を 目 指 し て お り ， 教 育 関 係

団 体 等 が ， 地 域 づ く り や 家 庭 教 育 支 援 及 び 青 少 年 健 全 育 成 を 目 指 し た 様 々 な

活 動 を 展 開 し て い ま す 。  

ま た ， 家 庭 教 育 学 級 を 市 内 全 小 中 学 校 等 で 開 催 し た り ， 次 世 代 の 親 と な る

中 高 生 向 け の 子 育 て 講 座 等 を 実 施 し た り し て ， 家 庭 の 教 育 力 の 向 上 を 目 指 し

て い ま す 。  

今 後 も 家 庭 教 育 の 充 実 に 資 す る 取 組 等 を と お し て ， 地 域 総 ぐ る み で の 子 育

て 支 援 を 行 っ て い き ま す 。  
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家庭教育学級開設状況      単 位 （ 回 数 ： 回 ， 参 加 者 ： 人 ）  

開 設 区 分  
Ｈ 29 年度  Ｈ 30 年度  Ｒ１年度  

回 数  参 加 者  回 数  参 加 者  回 数  参 加 者  

頴 娃 地 域 (小 )  5 9  8 7 2  5 9  8 6 8  5 3  7 6 1  

知 覧 地 域 (小 )  6 2  8 6 2  6 3  9 5 8  5 2  6 9 1  

川 辺 地 域 (小 )  5 1  8 6 3  4 9  7 6 6  3 8  6 6 6  

中学校  4 3 5 6 6  4 0  5 7 3  2 4  2 9 1  

幼・保 (園 ) 1 5 1 6 9  1 3  1 7 2  1 3  1 5 5  

合   計  2 3 0  3 , 3 3 2  2 2 4  3 , 3 3 7  1 8 0  2 , 5 6 4  

教室数  27 教室  27 教室  27 教室  

 

 (9) 社会教育団体の育成  
 
    私 た ち が 相 互 に 連 携 し て 生 き て い く た め に は ， 各 種 機 関 ・ 団 体 ， 自 治 公 民  

館 ， 校 区 ・ 地 区 公 民 館 等 の 住 民 組 織 が 中 心 と な っ て ， 明 る く 豊 か な 地 域 づ く  

り を 目 指 し た 活 動 が 展 開 さ れ な く て は な り ま せ ん 。  

   本 市 の 社 会 教 育 関 係 団 体 は ， こ れ ま で 多 く の 会 員 の も と 活 動 を 展 開 し て

き て い ま す 。 し か し ， 人 口 減 と あ い ま っ て ， 会 員 の 数 は 減 少 し て き て い ま

す 。 特 に 地 域 活 動 の 中 心 的 役 割 を 担 っ て き た ， 地 域 女 性 団 体 ， 高 齢 者 団 体 ，

青 年 団 に あ っ て は ， 価 値 観 の 多 様 化 等 様 々 な 理 由 か ら ， 団 体 へ の 所 属 を 敬

遠 す る 傾 向 に あ り ま す 。 ま た ， 子 ど も 会 で は ， 会 員 数 の 減 少 に よ り 異 年 齢

集 団 で の 活 動 や 組 織 存 続 が 困 難 に な っ て い る 単 位 子 ど も 会 も あ り ， 近 隣 の

単 位 子 ど も 会 が 合 同 で 活 動 す る な ど 工 夫 が 見 ら れ ま す 。  

こ の よ う な 状 況 の 中 で ， 指 導 者 研 修 会 等 を 通 し て 社 会 教 育 関 係 団 体 を 育 成

し ， 活 動 を 支 援 し て い く こ と が 大 切 で す 。 ま た ， 地 域 づ く り に は ， 組 織 的 活

動 が 必 要 で あ る こ と や ， 各 団 体 の 活 動 や ボ ラ ン テ ィ ア 活 動 が ， 大 き な 原 動 力

で あ る こ と を 啓 発 し ， 共 生 ・ 協 働 の 気 運 を 高 め て い く 必 要 が あ り ま す 。  

 

 

        社会教育関係団体の会員数                 （単位人）  

団  体  区  分  Ｈ 29 年度  Ｈ 30 年度  Ｒ１年度  

南九州市地域女性団体  2,149 2,045 1,928 

南九州市連合青年団  271 249 231 

南 九 州 市 子 ど も 会 育 成
連絡協議会  

2,436 2,343 2,298 

単位子ども会数  134 129 127 
 

(10) 社会体育の状況  
 
    本 市 の 社 会 体 育 施 設 は ， 25 施 設 あ り ま す 。 利 用 状 況 は 下 記 の と お り で , 

多 く 利 用 さ れ て い ま す 。 社 会 体 育 施 設 は 昭 和 50 年 代 に 整 備 さ れ た 施 設 が 大

多 数 で す が , 長 寿 命 化 を 図 り な が ら 機 能 を 維 持 し ， 市 民 の 利 用 に 供 し て い

ま す 。  

          社会体育施設利用者数           （単位：人）  

年

度  

体 育 館

( 4 箇 所 )  

陸 上  

競 技 場

( 3 箇 所 )  

武 道 館

( 2 箇 所 )  

テ ニ ス

コ ー ト

( 1 0 面 )  

弓 道 場

( 2 箇 所 )  

サ ッ カ

ー 場  

多 目

的 球

場  

ゲ ー ト

ボ ー ル

場  

 

そ の 他  計  

H 2 8  5 5 , 0 2 6  6 0 , 5 7 6  1 2 , 5 0 6  7 , 6 1 3  1 , 0 1 6  6 , 9 5 0  8 , 3 3 3  2 0 , 2 7 6  3 8 , 1 6 6  2 1 0 , 4 6 2  

H 2 9  4 8 , 9 4 6  6 8 , 1 4 1  1 2 , 4 7 6  7 , 0 6 9  9 9 9  5 , 6 5 3  5 , 9 7 0  2 1 , 4 6 5  3 8 , 1 4 5  2 0 8 , 8 6 4  

H 3 0  4 6 , 6 5 1  5 0 , 2 5 0  1 7 , 8 8 6  5 , 3 2 7  6 5 4  5 , 6 3 2  6 , 2 2 2  2 4 , 7 6 4  3 4 , 8 1 3  1 9 2 , 1 9 9  

R 1  5 6 , 2 6 2  3 0 , 6 7 8  1 6 , 1 3 1  5 , 2 3 4  4 6 2  3 , 8 8 5  2 , 7 3 8  2 5 , 1 8 6  3 3 , 8 2 0  1 6 4 , 3 9 6  

こ の よ う に ， 本 市 の 人 口 は 約 35,000 人 な が ら ， 多 く の 方 が 利 用 し て い ま

す 。 今 後 も 市 民 が 利 用 し や す い 身 近 に あ る 社 会 体 育 施 設 と し て 計 画 的 に 整

備 し て い く 必 要 が あ り ま す 。  

 

①   学 校 施 設 開 放 状 況  
 

   社 会 体 育 の 普 及 の た め に ， 学 校 施 設 開 放 事 業 に よ り ， 市 内 21 小 中 学 校 と

閉 校 後 の 体 育 館 と 校 庭 を 市 民 利 用 に 供 し て い ま す 。 多 く の 団 体 が 登 録 し て お

り ,学 校 ご と に 置 か れ て い る 管 理 指 導 員 と 利 用 調 整 し な が ら 有 効 に 利 用 さ れ

て い ま す 。  

           学校開放利用者数            （単位：人）  

年  度  体  育  館  校   庭  計  

Ｈ 28 55,626 24,581 80,207 

Ｈ 29 60,586 25,034 85,620 

Ｈ 30 59,834 24,295 84,129 

Ｒ１  51,455 25,165 76,620 

   各 学 校 区 ご と の 市 民 利 用 が 多 い こ と か ら ， 市 民 の 身 近 に あ る 施 設 と し て 整

備 充 実 を 図 っ て い く 必 要 が あ り ま す 。  

 

②   南 九 州 市 体 育 協 会  
 

本 市 社 会 体 育 推 進 の 中 心 を 担 う 組 織 と し て 南 九 州 市 体 育 協 会 が ， 各 地 区 公

民 館 及 び 市 内 の 種 目 別 ア マ チ ュ ア 競 技 団 体 ・ ス ポ ー ツ 団 体 を も っ て 組 織 さ れ

て い ま す 。  
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加盟団体数と加盟人数  

年度  加盟団体数（統合団体）  加盟人数（単位：人）  

Ｒ１  26（ 17）  4,330 

Ｒ２  26（ 17）  4,222 

 

  こ れ か ら も ， 各 競 技 団 体 ご と の 統 合 を 図 り な が ら ， 社 会 体 育 推 進 の 要 の 組 織

と し て 充 実 し た 活 動 を 継 続 し て い く 必 要 が あ り ま す 。  
 

(11) 文化財の保存・活用  
 
    本 市 に は 現 在 ， 国 指 定 文 化 財 を は じ め と す る 指 定 文 化 財 が 184 件 あ り ，

こ れ ら を 後 世 に 引 き 継 ぎ 保 存 し て い く 必 要 が あ り ま す 。 特 に 県 指 定 史 跡 清 水

磨 崖 仏 群 で は 安 定 化 及 び 国 指 定 に 向 け た 取 組 を 推 進 し ま す 。  

    ま た ， 先 人 が 築 き 上 げ た 文 化 財 を 保 存 ・ 継 承 す る 上 で ， 寄 贈 ・ 寄 託 し て 頂

い た 貴 重 な 資 料 を 企 画 展 等 を 通 し て 公 開 す る と と も に ， 児 童 生 徒 を 対 象 に し

た 「 文 化 財 講 座 」 や 「 社 会 科 学 習 の 場 」 と し て 博 物 館 を 活 用 し ， 次 の 世 代 へ

と 継 承 す る 契 機 と し て い き ま す 。  

     一 方 で ， 少 子 高 齢 化 に よ る 後 継 者 不 足 に よ り 途 絶 え つ つ あ る 郷 土 の 伝 統 芸

能 ・ 民 俗 行 事 等 に つ い て ， 後 継 者 育 成 を 図 る と と も に 記 録 保 存 の た め の 取

材 ・ 撮 影 を 行 い 記 録 映 像 と し て 残 し て い く こ と も 重 要 で す 。  

   こ の よ う に ， 文 化 財 の 保 存 活 用 に 向 け て ， 文 化 財 を ま ち づ く り や 観 光 資 源

に 活 か し つ つ ， 地 域 総 が か り で ， そ の 継 承 に 取 組 ん で い く こ と が 重 要 で あ り ，

文 化 財 に 関 す る 総 合 計 画 「 文 化 財 保 存 活 用 地 域 計 画 」 を 策 定 し ま す 。  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
 

社社 会会 科科 学学 習習 「「 昔昔 のの 道道 具具 」」                   県県 指指 定定 文文 化化 財財 （（ 史史 跡跡 ）） 清清 水水 磨磨 崖崖 仏仏 群群  

 

 

 

(12) 文化活動の推進  
 

地 域 文 化 活 動 の 拠 点 施 設 で あ る 各 文 化 会 館 は ， 老 朽 化 等 に よ り 維 持 補 修

に 要 す る 経 費 が 増 加 し て い ま す 。 今 後 ， こ れ ら を 踏 ま え 施 設 改 修 を 年 次 的

に 実 施 す る と と も に 新 た な ニ ー ズ に 応 じ た 施 設 整 備 を 行 い ま す 。  

文 化 協 会 に お い て は ， 各 支 部 に よ る 文 化 祭 の 開 催 等 に よ り 地 域 の 文 化 振

興 を 図 っ て き ま し た が ， 文 化 協 会 会 員 の 高 齢 化 等 に よ り ， 今 後 の 文 化 協 会

の 運 営 に 支 障 を き た す こ と が 想 定 さ れ ま す 。 今 後 ， 新 規 の 加 入 団 体 及 び 若

年 会 員 の 掘 り 起 し 等 ， 組 織 の 強 化 を 図 る 必 要 が あ り ま す 。  

文 化 芸 術 に 触 れ る 機 会 の 提 供 や 参 加 体 験 で き る 文 化 活 動 の 充 実 を 図 る た

め に ， 民 間 に よ る 自 主 文 化 事 業 や 補 助 事 業 に よ る 芸 術 鑑 賞 事 業 の 導 入 を 検

討 し て い く 必 要 が あ り ま す 。  
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年度  加盟団体数（統合団体）  加盟人数（単位：人）  

Ｒ１  26（ 17）  4,330 

Ｒ２  26（ 17）  4,222 

 

  こ れ か ら も ， 各 競 技 団 体 ご と の 統 合 を 図 り な が ら ， 社 会 体 育 推 進 の 要 の 組 織

と し て 充 実 し た 活 動 を 継 続 し て い く 必 要 が あ り ま す 。  
 

(11) 文化財の保存・活用  
 
    本 市 に は 現 在 ， 国 指 定 文 化 財 を は じ め と す る 指 定 文 化 財 が 184 件 あ り ，

こ れ ら を 後 世 に 引 き 継 ぎ 保 存 し て い く 必 要 が あ り ま す 。 特 に 県 指 定 史 跡 清 水

磨 崖 仏 群 で は 安 定 化 及 び 国 指 定 に 向 け た 取 組 を 推 進 し ま す 。  

    ま た ， 先 人 が 築 き 上 げ た 文 化 財 を 保 存 ・ 継 承 す る 上 で ， 寄 贈 ・ 寄 託 し て 頂

い た 貴 重 な 資 料 を 企 画 展 等 を 通 し て 公 開 す る と と も に ， 児 童 生 徒 を 対 象 に し

た 「 文 化 財 講 座 」 や 「 社 会 科 学 習 の 場 」 と し て 博 物 館 を 活 用 し ， 次 の 世 代 へ

と 継 承 す る 契 機 と し て い き ま す 。  

     一 方 で ， 少 子 高 齢 化 に よ る 後 継 者 不 足 に よ り 途 絶 え つ つ あ る 郷 土 の 伝 統 芸

能 ・ 民 俗 行 事 等 に つ い て ， 後 継 者 育 成 を 図 る と と も に 記 録 保 存 の た め の 取

材 ・ 撮 影 を 行 い 記 録 映 像 と し て 残 し て い く こ と も 重 要 で す 。  

   こ の よ う に ， 文 化 財 の 保 存 活 用 に 向 け て ， 文 化 財 を ま ち づ く り や 観 光 資 源

に 活 か し つ つ ， 地 域 総 が か り で ， そ の 継 承 に 取 組 ん で い く こ と が 重 要 で あ り ，

文 化 財 に 関 す る 総 合 計 画 「 文 化 財 保 存 活 用 地 域 計 画 」 を 策 定 し ま す 。  
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   政策 （教育文化） 心の豊かさと創造力を育む教育・文化のまちづくり 
    
  「基礎・基本」の定着を基盤に，国際理解教育，情報教育，環境教育をはじめ，安心・ 
安全な「食」のまちづくりの基本となる食育，郷土のよさを活かしたきめ細かな教育の 
充実やこころの教育を推進し，生きる力や創造力と豊かな心を育む学校教育の充実に努め 
ます。教育の原点は家庭であるという自覚のもと，家庭教育支援条例に基づき，家庭教育 
や幼児教育をはじめ，世代間交流を促進し，家庭・学校・職場・地域などが一体となった 
青少年の健全育成に努めます。 
 本市の持つ豊かな自然・文化・歴史・農林水産物などの学習資源を活かし，幼児から 
高齢者まで対応した生涯学習機会の充実や，それを支える指導者やボランティア団体と 
の連携を図り，だれでも身近に生涯学習へ参加できる体制の構築に努めます。 
 長い歴史に育まれてきた文化財や伝統行事などの保存・継承・調査・活用に努めるとと 
もに，多様な文化芸術に触れる機会の提供や参加体験できる文化活動の充実を図ります。 
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【【現現状状とと課課題題】】   
  
○  変化の激しいこれからの社会を生き抜くために，規範意識を養い，

他人を思いやりの心や感動する心などの豊かな人間性や，たくましく

生きるための健康や体力を育むことが求められます。  
  
○  人権教育の視点に立った教育の充実とともに，道徳の授業の中で道

徳的な判断力，心情，実践意欲と態度を育て，道徳的実践につなげて

いくことができるようにすることが求められます。  
 
○  基礎的・基本的な知識及び技能を習得させるとともに，これらを活

用して課題を解決するために必要な思考力，判断力，表現力を育み，

主体的に学習に取り組む態度を養うことが求められます。  
  
○  児童生徒一人一人の状況に配慮した指導と，一人一人の教育的ニー

ズに応じた指導・支援を行う特別支援教育の充実が求められます。  

  また，児童生徒や保護者，地域に対し，特別支援教育への一層の理

解と啓発を図ることが求められます。  
  
○  郷土で学び，郷土を学ぶ郷土教育を重視し，地域の人材などを活用

した体験活動を充実し，地域に開かれた特色ある学校づくりを推進す

ることが求められます。  
 
○  環境教育やキャリア教育 ※１など社会の変化に対応した教育の推進が

求められます。また，キャリア教育の視点に立ち，校種間の一層の連

携を図る必要があります。  
 
〇  グローバル化が進む国際社会の中で，日本人としての自覚を持ち，

主体的に生きていくために必要な豊かな語学力やコミュニケーション

能力，異文化理解，国際協調の精神等を身に付ける教育の推進を図る

必要があります。  
 
〇  技術革新の進展により，超スマート社会（ Society5.0）の到来が予

想される将来に向けて，技術革新に対応できる人材育成を図るととも

に，最先端の情報技術を生み出し，それを実践的に活用することので

きる素地を身に付ける教育を推進することが求められます。  
 
○  安心・安全で安定した給食提供のためには，食中毒等への危機管理

体制の強化，献立や食育指導の工夫，調理施設等の適正管理を図る必

要があります。  
 
○  学校施設は，児童生徒等が一日の大半を過ごす学習・生活の場であ

り，児童生徒の「生きる力」を育むための教育環境として重要な意義

１ 学校教育の充実  
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をもつだけでなく，地震などの災害発生時には地域住民の応急避難場

所としての役割も果たすことから，その安全性の確保は極めて重要で

す。ただ，施設の老朽化が進行していることから，施設・設備に関す

る安全点検などを通じて危機意識の高揚を図り，安全管理を徹底し，

校舎・屋内運動場などの適時適切な維持管理を行うことが求められま

す。大規模地震などから児童生徒の生命を守る安全・安心な学校づく

りと施設の大規模な改修が課題となっています。  
 
○  児童生徒数は，合併以前の平成 15 年度には小学校 2,551 人，中学校

1,459 人でありましたが，令和２年度では，小学校 1,547 人，中学校

805 人で，今後も少子化による減少傾向は続いていくことが予測され

ます。児童生徒一人一人の力を伸長させ，将来の社会に適応できる確

かな人格形成を行うためには，一定規模の集団の中での教育活動を行

うことが，より効果的で望ましいと考えられます。  

 
 ※ １  児 童 生 徒 一 人 一 人 の 社 会 的 ・ 職 業 的 自 立 に 向 け ， 必 要 な 基 盤 と な る 能 力 や 態 度 を 育

て る こ と を 通 し て ， キ ャ リ ア 発 達 を 促 す 教 育 。  

 

年度別児童生徒数の推移見込み   

                         単位：人   

校  種  Ｒ３年度  Ｒ４年度  Ｒ５年度  Ｒ６年度  Ｒ７年度  

小学校  1,551 1,541 1,492 1,482 1,454 

中学校  809 797 812 797 776 

                    令和２年５月１日現在で推計                   
  
【【施施策策のの方方向向性性】】   
  
○  基礎・基本を身に付けるとともに，自ら学び，考え，主体的に判断，

行動し，よりよく問題を解決する能力を育みます。また，個に応じた

きめ細かな指導と，一人一人の教育的ニーズに応じて適切な指導及び

必要な支援を行う特別支援教育を推進します。  

また，教育の情報化を推進し，児童生徒の情報活用能力の育成を図

ります。  
 
○  道徳教育を中心とした心の教育を推進するとともに，人権教育や一

人一人の心に届く生徒指導を推進します。  
 
○  郷土（県・市）のよさを生かした学習活動を重視し，地域に開かれ

た特色ある学校づくりを推進します。  
 
○  キャリア教育，進路指導を充実し，幼・小・中・高の連携を図りま

す。  
 
〇  国際社会の中で，日本人としての自覚をもち，主体的に生きていく

ために語学力やコミュニケーション能力の育成を図ります。  
 
○  児童生徒に対する情報教育を充実させるとともに，国のＩＣＴ環境

の整備方針等も踏まえ，学校におけるＩＣＴ環境の整備を推進します。  

〇  児童生徒が，自主的に読書活動を行い，生涯にわたる読書習慣を身

に付けることができるよう，読書活動を推進します。  
 
〇  学校給食の安定した提供と児童生徒の食育指導を推進します。  
 
○  安全・安心な学校教育関係施設の計画的な整備を推進します。  
 
○  南九州市立小学校のあり方に関する基本方針（令和元年９月）に基

づき，よりよい教育環境を整備し，充実した学校教育の実現に取組み

ます。  

  
【【施施策策体体系系図図】】     

１  学校教育の充実  
  ①  個に応じたきめ細かな教

育の充実    
    

   
②  心の教育の推進  

   
    

   ③  地域の特色を生かした教
育の推進       

    

   ④  キャリア教育・進路指導
の充実     

    
   

⑤  外国語教育の充実  
   
    
   

⑥  読書活動の推進  
   
    
   

⑦  学校教育施設などの整備  
   

  

【【施施策策のの展展開開】】   
  
１１   個個にに応応じじたたききめめ細細かかなな教教育育のの充充実実     
  
 (1) 知識及び技能の確実な習得と思考力・判断力，表現力等の育成及

び学びに向かう力，人間性等の涵養   
 

学校の実状を踏まえ，習熟に応じたきめ細かな指導が展開できる

よう教育環境を整え，確かな学力の定着を図ります。  
 

 具体的取組  
 

①  問題解決的な指導過程（学習過程）を意図した南九州市スタンダ

ードを見直し，主体的・対話的で深い学びの視点で授業改善を図り
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をもつだけでなく，地震などの災害発生時には地域住民の応急避難場
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○  児童生徒数は，合併以前の平成 15 年度には小学校 2,551 人，中学校

1,459 人でありましたが，令和２年度では，小学校 1,547 人，中学校

805 人で，今後も少子化による減少傾向は続いていくことが予測され

ます。児童生徒一人一人の力を伸長させ，将来の社会に適応できる確
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ます。また，かごしま学習Ｗｅｂシステムを活用し，演習問題を活

用した学習指導を充実させるよう管理職研修会や校内研修の機会に

指導します。  

②  各中学校区において，相互の授業参観や授業研究を実施するなど，

授業を通した小中連携教育を推進するとともに，市研究指定校によ

る研究公開や市内小・中学校の教員を対象とした指導法改善研修会

を実施し，教員の指導力の向上に努めます。  

③  市ＩＣＴ活用研究推進校を指定し，児童生徒の学習意欲を高め，

確かな学力を身に付けさせる指導方法の開発を推進します。  

 

 

(2) 体力・運動能力の向上   
 

  児童生徒の体力や運動能力は，生涯にわたって健康で活力ある生

活を営む基礎となるものです。学校教育だけでなく，家庭や地域と

連携した体力・運動能力の向上を推進します。  
 
 

 具体的取組  
 

①  体力・運動能力調査の結果を分析し，体力向上のための指導の改

善に活用することにより，児童生徒の実態に応じた体力・運動能力

向上の取組を推進します。  

②  児童生徒，保護者等に対して体力の必要性を学校への指導を通し

て，理解させるとともに，体力向上に関する意識の高揚を図ります。  

 

項 目 
目 標 指 数 (年度) 

 
Ｒ３  

 
Ｒ４  

 
Ｒ５  

 
Ｒ６  

 
Ｒ７  

鹿児島学習定着度調査 各学年，各教科，県平均以上     

全国学力・学習状況調査 各学年，各教科，国平均以上     

項 目 
目 標 指 数 （年度） 

目標値の内容・根拠  
Ｒ３  

 
Ｒ４  

 
Ｒ５  

 
Ｒ６  

 
Ｒ７  

全国体力・運

動能力調査 

（中学生） 

 

75% 

 

80% 

 

80% 

 

80% 

 

80% 

調査における全国平均

以上の種目の割合 

（Ｒ１年度：69%） 

(3) 特別支援教育の充実   
 

一人一人の教育的ニーズに応じた指導・支援を行う特別支援教育  

を推進するとともに，児童生徒・保護者・地域への啓発を推進しま

す。  
 
具体的取組  

 

①  特別支援教育支援員の配置を拡充し，各学校及び児童生徒一人一

人の教育的ニーズに応じた支援の充実に努めます。  

②  幼保小の連携を一層推進するとともに，障害の状態や教育的ニー

ズ，保護者の意見等を踏まえた総合的な就学先の判断がなされるよ

うにします。  

 

(4) 教育の情報化の推進  
 
学習の基盤となる情報活用能力（情報モラルを含む。）の育成  

に向けて，ＩＣＴを活用した学習活動の充実に努めるとともに，

国のＩＣＴ環境の整備方針等も踏まえ，学校におけるＩＣＴ環境

整備を推進します。  
 

具体的取組  
 

①  主体的・対話的で深い学びの視点からの授業改善の実現に向け，

各教科等においてＩＣＴ機器を活用した授業実践を推進します。  

②  各教科等における授業改善や，プログラミング教育を充実させる

ために，教員に対する研修の充実に努めます。  

③  ネット依存や情報モラル等について，児童生徒への指導を行うと

ともに，啓発資料の活用や各種研修会への職員派遣などをとおして，

フィルタリングの設定や家庭内ルールの策定に係る保護者への啓発

に努めます。  

④  学習者用コンピュータや無線ＬＡＮなど，学校におけるＩＣＴ環

境の整備に努めます。  

⑤  教職員が校務においてＩＣＴを活用し，児童生徒の情報共有や効

率的な成績処理など，きめ細かな指導を行えるような環境の整備を

項 目 
目 標 指 数 （年度） 

目標値の内容・根拠  
Ｒ３  

 
Ｒ４  

 
Ｒ５  

 
Ｒ６  

 
Ｒ７  

特別支援教育

支援の配置 
31人 32人 33人 33人 33人 

学校数 21校に対する 

総配置人数 

(Ｒ１年度：30人) 
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推進します。  

⑥  学校における情報セキュリティの確保に取り組み，教師及び児童

生徒が安心して学校でＩＣＴを活用できる環境の整備に努めます。  
 
 

 

２２   心心のの教教育育のの推推進進     
  
(1) 道徳教育の充実  

 

人権教育推進の観点から，道徳の時間を中心に道徳的心情や道徳

的判断力を高め，生活の中での実践化を促し，より良い人間関係づ

くりを推進します。  
 

 具体的取組   
 

①   いじめ問題への対応や「考え，議論する道徳」の実現のために，
指導主事等の派遣を通して，主体的・対話的で深い学びの視点に立

った授業の創造に努めます。      

 

(2) 積極的な生徒指導の推進   
 

不登校の問題やいじめ問題などに組織的・計画的に取り組み，保

護者・地域と一体となった生徒指導を推進します。  
 

具体的取組  
 

①  管理職研修会，生徒指導主任等研修会の充実を図り，いじめや不

登校の未然防止，早期解決が図られるよう教職員の指導力の向上に

努めます。  

②  不登校・不登校傾向の児童生徒に対して，一人一人の実態を踏ま

項 目 

目 標 指 数 （年度） 

目標値の内容・根拠 

Ｒ３ Ｒ４ Ｒ５ Ｒ６ Ｒ７ 

授業に積極的

にＩＣＴ活用

できる教員 

20% 25% 30% 35% 40% 

学校における教育の情

報化の実態等に関する

調査（Ｒ１年度：17％） 

項 目 
目 標 指 数 （年度） 目標値の内容・根

拠 
Ｒ３ Ｒ４ Ｒ５ Ｒ６ Ｒ７ 

道徳研究授業へ

の指導・助言 

 

６回  

 

９回  

 

12 回  

 

15 回  

 

20 回  

全 21校への指導主

事の派遣回数   

（Ｒ１年度：３回） 

え保護者や関係機関と連携した組織的・継続的な支援に努めます。  

③  いじめアンケートや「学校楽しぃーと」を全ての学校で実施し，

いじめの未然防止，早期発見・早期対応に努めます。  

④  インターネットや携帯電話等の使い方に関する情報モラル教育に

ついて，専門家を積極的に招聘して指導の充実を図ります。  

⑤  市いじめ防止対策基本方針を見  

直し，市いじめ問題対策連絡協議  

会，並びに市いじめ問題専門委員  

会の充実を図り，家庭や地域と連  

携したいじめの未然防止に努めま  

す。                  市市 いい じじ めめ 問問 題題 専専 門門 委委 員員 会会   

 

 

 

 

 

 

 

 

(3) スクールカウンセラー ※ ２などによる相談活動の充実  
 

教育相談員やスクールカウンセラー，スクールソーシャルワーカ

ー等を中心とした児童生徒の心情や家庭環境の把握に努め，自己有

用感を育成し児童生徒の心身の安定を図ります。   
 

 具体的取組  
 

①  児童生徒の状況を事前に把握し，不登校やいじめ等の未然防止を

図る「スクリーニング」を実施するとともに，教育相談員等による

定期的な学校への巡回及び教育相談を実施します。  
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等による定例ケース会議の実施により，情報連携を強化し，それぞ
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した「南九州市子ども相談センター」を設け，児童生徒を取り巻く
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アドバイザー」による，教育相談員やスクールソーシャルワーカー
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目 標 指 数 (年度) 

目標値の内容・根拠 
Ｒ３ Ｒ４ Ｒ５ Ｒ６ Ｒ７ 

不登校生の 

在籍率 
1.4% 1.3% 1.2% 1.1% 1.0% 

不登校児童生徒数÷全

児童生徒数 

(Ｒ１年度：1.57%) 
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への助言，市内各学校への派遣を通じたカウンセリングの充実に努

めます。  

 
※ ２  い じ め や 不 登 校 な ど の 対 策 と し て ， 児 童 ・ 生 徒 ・ 保 護 者 ・ 教 師 の 相 談 に の る た め に ，  

学 校 に 配 置 さ れ る 臨 床 心 理 士 な ど の 専 門 家                    

  

(4) 人権教育の充実  
 

「人権教育は全ての教育の基本」という方針のもと，全ての教育

活動を通じて，児童生徒の人権尊重の精神の高揚を図るとともに，

あらゆる他者を価値のある存在として尊重することができる人権

教育の指導内容・方法の工夫改善を図ります。  

 

 具体的取組  

①   人権教育の理念が，学校経営方針に位置付けられ，人権教育の全
体計画・年間指導計画や共通実践事項等に基づいた活動が充実して

いるか，点検，評価します。   

②  南九州市人権教育研修会をはじめとする各種研修会等を通して，   

人権教育の指導者の育成に努めます。  

③  人権擁護機関と連携し，人権教室，人権の花運動，人権作文コン

テスト，人権標語コンテストの実施等，児童生徒に対する人権啓発

活動を実施します。   

 

３３   地地域域のの特特色色をを生生かかししたた教教育育のの推推進進   
 

(1) 郷土教育の充実・振興   
 
県や市の歴史・文化などの学習を通して，自らの郷土や国に対す

る愛着と誇りを育むとともに，他の地域や国を敬う心を醸成し，豊

かな文化の創造に寄与する子供の育成に努めます。  
 
 具体的取組  
 

①  総合的な学習の時間や土曜授業を活用して，郷土の地理や歴史，

伝統や文化に対する理解を深める学習を充実させ，郷土に誇りをも

ち，郷土を愛し，国を敬う心を育成します。  

②  郷土南九州に誇りをもち，未来を担う子供たちを育てるために，

教職員が南九州の文化，歴史，伝統等についての理解を深め，教育

実践がなさるよう，郷土教育に関する教職員の資質の向上を図りま

す。  

③  本市 の 基 幹 産業であ るお 茶 を基軸と した 学 習を茶業 課 や 本 市の   

人材と積極的に連携を図らせ，それを基盤としつつ，郷土の産業に

興味や関心を深めることができるように努めます。  
 

 
(2) 地域に開かれた特色ある学校教育の推進  

 
各学校で実施している学校評価を基にした学校運営のＰＤＣＡサ

イクルの充実・改善を 指導する とともに，豊かな自然や地域の人

材・特色などを生かした体験的な活動を充実します。  
 

具体的取組  
 

①  11 月１日から７日までを地域が育む「かごしまの教育」県民週間

として設定し，この週間において各学校で授業参観等を実施します。  

②  学校教育に関わる様々な取組を，教育課程  

を中心に据えながら組織的かつ計画的に実施  

し教育活動の質の向上に努めます。   

 

 

 

 
 

(3) 学校給食センターの運営の充実   
 

安心・安全な給食の提供に努め，特色のある献立の充実及び食育

の推進を図ります。また，施設・機器などについては，学校給食衛

生管理基準に適合した維持管理に努めます。  
 
具体的取組  

 

①  栄養バランスの取れた献立の工夫・食物アレルギー対応等に努め，

児童生徒の健康増進・体位向上を図ります。  

 

 

 

 

 
 
 
 
       米米 飯飯 給給 食食 （（ 週週 ３３ 回回 ））              パパ ンン 給給 食食 （（ 週週 ２２ 回回 ））   

 

項 目 
目 標 指 数 (年度) 

 
Ｒ３  

 
Ｒ４  

 
Ｒ５  

 
Ｒ６  

 
Ｒ７  

地域人材の活用状況 
300時間 

（各学校年間 15時間程度） 
    

地地域域人人材材のの活活用用にによよるる昔昔のの遊遊びび教教室室  
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②  栄養教諭による食育指導を行い，学校・家庭との連携により正し

い食事のあり方と望ましい食習慣の定着に努めます。  

 

 

 

 

                      栄栄 養養 教教 諭諭 にに よよ るる 食食 育育 指指 導導   

 

  

  

  

  

  

③  食中毒・異物混入防止に対する意識向上に努め，衛生管理体制の

強化を図ります。  

④  経年劣化等による調理機器・給食用食器・各学校設置の牛乳用保

冷庫等の更新により安定した給食の提供に努めます。  
 
 

(4) 地場産物を使用した安心安全な給食の提供  
 

特産品であるお茶の飲用と地場産物を活用した献立の充実に努  

めます。  
 

具体的取組  
 

①  子供たちがお茶文化を身近に親しめるよう給茶機を設置し，本市

の基幹農産物である茶の消費促進を図ります。  
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

知知 覧覧 茶茶 のの 飲飲 めめ るる 給給 茶茶 機機   

 

 

おお 茶茶 パパ ッッ クク   
かか かか らら んん 団団 子子   

②  茶給食事業の継続や地域食材の活用により，地産地消の推進を図

ります。   

 

 

 

 

 
    

 
 

 

(5) 学校給食費の助成  
 

   子育て世帯の経済的な負担軽減を図り，子育て支援を推進します。  

 

４４   キキャャリリアア教教育育・・進進路路指指導導のの充充実実   
  

(1) キャリア教育の充実   
 

「社会的・職業的状況」に向け，必要な基盤となる能力や態度を

発達の段階に応じて育成するために，体系的・系統的なキャリア教

育を推進します。また，キャリア教育の視点から進路指導を充実さ

せ，幼・小・中・高の連携を深めます。  
 

具体的取組  
 

①  全ての小中学校において，キャリア教育の全体計画及び指導計画

を作成し，幼稚園，高等学校を含めた系統的・体系的な進路指導を

推進します。  

②  各中学校区ごとの小・中連携教育を推進する中で，小学校におけ

るキャリア教育の充実に努めます。  

③  児童生徒がキャリア教育に係る活動を記録し，蓄積するための教

材（キャリアパスポート）等の活用を図ります。  

 

 

項 目 

目 標 指 数 （年度） 

目標値の内容・根拠 
Ｒ３ Ｒ４ Ｒ５ Ｒ６ Ｒ７ 

キャリア教育

年間指導計画 
70% 80% 90% 100％ 100％ 

全小・中学校における

作成率      

（Ｒ２年度：66％） 
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②  栄養教諭による食育指導を行い，学校・家庭との連携により正し

い食事のあり方と望ましい食習慣の定着に努めます。  

 

 

 

 

                      栄栄 養養 教教 諭諭 にに よよ るる 食食 育育 指指 導導   

 

  

  

  

  

  

③  食中毒・異物混入防止に対する意識向上に努め，衛生管理体制の

強化を図ります。  

④  経年劣化等による調理機器・給食用食器・各学校設置の牛乳用保

冷庫等の更新により安定した給食の提供に努めます。  
 
 

(4) 地場産物を使用した安心安全な給食の提供  
 

特産品であるお茶の飲用と地場産物を活用した献立の充実に努  

めます。  
 

具体的取組  
 

①  子供たちがお茶文化を身近に親しめるよう給茶機を設置し，本市

の基幹農産物である茶の消費促進を図ります。  
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

知知 覧覧 茶茶 のの 飲飲 めめ るる 給給 茶茶 機機   

 

 

おお 茶茶 パパ ッッ クク   
かか かか らら んん 団団 子子   

②  茶給食事業の継続や地域食材の活用により，地産地消の推進を図

ります。   

 

 

 

 

 
    

 
 

 

(5) 学校給食費の助成  
 

   子育て世帯の経済的な負担軽減を図り，子育て支援を推進します。  

 

４４   キキャャリリアア教教育育・・進進路路指指導導のの充充実実   
  

(1) キャリア教育の充実   
 

「社会的・職業的状況」に向け，必要な基盤となる能力や態度を

発達の段階に応じて育成するために，体系的・系統的なキャリア教

育を推進します。また，キャリア教育の視点から進路指導を充実さ

せ，幼・小・中・高の連携を深めます。  
 

具体的取組  
 

①  全ての小中学校において，キャリア教育の全体計画及び指導計画

を作成し，幼稚園，高等学校を含めた系統的・体系的な進路指導を

推進します。  

②  各中学校区ごとの小・中連携教育を推進する中で，小学校におけ

るキャリア教育の充実に努めます。  

③  児童生徒がキャリア教育に係る活動を記録し，蓄積するための教

材（キャリアパスポート）等の活用を図ります。  

 

 

項 目 

目 標 指 数 （年度） 

目標値の内容・根拠 
Ｒ３ Ｒ４ Ｒ５ Ｒ６ Ｒ７ 

キャリア教育

年間指導計画 
70% 80% 90% 100％ 100％ 

全小・中学校における

作成率      

（Ｒ２年度：66％） 
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(2) 啓発的な体験学習の推進   
 
将来の生き方につながる職場体験学習などの啓発的な体験学習を

推進します。  
 

具体的取組  
 

①  中学校の職場体験学習について，３日間以上の体験活動と事前・

事後の学習の充実に努めます。  

②  市商工会と連携し，職場体験学習の理解と啓発に努め，受け入れ

先の拡充に努めます。  

③  児童生徒一人一人の進路に関する意識を高め，将来の夢や目標の

実現に向け，学業の必要性や意義を実感できるよう，職場体験学習

や出前授業，講話等の取組を充実します。  

 

５５   外外国国語語教教育育のの充充実実   
  
(1) 国際共通語としての英語力の向上  

これからの国際社会において，自ら思考し，判断し，行動するこ

とのできる国際感覚をもった児童生徒を育成するとともに，児童生

徒の英語力の向上に努めます。  
  

具体的取組  
  

①  各学校では，総合的な学習の時間等  

において，国際理解に関する学習の充  

実を図ります。  

②  小学校段階において，ＡＬＴやＡＥ  

Ａを随時派遣して外国語教育の充実を  

図ることで国際理解を深めるとともに  

，英語への親しみを持たせ，中学校の  

英語学習への意欲を高めます。  

③  小学校高学年の英語の教科に伴い，「聞くこと」や「話すこと」を中

心とした活動の充実を図るとともに，中学校への円滑な接続を図るた

めの授業づくりを推進します。  

④  英語力の向上のために，中学生の英語検定受検 ※ 3 を推奨し，合格

率の向上に努めます。          

 

 

 
  

ＡＡＥＥＡＡにによよるる小小学学校校ででのの外外国国語語活活動動  

 

※3 日本英語検定協会が主催している日本で最も受検者の多い英語技能検定のこと。  

   文科省は，国の「第３教育振興基本計画」における成果目標として，中学校卒業段階で CEFR A１レベル（英検
３級程度）以上，高等学校卒業段階で CEFR A２レベル（英検準２級～２級程度）以上を達成した中高生の割合
を 50％とする目標を掲げている。  

 

６６   読読書書活活動動のの推推進進   

(1) 学校における読書活動の推進   
 

読書活動は，児童生徒が言葉を学び，感性を磨き，表現力を高め，

創造力を豊かなものにして，人生をより深く生きる力を身に付けて

いく上で欠くことのできないものであり，豊かな感性や情緒をはぐ

くみ，ものの見方や考え方を深め，人生をより豊かなものにしてい

こうとする人間形成にとって，極めて大切なものです。  

このようなことから，児童生徒が，発達段階に応じ日常的に読書

に親しむことができるよう，学校における教育活動全体を通した読

書活動の推進に努め，生涯にわたる読書習慣の礎の形成に努めます。  

具体的取組  
 

  ①  学校司書（補）や読書指導担当教員等を中心として児童生徒の実

態に応じた学校図書館の計画的活用を推進し，様々な本に触れる機

会を確保するなど，読書の広がりが図られるよう努めます。  

②  各教科・領域等と関連した読書活動を推進します。  

 ③  朝読書等の時間を設定するなど，教職員と児童生徒が共に読書を  

する時間の確保に努めます。  

 ④  読書活動を通した児童生徒同士の交流を図り，児童生徒の意欲的  

な読書活動を推進します。  
 

(2) 家庭・地域における読書活動の推進  
 

児童生徒の読書活動は，学校だけでなく，家庭や地域の協力によ

って，一層の充実が期待できます。  

このようなことから，学校と家庭・地域が一体となった読書活動

を推進します。  

 具体的取組  
 

①  家庭における「朝読み・夕読み」を推進し，音読の習慣化に努め

ます。  

②  ノーメディア時間等を設けるなど家庭における望ましい読書環境

の構築を推進し，「１日 20 分読書」や「親子読書」を推進します。  

③  「親子読書」や「緑陰読書」，「読み聞かせ」等読書ボランティア

項 目 
目 標 指 数 （年度） 

目標値の内容・根拠 
Ｒ３ Ｒ４ Ｒ５ Ｒ６ Ｒ７ 

英語検定３級 

以上の取得者率 
20% 25% 30% 35% 40% 

中学校での英検３級 

以上の取得者率 

（Ｒ１年度:16.1％） 
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(2) 啓発的な体験学習の推進   
 
将来の生き方につながる職場体験学習などの啓発的な体験学習を

推進します。  
 

具体的取組  
 

①  中学校の職場体験学習について，３日間以上の体験活動と事前・

事後の学習の充実に努めます。  

②  市商工会と連携し，職場体験学習の理解と啓発に努め，受け入れ

先の拡充に努めます。  

③  児童生徒一人一人の進路に関する意識を高め，将来の夢や目標の

実現に向け，学業の必要性や意義を実感できるよう，職場体験学習

や出前授業，講話等の取組を充実します。  

 

５５   外外国国語語教教育育のの充充実実   
  
(1) 国際共通語としての英語力の向上  

これからの国際社会において，自ら思考し，判断し，行動するこ

とのできる国際感覚をもった児童生徒を育成するとともに，児童生

徒の英語力の向上に努めます。  
  

具体的取組  
  

①  各学校では，総合的な学習の時間等  

において，国際理解に関する学習の充  

実を図ります。  

②  小学校段階において，ＡＬＴやＡＥ  

Ａを随時派遣して外国語教育の充実を  

図ることで国際理解を深めるとともに  

，英語への親しみを持たせ，中学校の  

英語学習への意欲を高めます。  

③  小学校高学年の英語の教科に伴い，「聞くこと」や「話すこと」を中

心とした活動の充実を図るとともに，中学校への円滑な接続を図るた

めの授業づくりを推進します。  

④  英語力の向上のために，中学生の英語検定受検 ※ 3 を推奨し，合格

率の向上に努めます。          

 

 

 
  

ＡＡＥＥＡＡにによよるる小小学学校校ででのの外外国国語語活活動動  

 

※3 日本英語検定協会が主催している日本で最も受検者の多い英語技能検定のこと。  

   文科省は，国の「第３教育振興基本計画」における成果目標として，中学校卒業段階で CEFR A１レベル（英検
３級程度）以上，高等学校卒業段階で CEFR A２レベル（英検準２級～２級程度）以上を達成した中高生の割合
を 50％とする目標を掲げている。  

 

６６   読読書書活活動動のの推推進進   

(1) 学校における読書活動の推進   
 

読書活動は，児童生徒が言葉を学び，感性を磨き，表現力を高め，

創造力を豊かなものにして，人生をより深く生きる力を身に付けて

いく上で欠くことのできないものであり，豊かな感性や情緒をはぐ

くみ，ものの見方や考え方を深め，人生をより豊かなものにしてい

こうとする人間形成にとって，極めて大切なものです。  

このようなことから，児童生徒が，発達段階に応じ日常的に読書

に親しむことができるよう，学校における教育活動全体を通した読

書活動の推進に努め，生涯にわたる読書習慣の礎の形成に努めます。  

具体的取組  
 

  ①  学校司書（補）や読書指導担当教員等を中心として児童生徒の実

態に応じた学校図書館の計画的活用を推進し，様々な本に触れる機

会を確保するなど，読書の広がりが図られるよう努めます。  

②  各教科・領域等と関連した読書活動を推進します。  

 ③  朝読書等の時間を設定するなど，教職員と児童生徒が共に読書を  

する時間の確保に努めます。  

 ④  読書活動を通した児童生徒同士の交流を図り，児童生徒の意欲的  

な読書活動を推進します。  
 

(2) 家庭・地域における読書活動の推進  
 

児童生徒の読書活動は，学校だけでなく，家庭や地域の協力によ

って，一層の充実が期待できます。  

このようなことから，学校と家庭・地域が一体となった読書活動

を推進します。  

 具体的取組  
 

①  家庭における「朝読み・夕読み」を推進し，音読の習慣化に努め

ます。  

②  ノーメディア時間等を設けるなど家庭における望ましい読書環境

の構築を推進し，「１日 20 分読書」や「親子読書」を推進します。  

③  「親子読書」や「緑陰読書」，「読み聞かせ」等読書ボランティア

項 目 
目 標 指 数 （年度） 

目標値の内容・根拠 
Ｒ３ Ｒ４ Ｒ５ Ｒ６ Ｒ７ 

英語検定３級 

以上の取得者率 
20% 25% 30% 35% 40% 

中学校での英検３級 

以上の取得者率 

（Ｒ１年度:16.1％） 



― 30 ― ― 31 ―

グループなどとの連携に努め，児童生徒の読書環境の構築を推進し

ます。               
 
 

７７   学学校校教教育育施施設設ななどどのの整整備備   
 

(1) 校舎・屋内運動場などの整備  
 

学校施設は，年次的・計画的に整備を進めていますが，建設年度

の古い施設も多く，老朽化も進行していることから，今後は，令和

２年度に策定した学校施設長寿命化計画に基づき長寿命化対策を始

め，南九州市の小学校の現状と将来的な児童数の推移及び地域の

様々な事情を総合的に考慮するとともに，適正規模・適正配置につ

いて検討し，計画的な整備等を推進していきます。  
 

具体的取組  
 

①  本市学校施設（校舎）の大規模改造事業実施状況  

   良好な学校施設（校舎）の教育環境維持のため，計画的に施設の

改修等を実施してきましたが，引続き安全・安心な学校づくりのた

め，大規模改造事業等の実施を行っていきます。  
 

これまでは，耐震 1 次及び２次診断結果を受けて，耐震補強の必要

な校舎を，建築年の古い順で耐震補強工事及び大規模改修工事を実

施してきました。  
 

今後の学校施設等の改修    の基本方針  
 

これからは，各施設の現在の状況を調査し，施設の劣化状況等の健

全度合を点数化し健全度の点数の低い施設から改修計画を検討して

いきます。  

  ≪≪部部分分≫≫   ≪≪全全体体≫≫  

原原
状状
回回
復復  

 
修  繕  

経 年 劣 化 し た 建 物 の 一 部 を ， 既 存
の も の と 概 ね 同 じ 位 置 に 概 ね 同 じ
材 料 ， 形 状 ， 寸 法 の も の を 用 い て
原状回復を図ること   

 
大規模改造  

エ コ 改 修 や 老 朽 化 に 伴 う 補 修 な
ど ， 既 存 の 建 物 を 建 て 替 え ず に 改
修 を 行 う こ と （ 老 朽 改 修 ， ト イ レ
改修，空調回収など）   

性性
能能
向向
上上  

 
改  善  

経年劣化した建物の一部を，物理
的な不具合を直し耐久性を高める
ことに加え，機能や性能を求めら
れる水準まで引き上げる改修を行
うこと  
  

 
長寿命化改修  

長 寿 命 化 を 行 う た め に ， 物 理 的 な
不 具 合 を 直 し 耐 久 性 を 高 め る こ と
に 加 え ， 機 能 や 性 能 を 求 め ら れ る
水 準 ま で 引 き 上 げ る 改 修 を 行 う こ
と   

学学習習内内容容・・学学習習形形態態のの多多様様化化へへのの対対応応        ババリリアアフフリリーー化化  

 

 

 

 

 

●教室配置の見直しによる学習しやすい環境づくり        ●昇降口にスロープを設置 

（ 廊 下 の 壁 を 一 部 撤 去 し 多 目 的 ス ペ ー ス を 整 備 ）  
 

トトイイレレ環環境境のの改改善善                  防防災災機機能能のの強強化化  

     

 

 

 

 

●トイレを子供たちの交流の場に             ●多目的トイレの整備 

（手洗い場を島のように配置）  
 

地地球球環環境境問問題題へへのの対対応応          構構造造躯躯体体のの耐耐久久性性向向上上 

 

 

 

 
   

●木材利用による豊かな環境づくり        ●構造躯体の部分的な欠損に対する改修 

（ 地 域 材 に よ る 内 装 木 質 化 ）        （ コ ン ク リ ー ト の 欠 損 箇 所 補 修 ）  
 

              出典：学校施設の長寿命化改修に関する事例集（文部科学省）  

②  空調設備整備状況  

市立小・中学校における空調設備の設

置率は，普通教室は小学校，中学校共に

100 ％ で す が ， 特 別 教 室 は 小 学 校 が

39％，中学校が 31％と，全国の小・中学

校における設置率 50.5％（Ｒ１文部科学

省調べ）を下回っています。  

厳しい気象条件に対応した教育環境の

確保のため，今後も普通教室の設置率は

100％を維持しつつ，特別教室における

空調設備の整備も推進します。  
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グループなどとの連携に努め，児童生徒の読書環境の構築を推進し

ます。               
 
 

７７   学学校校教教育育施施設設ななどどのの整整備備   
 

(1) 校舎・屋内運動場などの整備  
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様々な事情を総合的に考慮するとともに，適正規模・適正配置につ

いて検討し，計画的な整備等を推進していきます。  
 

具体的取組  
 

①  本市学校施設（校舎）の大規模改造事業実施状況  

   良好な学校施設（校舎）の教育環境維持のため，計画的に施設の

改修等を実施してきましたが，引続き安全・安心な学校づくりのた
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これまでは，耐震 1 次及び２次診断結果を受けて，耐震補強の必要
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今後の学校施設等の改修    の基本方針  
 

これからは，各施設の現在の状況を調査し，施設の劣化状況等の健
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  ≪≪部部分分≫≫   ≪≪全全体体≫≫  

原原
状状
回回
復復  
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性性
能能
向向
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ことに加え，機能や性能を求めら
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と   
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●トイレを子供たちの交流の場に             ●多目的トイレの整備 
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              出典：学校施設の長寿命化改修に関する事例集（文部科学省）  

②  空調設備整備状況  

市立小・中学校における空調設備の設

置率は，普通教室は小学校，中学校共に

100 ％ で す が ， 特 別 教 室 は 小 学 校 が

39％，中学校が 31％と，全国の小・中学

校における設置率 50.5％（Ｒ１文部科学

省調べ）を下回っています。  

厳しい気象条件に対応した教育環境の

確保のため，今後も普通教室の設置率は

100％を維持しつつ，特別教室における

空調設備の整備も推進します。  
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【学校施設における空調設備の設置率】  

 
普通教室空調設置率  

（設置教室数 /保有教室数）  

特別教室空調設置率  

（設置教室数 /保有教室数）  

目 標 特 別 教 室

空 調 設 置 率  

小学校  100％（ 125/125）  39％（ 51/145）  
50％  

中学校  100％（ 31/31）  31％（ 18/59）  

令和２年 12 月１日現在  
 

③  トイレの洋式化・計画的整備  

    市立小・中学校におけるトイレの洋式化率は，小学校が 50％，

中学校が 46％と，住宅の洋式トイレ保有率 89.6％（Ｈ 20 総務省

調べ）を大きく下回り，児童・生徒の家庭における生活文化と乖

離している状況です。  

今後実施される改修工事に合わせてトイレの洋式化を進め，ト

イレ環境の改善を図っていきます。  

 

【学校施設におけるトイレの洋式化率】  

令和２年 12 月１日現在  
 

 

 

 

 

 

 

トト イイ レレ のの 洋洋 式式 化化                           支支 援援 教教 室室 用用 トト イイ レレ 設設 置置  

 

(2)  南九州市立小学校のあり方に関する基本方針に基づく教育活動の

支援  
 

  南九州市学校のあり方検討委員会による答申結果を踏まえ，魅力

と活力ある学校づくりを目的とした市立学校の再編について検討す

る地域への支援を行います。  
 

 和式便器数  洋式便器数  洋式化率  目標洋式化率  

小学校  219 220 50％  
55％  

中学校  103 86 46％  

  令和元年９月策定の基本方針に基づき，魅力と活力ある学校づく

りを目的とした市立学校の再編について検討する地域への支援を行

います。  

 

具体的取組  
 

①  地 域 か ら 再 編 の 要 望 が あ が っ て き た 場 合 は ， 次 代 を 担 う 子 供   

たちの健やかな成長を第一に考え，保護者や地域住民の十分な理解

と協力を得られるよう，丁寧な協議を行うなど，その支援を図りま

す。  

②  再編を検討する地域への支援策  

１．児童に対する配慮  

     学校を再編する場合，児童に精神的な不安や動揺を生じさせ

ないよう配慮していく必要があります。新しい学校での生活に

適応できるようにするために，再編前において，学校行事の事

前交流の実施や学校間での事前協議，児童の心のケアなど新た

な学校生活に戸惑うことがないよう，きめ細かな指導が行き届

くよう配慮します。  
 

   ２．通学に対する配慮  

     通学状況を十分踏まえ，歩道設置や危険箇所の確認とその対

策など通学路変更に伴う安全対策に十分な配慮を行います。ま

た，地理的条件等により，通学路の安全性が確保できないなど

の諸事情がある場合は，必要に応じてスクールバス等を導入し，

児童の安全性を確保します。  
 

３．保護者・地域住民に対する配慮  

      学校の教育効果が最大限に発揮されるためには，関係者の連

携・協力が欠かせないことから，保護者や住民に対して，学校

及び地域を取り巻く教育環境などについて丁寧かつ具体的な説

明を行い，保護者・地域住民の理解と協力を得られるよう努め

ていきます。  

        なお，地域が総意に基づき学校再編を検討する場合にあって

は，教育委員会も積極的に支援を行っていきます。  
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【学校施設における空調設備の設置率】  
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（設置教室数 /保有教室数）  
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小学校  100％（ 125/125）  39％（ 51/145）  
50％  

中学校  100％（ 31/31）  31％（ 18/59）  

令和２年 12 月１日現在  
 

③  トイレの洋式化・計画的整備  

    市立小・中学校におけるトイレの洋式化率は，小学校が 50％，

中学校が 46％と，住宅の洋式トイレ保有率 89.6％（Ｈ 20 総務省

調べ）を大きく下回り，児童・生徒の家庭における生活文化と乖

離している状況です。  

今後実施される改修工事に合わせてトイレの洋式化を進め，ト

イレ環境の改善を図っていきます。  

 

【学校施設におけるトイレの洋式化率】  
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(2)  南九州市立小学校のあり方に関する基本方針に基づく教育活動の
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  南九州市学校のあり方検討委員会による答申結果を踏まえ，魅力

と活力ある学校づくりを目的とした市立学校の再編について検討す

る地域への支援を行います。  
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小学校  219 220 50％  
55％  

中学校  103 86 46％  

  令和元年９月策定の基本方針に基づき，魅力と活力ある学校づく

りを目的とした市立学校の再編について検討する地域への支援を行

います。  

 

具体的取組  
 

①  地 域 か ら 再 編 の 要 望 が あ が っ て き た 場 合 は ， 次 代 を 担 う 子 供   

たちの健やかな成長を第一に考え，保護者や地域住民の十分な理解

と協力を得られるよう，丁寧な協議を行うなど，その支援を図りま

す。  

②  再編を検討する地域への支援策  

１．児童に対する配慮  

     学校を再編する場合，児童に精神的な不安や動揺を生じさせ

ないよう配慮していく必要があります。新しい学校での生活に

適応できるようにするために，再編前において，学校行事の事

前交流の実施や学校間での事前協議，児童の心のケアなど新た

な学校生活に戸惑うことがないよう，きめ細かな指導が行き届

くよう配慮します。  
 

   ２．通学に対する配慮  

     通学状況を十分踏まえ，歩道設置や危険箇所の確認とその対

策など通学路変更に伴う安全対策に十分な配慮を行います。ま

た，地理的条件等により，通学路の安全性が確保できないなど

の諸事情がある場合は，必要に応じてスクールバス等を導入し，

児童の安全性を確保します。  
 

３．保護者・地域住民に対する配慮  

      学校の教育効果が最大限に発揮されるためには，関係者の連

携・協力が欠かせないことから，保護者や住民に対して，学校

及び地域を取り巻く教育環境などについて丁寧かつ具体的な説

明を行い，保護者・地域住民の理解と協力を得られるよう努め

ていきます。  

        なお，地域が総意に基づき学校再編を検討する場合にあって

は，教育委員会も積極的に支援を行っていきます。  
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４．防災体制に対する配慮  

     学校の再編により，通学区域がこれまで以上に広がった児童

の避難等の防災体制は，各学校の実情を踏まえた機能化を図る

など，安全面に支障をきたすことがないよう努めていきます。  
 

③  再編しない学校への支援  

教育環境上の課題を軽減するためには，近隣の学校等との合同授

業や合同の行事を実施し，多様な体験や児童同士で切磋琢磨する機

会を増やすなど，過小規模校，小規模校のデメリットの緩和策を積

極的に検討・実施していきます。  
 

 ④  スクールバス等の適正な運行について  

遠距離通学となる児童生徒の通学支援としてバスやタクシー等で，

現在 15 路線を運行し，遠距離通学となる児童生徒の安全・安心を確

保し，再編による保護者の新たな経済的負担が生じないよう，必要

な支援に努めます。  

また，児童生徒の減少等，スクールバスを取り巻く環境の変化に

対応した効率的な更新計画とその配置を行っていきます。  
 

 ⑤  閉校後の跡地活用について  

閉校後の学校施設の跡地利用について，当該地域の要望を聞きな  

がら，活力ある地域のまちづくりに寄与する利活用を検討するとと

もに，施設の処分も含めた維持管理方法等について検討を行い，本

市のまちづくりにとって有効的な学校跡地の利活用を図っていきま

す。  

 

  

合合 同同 遠遠 隔隔 授授 業業 のの 様様 子子     ババ スス 乗乗 車車 （（ 登登 校校 時時 ）） のの 様様 子子   

 

 

  

【【現現状状とと課課題題】】   

○  社会教育行政に対し多種多様化する市民の期待に応えるため，社会

教育委員などの提言に基づいた施策の見直しや，学校や行政機関，社

会教育関係団体などと連携した事業の推進を図る必要があります。  

○  少子高齢化や共働き家庭が増えている中で，家庭の教育力の向上を

目指した家庭教育について学ぶ機会の充実が求められています。  

○  全国各地で発生する事件・事故を教訓に，子供の安全対策に力を入

れる必要があります。また，インターネットの利用に関する問題も顕

在化しており，正しい活用について年代に応じた学習の機会を提供す

る必要があります。南九州市青少年育成市民会議を中核に，家庭・地

域・学校が連携して地域ぐるみで子供たちを見守り，育てていく体制

づくりの強化が求められています。   

○  人権に対する市民の意識の高揚を図るために，人権問題を身近な問

題としてとらえるよう，いろいろな場において学習活動を展開してい

く必要があります。そのために，人権問題を正しく理解するための積

極的な取組や啓発，広報活動を継続して行う必要があります。  

○  図書館は，多様化する市民の学習要望に応えられるよう対応してい

く必要があります。  
 
 

子ども会加入者数（令和２年７月１日現在）  

 

 

地区  

団体数  

（単位：

子ども会

数）  

加入者数（人）  

幼児  小学生  中学生  高校生  
育成者  

指導者  
計  

頴  娃  51 124 498 278 101 1,023 2,024 

知  覧  36 156 448 234 3 779 1,620 

川  辺  37 55 497 227 5 674 1,458 

合  計  124 335 
1,443 

(93.3％ ) 

739 

(91.8%) 
109 2,476 5,102 

子ども会員数    
2,182 

(92.8%) 
      

  

  

２ 社会教育の充実  
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域・学校が連携して地域ぐるみで子供たちを見守り，育てていく体制

づくりの強化が求められています。   

○  人権に対する市民の意識の高揚を図るために，人権問題を身近な問

題としてとらえるよう，いろいろな場において学習活動を展開してい

く必要があります。そのために，人権問題を正しく理解するための積

極的な取組や啓発，広報活動を継続して行う必要があります。  

○  図書館は，多様化する市民の学習要望に応えられるよう対応してい

く必要があります。  
 
 

子ども会加入者数（令和２年７月１日現在）  

 

 

地区  

団体数  

（単位：

子ども会

数）  

加入者数（人）  

幼児  小学生  中学生  高校生  
育成者  

指導者  
計  

頴  娃  51 124 498 278 101 1,023 2,024 

知  覧  36 156 448 234 3 779 1,620 

川  辺  37 55 497 227 5 674 1,458 

合  計  124 335 
1,443 

(93.3％ ) 

739 

(91.8%) 
109 2,476 5,102 

子ども会員数    
2,182 

(92.8%) 
      

  

  

２ 社会教育の充実  
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 各種団体加入者数（令和２年５月１日現在）                      

団  体  名  加入者数 (人 ) 

地域女性団体連絡協議会  363 

市連合青年団  20 

ＰＴＡ連絡協議会  3,016 

高校生クラブ  215 

ジュニア・リーダークラブ  20 

 
【【施施策策のの方方向向性性】】   

○   社会教育委員の会議の充実，社会教育関係団体の育成及び連携，職

員の資質向上に努め，効率的，効果的な社会教育行政の推進を図りま

す。  

○  教育の原点である家庭教育力の向上を目指して，様々な機会を活用

した家庭教育に関する講座の実施など，家庭教育を支援する総合的な

取組を行います。また，「南九州市家庭教育支援条例」の円滑な推進

を図ります。  

○  心豊かでたくましい青少年の育成を図るために，家庭・地域・学校

及び行政が連携を密にして，様々な体験活動や文化活動，伝統芸能継

承活動などを支援していきます。   

○  同和問題をはじめとするあらゆる人権問題への市民の正しい理解の

もと，全ての人々の人権が尊重される社会の実現を目指します。  

○  市民への学習支援を図るために，図書館サービスの充実に努めます。  
 
【【施施策策体体系系図図】】   
 

２  社会教育の充実  
  

①  社会教育推進体制の充実  
  

    
   

②  家庭教育の充実  
   
    

   
③  心豊かな青少年の育成  

       
   

④  人権教育の推進  
       

   
⑤  図書館サービスの充実  

  
 
 
【【施施策策のの展展開開】】   
  
１１   社社会会教教育育推推進進体体制制のの充充実実   

(1) 社会教育委員の会議の充実  

本市の実態や市民のニーズを正確に把握し，テーマを基に今後

の望ましい社会教育行政のあり方について調査研究や協議を行っ

てもらい，出された意見を施策推進に反映させていきます。  
 

 具体的取組  
 

①  年３回の会議や必要な調査研究を行い，  

社会教育の現状や課題を把握・検討し，  

教育委員会への助言を行います。また，  

家庭教育支援を具現化するための取組の  

一つとして，「地域学校協働活動」の体  

制整備と実現に向けた調査研究及び提言  

を行います。                 社社 会会 教教 育育 委委 員員 のの 会会 議議  

 ②  社会教育委員の資質向上を目指した研修の充実を図り，住民と行

政が協働してまちづくりを進めるよう支援します。  
  

(2) 社会教育関係団体の育成・連携  

明るく豊かな地域づくりのために，子ども会育成連絡協議会，Ｐ

ＴＡ連絡協議会，地域女性団体連絡協議会，連合青年団などの各団

体の組織強化を図り，それぞれが充実した自主活動がなされるよう，

各種研修会などを実施し，活動を支援します。  
 

具体的取組  
 

①  各団体への指導・助言をとおして，各団体の存在意義を理解させ，

会員（団員）が相互に協働で活動し，更に活性化するように支援す

るとともに，各種関係団体の活動の広報を充実させることで，会員

（団員）の確保，情報提供に努めます。  

 

 

 

 

 
 

   市市子子どどもも会会フフェェスステティィババルル          市市女女性性連連ふふるるささととをを興興すす学学習習大大会会    市市連連合合青青年年団団主主催催事事業業「「ななぞぞとときき神神殿殿」」  
 
②  地域子ども教室の充実及び地域学校協働活動の推進を図ります。  

 

 

 
 
 
 
 

  

地地域域子子どどもも教教室室((学学習習活活動動))        地地域域子子どどもも教教室室((昔昔ののおお菓菓子子作作りり))              地地域域学学校校協協働働活活動動 
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 各種団体加入者数（令和２年５月１日現在）                      

団  体  名  加入者数 (人 ) 

地域女性団体連絡協議会  363 

市連合青年団  20 

ＰＴＡ連絡協議会  3,016 

高校生クラブ  215 

ジュニア・リーダークラブ  20 

 
【【施施策策のの方方向向性性】】   

○   社会教育委員の会議の充実，社会教育関係団体の育成及び連携，職

員の資質向上に努め，効率的，効果的な社会教育行政の推進を図りま

す。  

○  教育の原点である家庭教育力の向上を目指して，様々な機会を活用

した家庭教育に関する講座の実施など，家庭教育を支援する総合的な

取組を行います。また，「南九州市家庭教育支援条例」の円滑な推進

を図ります。  

○  心豊かでたくましい青少年の育成を図るために，家庭・地域・学校

及び行政が連携を密にして，様々な体験活動や文化活動，伝統芸能継

承活動などを支援していきます。   

○  同和問題をはじめとするあらゆる人権問題への市民の正しい理解の

もと，全ての人々の人権が尊重される社会の実現を目指します。  

○  市民への学習支援を図るために，図書館サービスの充実に努めます。  
 
【【施施策策体体系系図図】】   
 

２  社会教育の充実  
  

①  社会教育推進体制の充実  
  

    
   

②  家庭教育の充実  
   
    

   
③  心豊かな青少年の育成  

       
   

④  人権教育の推進  
       

   
⑤  図書館サービスの充実  

  
 
 
【【施施策策のの展展開開】】   
  
１１   社社会会教教育育推推進進体体制制のの充充実実   

(1) 社会教育委員の会議の充実  

本市の実態や市民のニーズを正確に把握し，テーマを基に今後

の望ましい社会教育行政のあり方について調査研究や協議を行っ

てもらい，出された意見を施策推進に反映させていきます。  
 

 具体的取組  
 

①  年３回の会議や必要な調査研究を行い，  

社会教育の現状や課題を把握・検討し，  

教育委員会への助言を行います。また，  

家庭教育支援を具現化するための取組の  

一つとして，「地域学校協働活動」の体  

制整備と実現に向けた調査研究及び提言  

を行います。                 社社 会会 教教 育育 委委 員員 のの 会会 議議  

 ②  社会教育委員の資質向上を目指した研修の充実を図り，住民と行

政が協働してまちづくりを進めるよう支援します。  
  

(2) 社会教育関係団体の育成・連携  

明るく豊かな地域づくりのために，子ども会育成連絡協議会，Ｐ

ＴＡ連絡協議会，地域女性団体連絡協議会，連合青年団などの各団

体の組織強化を図り，それぞれが充実した自主活動がなされるよう，

各種研修会などを実施し，活動を支援します。  
 

具体的取組  
 

①  各団体への指導・助言をとおして，各団体の存在意義を理解させ，

会員（団員）が相互に協働で活動し，更に活性化するように支援す

るとともに，各種関係団体の活動の広報を充実させることで，会員

（団員）の確保，情報提供に努めます。  

 

 

 

 

 
 

   市市子子どどもも会会フフェェスステティィババルル          市市女女性性連連ふふるるささととをを興興すす学学習習大大会会    市市連連合合青青年年団団主主催催事事業業「「ななぞぞとときき神神殿殿」」  
 
②  地域子ども教室の充実及び地域学校協働活動の推進を図ります。  

 

 

 
 
 
 
 

  

地地域域子子どどもも教教室室((学学習習活活動動))        地地域域子子どどもも教教室室((昔昔ののおお菓菓子子作作りり))              地地域域学学校校協協働働活活動動 
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(3) ボランティア活動の推進  
 

生涯学習ボランティアや社会教育関係団体の育成・支援をとおし  

て，人づくり，まちづくりを支援する人材の育成に努めます。  
 

具体的取組  
 

 ①  地域住民が主体となって行う自発的な活動を支援します。  

 ②  ボランティア養成セミナーや各種リーダー研修会への派遣を推進

し，社会教育関係団体と連携を図りながら相互扶助の気運を高めま

す。  

 

  

 

 

 
 
  

防防 犯犯 キキ ャャ ンン ペペ ーー ンン             清清 掃掃 活活 動動 （（ 石石 灯灯 籠籠 磨磨 きき ））                 おお茶茶ののおおももててななしし 
 
 

２２   家家庭庭教教育育のの充充実実   
  

(1) 子育て支援のための施策体系づくり  
 

子育て支援事業の充実を図り，乳児期の成長の各段階における発

達課題を考慮した，保護者向けの学習及び養育支援策の体系づくり

に努めながら，基本的生活習慣の形成や心の教育を推進します。  
 

具体的取組  
 

①  子供を持つ家庭を支援する事業を展開します。  

②  小学校入学説明会時を利用した保護者向けの子育て講座を全小学  

校で実施し，家庭教育力の向上に努めます。  

③  次世代の親となる中高生向け「子育て講座」を開設し，子供との  

関わり方や育児についての理解を深める講座や交流体験などを学校  

と連携して実施します。  

 
 

 

 

 

 
  
 

    次次 世世 代代 向向 けけ 子子 育育 てて 講講 座座                       保保 育育 園園 ・・ 幼幼 稚稚 園園 実実 習習   

(2) 家庭教育講座の実施  
 

幼稚園，小学校，中学校において，子供の発達段階に応じた家庭

教育学級を実施し，親としてのあるべき姿や役割についての学習機

会を確保し，家庭教育の充実を図ります。  
 

具体的取組  
 

 ①  積極的な外部講師の招聘，人材バンクの活用及び家庭教育学級に

おける人権教育の充実を推進します。  

 ②  市内全小中学校，幼稚園と連携し，家庭教育学級の開設を行うと

ともに，学級主事の研修を通して内容の充実を図ります。  

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(3) 保護者の教育力の向上  
 

地域や学校との連携を進めながら，ＰＴＡや青少年育成市民会議，

保護者向けの各種研修会などにより，子供の基本的生活習慣の確立

や家庭学習の定着が図られるよう，保護者の教育力の向上を目指し

ます。  
 

 具体的取組  
  

①  ＰＴＡによる共通実践事項の設定，各種情報提供等などにより保

護者への啓発を図ります。  

 

(4) 「南九州市家庭教育支援条例」の円滑な推進  
 

保護者，学校，地域社会，事業者及び市の役割を明らかにする

とともに，相互に協働し，地域社会全体での家庭教育支援を目指

します。  
 

 具体的取組  
 

①  教育伝承カレンダー（ひまわりカレンダー）やリーフレットの家

庭や地域での日常的な活用を推進し，家庭教育の一層の充実を図り

ます。  

項 目 

目 標 指 数（年度） 

目標値の内容・根拠 
Ｒ３ Ｒ４ Ｒ５ Ｒ６ Ｒ７ 

家庭教育学級参

加者数(人) 
2,600 2,600 2,600 2,600 2,600 

過去の実績による 
（Ｒ１：延べ 2,564 人） 
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(3) ボランティア活動の推進  
 

生涯学習ボランティアや社会教育関係団体の育成・支援をとおし  

て，人づくり，まちづくりを支援する人材の育成に努めます。  
 

具体的取組  
 

 ①  地域住民が主体となって行う自発的な活動を支援します。  

 ②  ボランティア養成セミナーや各種リーダー研修会への派遣を推進

し，社会教育関係団体と連携を図りながら相互扶助の気運を高めま

す。  

 

  

 

 

 
 
  

防防 犯犯 キキ ャャ ンン ペペ ーー ンン             清清 掃掃 活活 動動 （（ 石石 灯灯 籠籠 磨磨 きき ））                 おお茶茶ののおおももててななしし 
 
 

２２   家家庭庭教教育育のの充充実実   
  

(1) 子育て支援のための施策体系づくり  
 

子育て支援事業の充実を図り，乳児期の成長の各段階における発

達課題を考慮した，保護者向けの学習及び養育支援策の体系づくり

に努めながら，基本的生活習慣の形成や心の教育を推進します。  
 

具体的取組  
 

①  子供を持つ家庭を支援する事業を展開します。  

②  小学校入学説明会時を利用した保護者向けの子育て講座を全小学  

校で実施し，家庭教育力の向上に努めます。  

③  次世代の親となる中高生向け「子育て講座」を開設し，子供との  

関わり方や育児についての理解を深める講座や交流体験などを学校  

と連携して実施します。  

 
 

 

 

 

 
  
 

    次次 世世 代代 向向 けけ 子子 育育 てて 講講 座座                       保保 育育 園園 ・・ 幼幼 稚稚 園園 実実 習習   

(2) 家庭教育講座の実施  
 

幼稚園，小学校，中学校において，子供の発達段階に応じた家庭

教育学級を実施し，親としてのあるべき姿や役割についての学習機

会を確保し，家庭教育の充実を図ります。  
 

具体的取組  
 

 ①  積極的な外部講師の招聘，人材バンクの活用及び家庭教育学級に

おける人権教育の充実を推進します。  

 ②  市内全小中学校，幼稚園と連携し，家庭教育学級の開設を行うと

ともに，学級主事の研修を通して内容の充実を図ります。  

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(3) 保護者の教育力の向上  
 

地域や学校との連携を進めながら，ＰＴＡや青少年育成市民会議，

保護者向けの各種研修会などにより，子供の基本的生活習慣の確立

や家庭学習の定着が図られるよう，保護者の教育力の向上を目指し

ます。  
 

 具体的取組  
  

①  ＰＴＡによる共通実践事項の設定，各種情報提供等などにより保

護者への啓発を図ります。  

 

(4) 「南九州市家庭教育支援条例」の円滑な推進  
 

保護者，学校，地域社会，事業者及び市の役割を明らかにする

とともに，相互に協働し，地域社会全体での家庭教育支援を目指

します。  
 

 具体的取組  
 

①  教育伝承カレンダー（ひまわりカレンダー）やリーフレットの家

庭や地域での日常的な活用を推進し，家庭教育の一層の充実を図り

ます。  

項 目 

目 標 指 数（年度） 

目標値の内容・根拠 
Ｒ３ Ｒ４ Ｒ５ Ｒ６ Ｒ７ 

家庭教育学級参

加者数(人) 
2,600 2,600 2,600 2,600 2,600 

過去の実績による 
（Ｒ１：延べ 2,564人） 
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３３   心心豊豊かかなな青青少少年年のの育育成成   
  

(1) 世代間交流の推進  
 

子供たちが高齢者，壮年，青年層と世代間の交流を深めることに

より，心豊かな青少年が育つ地域づくりを進め，生きる力を育みま

す。  
 

 具体的取組  
 

①  地域塾，地区公民館活動，子ども会活動等をとおして，三世代交

流や異年齢集団での活動を積極的に推進します。  

 

(2) 地域ぐるみの青少年育成の推進  
 

青少年育成市民会議を核として，各青少年育成地区民会議を組織

し，家庭・地域・学校が一体となって，地域ぐるみで子供を見守り，

育てる体制づくりに努めるとともに，各種事業をとおして豊かな人

間性とたくましく生きる健康や体力を育みます。  
 

 具体的取組  
 

 ①  青少年育成市民会議で，青少年育成に関する施策を決定し，市民

全体で取り組めるよう，青少年育成・地区民会議に具体策を提示し

ます。  

②  地域における諸活動や研修会をとおして，ジュニア・リーダーク

ラブや高校生クラブの育成及び活動の充実に努めます。  

 ③  ふるさと体験学級「茶レンジ隊」では，地域の人材，史跡，伝承，

施設，産業を生かした特色ある体験活動を実施します。  

 ④  成人式実施にあたっては，新成人の実行委員や青年団のボランテ

ィアスタッフ，地域の関係団体等との連携を図った地域の特色を生

かした成人式を開催します。  
 
(3) 青少年交流事業の推進  

 

他の地域の青少年等との交流を とおして，感受性豊かな時期の  

子供たちに，他の地域の人・物・文化に触れさせることで，ふるさ

との良さを見つめ直し，広い視野を持った新しい時代に対応できる

人材の育成を図ります。  
 

 具体的取組  
 

 ①  青森県平川市との青少年国内派遣事業の実施により，両市の中学

生及び高校生の交流を推進し，将来を担う人材育成に努めます。  

 ②  福岡県北九州市との子ども交流事業の実施により，両市の小学生

及び中学生の交流を推進し，青少年の健全育成に努めます。  

 ③  青少年国際協力体験事業により，中学生及び高校生等をアジアの

発展途上国に派遣し，青少年海外協力隊員の活動現場の視察や協力

活動などを行うとともに，現地での様々な交流を図ります。  
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４４   人人権権教教育育のの推推進進   
  
(1) 啓発活動の推進  

 

人 権 週 間 や 人 権 啓 発 月 間 な ど の 機 会 を と お し て ， 人 権 問 題 の 啓

発・広報活動を行い，人権に対する市民の意識の高揚を図り，明る

い社会の実現に努めます。  
 

項 目 

目 標 指 数（年度） 

目標値の内容・根拠 

Ｒ３ Ｒ４ Ｒ５ Ｒ６ Ｒ７ 

｢茶 レ ン ジ 隊 ｣募 集

定 員 に 対 す る 参 加

率 (%) 
100 100 100 100 100 

過去の実績による 
（過去３年Ｈ29～Ｒ１の

平均 125.8％） 



― 40 ― ― 41 ―
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 具体的取組  
 

 ①  社会教育関係団体との連携を図り，人権問題に対する理解を深め

るとともに，学習の機会の確保に努めます。  
  
(2) 人権に関する学習の充実  

 

学校教育や社会教育の場における人権に関する学習機会の確保と

学習内容の充実を図り，市民が人権問題を正しく理解できるように

努めます。  
 

 具体的取組  
 

①  市民大学及び生涯学習講座と連携した人権学習の実施に努めます。  

 

５５   図図書書館館ササーービビススのの充充実実   
  
(1) 図書館運営の改善と充実  

 

利用者のニーズや時代に即応した図書館資料の収集，市民の学習

への支援，図書館利用促進に努めます。  
 

 具体的取組  
 

 ①  図書館協議会を年２回以上開催し，出された意見を図書館の運

営・サービスに反映させます。  
 

(2) 子どもの読書活動の推進  
 

  「南九州市子ども読書活動推進計画」に基づき，学校・家庭・地

域がより一層連携して，子どもの読書活動の積極的な推進に努めま

す。  
 

 具体的取組  
 

 ①  学校や地域で行われる読書活動で必要な本や物品の貸出を積極的

に行います。  

 ②  推進計画の見直しを行うとともに，鹿児島県子ども読書活動推進

計画書の「１日 20 分読書」運動と連携した活動を推進します。  

 

(3) 学校図書館との連携  
 

  学校図書館との連携を図るために，南九州市読書活動推進会議の

活動の活性化を図ります。  
 
具体的取組  

 

①  意見交換のための推進会議や学校図書館運営研究会などの定期的

な実施で学校図書館との連携を図ります。  

②  ボランティアグループと連携したおはなし会などで，読書活動を

工夫し活性化させます。  
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【【現現状状とと課課題題】】   
 

○  生涯学習に対する市民のニーズが多様化しているため，そのニーズ

を的確に把握した事業の展開を進める組織づくりや，関係団体との連

携の必要があります。  

○  中央公民館や地区公民館等で開催している生涯学習講座を充実する

ことにより，市民へ学習機会を提供していますが，受講者の固定化や

高齢化が進んでいます。幅広い年齢層に対応できる身近な講座，時代

のニーズに合致した講座等を企画するなどして，より多くの市民へ学

習機会の提供を図っていく必要があります。  

○  生涯学習講座など修了者の学習成果の評価・活用が求められ，新た

な講師やリーダーの育成の機会や活用制度など環境整備の必要があり

ます。  

○  生涯学習講座の新たな取組の推進を進めていくうえでも施設の整備

を図っていく必要があります。  
 
 

 生涯学習講座等開催状況（令和元年度）   

地  域  講  座  名  講座数  
延受講生数

（人）  

頴  娃  
中央公民館講座  ６講座  747 

地区公民館講座  12 講座  810 

知  覧  

市民大学講座  ５回  1,116 

中央公民館講座  ７講座  391 

地区公民館講座  20 講座  1,567 

川  辺  
中央公民館講座  18 講座  1,115 

地区公民館講座  17 講座  980 

  
【【施施策策のの方方向向性性】】   
 

○  生涯学習講座メニューの充実，指導者の育成・確保などを図り，充

実した生涯学習推進体制の構築を図ります。  

○  令和３年度から中央公民館及び地区公民館が社会教育施設ではなく

なったものの，引き続き生涯学習の拠点施設として地域と連携しなが

ら活動の充実を図って参ります。  
      
【【施施策策体体系系図図】】   
 

３  生涯学習の推進  
  

①  生涯学習推進体制の構築  
 

３ 生涯学習の推進  

 

【【施施策策のの展展開開】】   
  
１１   生生涯涯学学習習推推進進体体制制のの構構築築   

 
(1) 生涯学習講座メニューの充実  

  
市民のニーズ及び社会的課題に対応した講座の開設や学習情報の

提供を行います。  
 
 

 具体的取組  
  

①  地域づくりに必要な講座や市民の要望等結果に基づく教室や講座

の開設に努めます。  

②  人材バンクの充実を図り，幅広い年齢に対応した学習機会の提供

や自主的学びの支援に努めます。  

 

 
 

 
                                                    

  

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

       子子 どど もも 茶茶 道道 教教 室室                     生生 けけ 花花 教教 室室 ・・ 着着 付付 けけ 教教 室室 ii nn 知知 覧覧 武武 家家 屋屋 敷敷   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                   
                  
            わわ がが まま まま 似似 顔顔 絵絵 教教 室室                             陶陶   芸芸   教教   室室   

  

  



― 44 ― ― 45 ―

 

 
 
【【現現状状とと課課題題】】   
 

○  生涯学習に対する市民のニーズが多様化しているため，そのニーズ

を的確に把握した事業の展開を進める組織づくりや，関係団体との連

携の必要があります。  

○  中央公民館や地区公民館等で開催している生涯学習講座を充実する

ことにより，市民へ学習機会を提供していますが，受講者の固定化や

高齢化が進んでいます。幅広い年齢層に対応できる身近な講座，時代

のニーズに合致した講座等を企画するなどして，より多くの市民へ学

習機会の提供を図っていく必要があります。  

○  生涯学習講座など修了者の学習成果の評価・活用が求められ，新た

な講師やリーダーの育成の機会や活用制度など環境整備の必要があり

ます。  

○  生涯学習講座の新たな取組の推進を進めていくうえでも施設の整備

を図っていく必要があります。  
 
 

 生涯学習講座等開催状況（令和元年度）   

地  域  講  座  名  講座数  
延受講生数

（人）  

頴  娃  
中央公民館講座  ６講座  747 

地区公民館講座  12 講座  810 

知  覧  

市民大学講座  ５回  1,116 

中央公民館講座  ７講座  391 

地区公民館講座  20 講座  1,567 

川  辺  
中央公民館講座  18 講座  1,115 

地区公民館講座  17 講座  980 

  
【【施施策策のの方方向向性性】】   
 

○  生涯学習講座メニューの充実，指導者の育成・確保などを図り，充

実した生涯学習推進体制の構築を図ります。  

○  令和３年度から中央公民館及び地区公民館が社会教育施設ではなく

なったものの，引き続き生涯学習の拠点施設として地域と連携しなが

ら活動の充実を図って参ります。  
      
【【施施策策体体系系図図】】   
 

３  生涯学習の推進  
  

①  生涯学習推進体制の構築  
 

３ 生涯学習の推進  

 

【【施施策策のの展展開開】】   
  
１１   生生涯涯学学習習推推進進体体制制のの構構築築   

 
(1) 生涯学習講座メニューの充実  

  
市民のニーズ及び社会的課題に対応した講座の開設や学習情報の

提供を行います。  
 
 

 具体的取組  
  

①  地域づくりに必要な講座や市民の要望等結果に基づく教室や講座

の開設に努めます。  

②  人材バンクの充実を図り，幅広い年齢に対応した学習機会の提供

や自主的学びの支援に努めます。  

 

 
 

 
                                                    

  

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

       子子 どど もも 茶茶 道道 教教 室室                     生生 けけ 花花 教教 室室 ・・ 着着 付付 けけ 教教 室室 ii nn 知知 覧覧 武武 家家 屋屋 敷敷   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                   
                  
            わわ がが まま まま 似似 顔顔 絵絵 教教 室室                             陶陶   芸芸   教教   室室   

  

  



― 46 ― ― 47 ―

(2) 指導者の確保・育成  
 

各種指導者研修会を実施するとともに，指導者データベースの整備

を行うなど，地域ボランティアによる活動・活用ができる人材確保・

育成に努めます。  
 

 具体的取組  
 

①  地区公民館書記を通じた講座・活動等の充実と指導者の確保・育

成に努めます。     

②  各種リーダー研修会等への積極的参加を進め，ボランティア活動

の推進と人材育成・確保に努めます。  

 

(3) 自主講座グループの育成・支援  
 

講座終了後の自主グループへの移行を支援します。また，文化協会

への加盟促進などにより関係団体の連携を図ります。自主グループや

文化協会団体の情報や活動は，広報紙・ホームページなどにより周知

します。  
 

 具体的取組  
 

①  講座終了後，自主講座に移行したグループに対して，リーダー育

成や文化協会への加入等の支援を推進します。  

②  関係 機関 と 連携した 事業 を 推進しま す。 ま た，各団 体の 情 報を

様々な機会と場を通して積極的に発信します。  

③  自主講座グループや文化協会団体の情報や活動の周知・広報に努

めます。  

 

(4) 文化祭の実施  
 

学習活動の発表・評価の場として，文化祭を文化協会と共催して開

催します。  
 

具体的取組  
 

 

 

 

   

 

 

 

 
学学習習講講座座生生巡巡回回展展示示((ひひままわわりり館館))                        学学習習講講座座生生巡巡回回展展示示((頴頴娃娃文文化化会会館館)) 

 ①  講座生の学習意欲の更なる喚起を図るため，頴娃・知覧・川辺  

の持ち回りで巡回展示を行います。  

②  生涯学習の成果発表の場として文化祭の開催に努めます。  
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【【現現状状とと課課題題】】   

○  近年の生活様式の多様化に伴い，スポーツへの関わり方，スポーツ

を行う時間など様々に選択されるようになっています。また，少子高

齢化は今後ますます進み，必然的に競技団体の弱体化，各種大会の縮

小が懸念されます。市民それぞれの価値観に応じて，継続的にスポー

ツに取り組むことができる環境の整備と啓発，競技団体等への支援が

必要です。  
 
○  スポーツ推進委員は，市民のニーズに合わせた様々な種目の指導，

普及を展開しています。これらの活動の市内全域への周知や運営充実

を図るためには，企画力を発揮し，スポーツの推進を図る必要があり

ます。また，南九州スポーツクラブは，市民が生涯にわたり，それぞ

れの年齢や体力，興味に応じたスポーツ活動を行うことができる場で

あり，会員を拡大する必要があります。  
 

○  既存の各種体育施設は，経年劣化などにより，維持補修に要する経

費も増加していますが，市民がいつでも，どこでも気軽に利用しやす

い施設として今後も維持していく必要があります。  
 

○  延期が決定した国民体育大会「燃ゆる感動かごしま国体」及び全国

障害者スポーツ大会「燃ゆる感動かごしま大会」の本市開催について

は，引き続き開催の準備を進めます。開催準備については，市民，関

係機関，競技団体，行政等が相互の連帯感のもと，市民総参加による

大会となるよう準備を進める必要があります。  

 
体育行事の参加者状況（令和元年度）  

単位：人    

 

【【施施策策のの方方向向性性】】   

○  スポーツ基本法に基づき，スポーツを通じて次代を担う青少年の体

力を向上させるとともに，市民が自発的にスポーツに親しむ機会を確

保し，地域の活性化を図りながら，生涯体育の定着を目指します。  

 

体 育 行 事 名 参加者数 体 育 行 事 名 参加者数 

えい新茶・大野岳マラソ

ン大会 
 1,907 

ふれあい球技大会 

（ソフトボール） 
 約 400 

市駅伝競走大会 約 250 
ふれあい球技大会 

（バレーボール） 
約 350 

市民体育大会 約 4,000  
ふれあい球技大会 

（グラウンド・ゴルフ） 
 約 350 

４ 生涯体育の推進  

 
○  市民それぞれの関心や適性に応じて主体的・継続的にスポーツ・レ

クリエーション活動に親しめるよう，市民のニーズにあった各種スポ

ーツ教室やニュースポーツ等の普及・定着を図ります。  

○  社会体育施設の整備・機能充実に努めるとともに，指導者・競技団

体組織の育成・強化を推進し，国体や県民体育大会の出場と上位入賞

を目指し，競技力向上を図ります。  

  

【【施施策策体体系系図図】】   
  

４  生涯体育の推進  
  ①  各 種ス ポーツ 大 会 ，ス ポーツ ・

レ ク リ エ ー シ ョ ン 教 室 の 実 施 ，

充実    
    

   ②  各 種競 技団体 な ど との 連携・ 支

援，指導者育成     
    

   
③  競技スポーツの充実  

       

   
④  社会体育施設の整備  

      
   ⑤  国 民体 育大会 ・ 全 国障 害者ス ポ

ーツ大会の推進  
  

 

【【施施策策のの展展開開】】   
  
１１   各各種種ススポポーーツツ大大会会，，ススポポーーツツ・・レレククリリエエーーシショョンン教教室室のの実実施施，，充充実実   
  
(1) 市統一大会の充実  

 

ふれあい球技大会，市民体育大会，市駅伝競走大会については，

市の統一大会として定着しましたが，少子高齢化などが要因となり，

種目によっては参加できない地域もあることを考慮し，開催時期や

競技種目を検討します。  
 

  具体的取組  
 

①   ふれあい球技大会  

現在実施している，ソフトボール，バレ  

ーボール，グラウンド・ゴルフの各競技や  

チーム編成，競技方法を随時見直し，多く  

の地区が参加できる大会を目指します。  

②  市民体育大会  

   市民が一堂に会し，スポーツ・レクリエ  

  ーション活動を通して，市民の一体化や体  
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力づくり・地域づくりへの興味・関心を  

高められるよう運営方法や競技種目・内  

容を見直します。     

③  市駅伝競走大会  

各地区対抗のもと実施していますが，  

選手不足のため参加できない地区もある  

ことから，多くの市民が参加できるよう  

出場単位や選手構成等を見直します。  

 

(2) 各種スポーツ・レクリエーション教室などの開催  
 

各種スポーツ・レクリエーションに関する情報収集・発信に努めな

がら，市民が主体的・継続的に参加できる各種スポーツ教室などを開

催します。  
 

 具体的取組  
 

①  スポーツ推進委員や南九州スポーツクラブとの連携によりニュー

スポーツ等，遊びの要素も含んだ競技の紹介・指導を積極的に行い

ます。  

 ②  年間を通してスポーツ教室を開催していますが，市民への周知が

十分でないこともあり効果のある広報活動を行い，多くの市民が参

加できる教室になるよう努めます。  

 

    

 

 

 

 

 
 
         スス ポポ ーー ツツ 推推 進進 委委 員員 にに よよ るる ニニ ュュ ーー スス ポポ ーー ツツ のの 体体 験験 教教 室室   

 

(3) 総合型地域スポーツクラブ活動の展開  
 

少子高齢化に伴い，少年団活動や部活  

動に支障が出ている中，誰もがスポーツ  

  に親しむことができる生涯スポーツ社会  

  を実現するために，市民が日常的にスポ  

ーツを行う場として期待される南九州市  

スポーツクラブの活動を推進します。  
 

 具体的取組  
 

①  すべての市民が生涯にわたり，それぞれのライフステージに応じ

たスポーツ活動を行うことができる環境づくりに努めます。  

②  各地域へのスポーツクラブ（教室）の開催を支援し，スポーツ参

加の場を提供します。  

③  スポーツクラブの認知度の向上を図るため，市内全域で教室を立

ち上げ会員確保に努めます。  

 
  

 

 

２２   各各種種競競技技団団体体ななどどととのの連連携携・・支支援援，，指指導導者者育育成成   
  
(1) 体育協会及び各種競技団体のサポート  
 

市体育協会の組織・機能充実と加盟団体との連携により，各種競  

技団体や指導者の育成・強化の支援を行います。  
 
 具体的取組  
 

 ①  加盟団体の運営及び県民体育大会  

 等の出場に対し助成を行い競技力向  

 上を図ります。  

②  加盟団体の市内体育施設の使用に  

対し減免することで運営面の支援を  

行います。  

③  加盟団体による自主事業の実施を  

推進し，組織の強化と競技人口の拡  

大を図ります。  

 

  
  

項 目 
目 標 指 数 (年度) 

目標値の内容・根拠 
Ｒ３ Ｒ４ Ｒ５ Ｒ６ Ｒ７ 

総合型地域スポーツク

ラブ  教室数 
13 13 14 14 15 過去の実績による 

総合型地域スポーツク

ラブ  （人） 
250 250 300 300 350 

過去の実績と近年の状

況を考慮 

県県 民民 体体 育育 大大 会会 ・・ 陸陸 上上 競競 技技   
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 具体的取組  
 

①  すべての市民が生涯にわたり，それぞれのライフステージに応じ

たスポーツ活動を行うことができる環境づくりに努めます。  

②  各地域へのスポーツクラブ（教室）の開催を支援し，スポーツ参

加の場を提供します。  

③  スポーツクラブの認知度の向上を図るため，市内全域で教室を立

ち上げ会員確保に努めます。  

 
  

 

 

２２   各各種種競競技技団団体体ななどどととのの連連携携・・支支援援，，指指導導者者育育成成   
  
(1) 体育協会及び各種競技団体のサポート  
 

市体育協会の組織・機能充実と加盟団体との連携により，各種競  

技団体や指導者の育成・強化の支援を行います。  
 
 具体的取組  
 

 ①  加盟団体の運営及び県民体育大会  

 等の出場に対し助成を行い競技力向  

 上を図ります。  

②  加盟団体の市内体育施設の使用に  

対し減免することで運営面の支援を  

行います。  

③  加盟団体による自主事業の実施を  

推進し，組織の強化と競技人口の拡  

大を図ります。  

 

  
  

項 目 
目 標 指 数 (年度) 

目標値の内容・根拠 
Ｒ３ Ｒ４ Ｒ５ Ｒ６ Ｒ７ 

総合型地域スポーツク

ラブ  教室数 
13 13 14 14 15 過去の実績による 

総合型地域スポーツク

ラブ  （人） 
250 250 300 300 350 

過去の実績と近年の状

況を考慮 

県県 民民 体体 育育 大大 会会 ・・ 陸陸 上上 競競 技技   
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(2) スポーツ少年団活動の支援  
 

健全な青少年育成のためスポーツ少年団活動を支援し生涯スポー

ツを推進します。  
 
 具体的取組  
  

 ①  少年団活動を通してスポーツ等に取り組む機会を確保するととも

に，過度な練習とならないよう，少年期のバランスの取れた健全育

成に努めます。  

②   地域に根ざし，地域に認められる少年団となるように，地域行事

や美化・奉仕活動などへの積極的参加を促進します。  

 ③  学校体育施設開放事業を推進し活動拠点の確保を支援します。  

 ④  少子化により単位団や団員が減少傾向にある中，広域的活動の推

進や広報紙等で活動を周知するとともに，体育施設使用料等の減免

により活動支援を行います。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
３３   競競技技ススポポーーツツのの充充実実   
  
(1) 競技スポーツ団体・選手・指導者の支援  
 

スポーツ団体・選手・指導者の支援や育成に努め，競技力の向上

を図ります。  
 

項 目 

目 標 指 数 （年度） 
目標値の 

内容・根拠 
Ｒ３ Ｒ４ Ｒ５ Ｒ６ Ｒ７ 

体育協会加盟団

体の会員（人） 
4,500 4,500 4,500 4,500 4,500 

過去の実績と近年の

状況を考慮 

市市 スス ポポ ーー ツツ 少少 年年 団団 交交 歓歓 交交 流流 駅駅 伝伝 大大 会会                   リリ ーー ダダ ーー 研研 修修 会会   

 具体的取組  
 

①  全国大会等出場奨励金の交付を行い，上位大会出場者の競技力向  

上と負担軽減を図ります。  

③   スポーツ振興に尽力された功労者や  

優秀スポーツ選手・団体を表彰し，市  

民の競技スポーツへの意識の高揚を図  

ります。  

 

４４   社社会会体体育育施施設設のの整整備備   
  
(1) 社会体育施設の整備・機能充実  

 

体 育 施 設 の 整 備 は ， 各 種 ス ポ ー ツ

大会などの誘致や市民のスポーツ参

加への意欲を高めることから，生涯

スポーツ推進の拠点として機能 の充

実を図ります。  
 

具体的取組  
 

①  充実した社会体育施設の提供により，市民の各種スポーツへの参

加機会を増やし，市民の体力・健康の維持増進，競技力の向上に寄

与できることから施設整備と機能の充実を図ります。  

 ②  社会体育施設の維持補修・改修等を実施し，設備の充実を図りま

す。  

    

５５   国国民民体体育育大大会会・・全全国国障障害害者者ススポポーーツツ大大会会のの推推進進   
  
(1) 大会の成功と市民総ぐるみのスポーツによるまちづくりの推進  

 

国民体育大会「燃ゆる感動かごしま国体」及び全国障害者スポー

ツ大会「燃ゆる感動かごしま大会」の開催を契機として，本市の自

然や歴史，産業・観光を広く全国にＰＲし，本市のまちづくりの発

展に大きく寄与するよう推進します。  
 

 具体的取組  
 

 ①  市民，関係機関等が相互の連帯感のもと，大会の成功に向けて広

く市民運動を展開し，市民総参加による大会となるよう取組みます。  

②  トップアスリートが繰り広げる感動と魅力ある大会を契機に，ス

ポーツの良さを普及振興し，生涯スポーツの推進に努めます。  

③  全国各地から集う選手団や応援者を心のこもったおもてなしでお

体体 育育 館館 LL EE DD 照照 明明 （（ 知知 覧覧 体体 育育 館館 ）  

南南 九九 州州 市市 体体 育育 協協 会会 表表 彰彰   
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(2) スポーツ少年団活動の支援  
 

健全な青少年育成のためスポーツ少年団活動を支援し生涯スポー

ツを推進します。  
 
 具体的取組  
  

 ①  少年団活動を通してスポーツ等に取り組む機会を確保するととも

に，過度な練習とならないよう，少年期のバランスの取れた健全育

成に努めます。  

②   地域に根ざし，地域に認められる少年団となるように，地域行事

や美化・奉仕活動などへの積極的参加を促進します。  

 ③  学校体育施設開放事業を推進し活動拠点の確保を支援します。  

 ④  少子化により単位団や団員が減少傾向にある中，広域的活動の推

進や広報紙等で活動を周知するとともに，体育施設使用料等の減免

により活動支援を行います。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
３３   競競技技ススポポーーツツのの充充実実   
  
(1) 競技スポーツ団体・選手・指導者の支援  
 

スポーツ団体・選手・指導者の支援や育成に努め，競技力の向上

を図ります。  
 

項 目 

目 標 指 数 （年度） 
目標値の 

内容・根拠 
Ｒ３ Ｒ４ Ｒ５ Ｒ６ Ｒ７ 

体育協会加盟団

体の会員（人） 
4,500 4,500 4,500 4,500 4,500 

過去の実績と近年の

状況を考慮 

市市 スス ポポ ーー ツツ 少少 年年 団団 交交 歓歓 交交 流流 駅駅 伝伝 大大 会会                   リリ ーー ダダ ーー 研研 修修 会会   

 具体的取組  
 

①  全国大会等出場奨励金の交付を行い，上位大会出場者の競技力向  

上と負担軽減を図ります。  

③   スポーツ振興に尽力された功労者や  

優秀スポーツ選手・団体を表彰し，市  

民の競技スポーツへの意識の高揚を図  

ります。  

 

４４   社社会会体体育育施施設設のの整整備備   
  
(1) 社会体育施設の整備・機能充実  

 

体 育 施 設 の 整 備 は ， 各 種 ス ポ ー ツ

大会などの誘致や市民のスポーツ参

加への意欲を高めることから，生涯

スポーツ推進の拠点として機能 の充

実を図ります。  
 

具体的取組  
 

①  充実した社会体育施設の提供により，市民の各種スポーツへの参

加機会を増やし，市民の体力・健康の維持増進，競技力の向上に寄

与できることから施設整備と機能の充実を図ります。  

 ②  社会体育施設の維持補修・改修等を実施し，設備の充実を図りま

す。  

    

５５   国国民民体体育育大大会会・・全全国国障障害害者者ススポポーーツツ大大会会のの推推進進   
  
(1) 大会の成功と市民総ぐるみのスポーツによるまちづくりの推進  

 

国民体育大会「燃ゆる感動かごしま国体」及び全国障害者スポー

ツ大会「燃ゆる感動かごしま大会」の開催を契機として，本市の自

然や歴史，産業・観光を広く全国にＰＲし，本市のまちづくりの発

展に大きく寄与するよう推進します。  
 

 具体的取組  
 

 ①  市民，関係機関等が相互の連帯感のもと，大会の成功に向けて広

く市民運動を展開し，市民総参加による大会となるよう取組みます。  

②  トップアスリートが繰り広げる感動と魅力ある大会を契機に，ス

ポーツの良さを普及振興し，生涯スポーツの推進に努めます。  

③  全国各地から集う選手団や応援者を心のこもったおもてなしでお

体体 育育 館館 LL EE DD 照照 明明 （（ 知知 覧覧 体体 育育 館館 ）  

南南 九九 州州 市市 体体 育育 協協 会会 表表 彰彰   
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迎えし，ふれあいと友情の輪を広げ全国にＰＲする大会を目指しま

す。  
 
 

 

 

 

 

 

 

 
  
  

(2) スポーツ参加意識の高揚  
 
国体開催を契機に，市民のスポーツ参加への更なる意識高揚を図

ります。  
 

具体的取組  
 

①  市民に，スポーツへの参加を広く啓発することで，健康増進と体

力向上を推進し，スポーツを媒体とした地域活性化を図ります。  

 

 

 

 

 

 

 

 
  
  

②  各競技団体の自主事業や合宿誘致事業の推進を図り，スポーツへ

の参加意識の高揚を図ります。  

  

  

  

    

  

 

市市女女性性団団体体にによよるる郷郷土土料料理理のの振振るる舞舞いい  

  

市市 内内 企企 業業 等等 かか らら 提提 供供 ささ れれ たた 協協 賛賛 品品 

 

かかごごししまま国国体体リリハハーーササルル大大会会  

（（第第 7711回回全全日日本本総総合合女女子子ソソフフトトボボーールル選選手手権権大大会会））  

  

日日本本女女子子ソソフフトトボボーールルリリーーググ１１部部（（戸戸田田中中央央総総合合病病院院メメデディィ

ッッククスス））のの合合宿宿受受けけ入入れれ  

  

デディィススククゴゴルルフフ体体験験会会（（知知覧覧平平和和公公園園内内））  国国体体開開催催 11年年前前イイベベンントト（（市市民民体体育育大大会会時時））  

川川 辺辺 高高 校校 なな ぎぎ なな たた 部部 演演 武武 披披 露露  

 

 

  
【【現現状状とと課課題題】】   
 
○  県指定史跡清水磨崖仏群の国指定化に向けた取組を推進するととも

に，頴娃地域については分布調査の結果を踏まえ，新たな指定文化財

の認定と保護活用を推進します。さらに関係課との連携の下，緊急発

掘調査などの円滑化を図る必要があります。  

○  知覧町上郡地区にある重要伝統的建造物群保存地区内の後継者不足

や，高齢化による維持管理及び事業費負担の問題を考慮した事業の推

進が必要になります。加えて地区内の空き地・空き家の解消に取組む

必要があります。  

○  ミュージアム知覧をはじめ，文化財施設の老朽化への対応と一本化

を進める中で展示内容及び学習機会の充実に向けて計画的に取組むと

ともに，入館者への快適な観覧環境を提供していく必要があります。

また，学芸員の資質の向上のため調査・研究活動の充実・強化を図る

必要があります。  

○  多様な文化芸術に触れる機会の提供や参加体験できる文化活動を企

画してきましたが，今後も計画的な自主文化事業等を実施するととも

に，市民のニーズに合わせた多様な芸術鑑賞の場を確保する必要があ

ります。  

○  老朽化してきた各文化会館の年次的な改修を図る必要があります。   

  
【【施施策策のの方方向向性性】】   
 
○  市内の文化財を次代へ引継ぎ，特色ある豊かな文化の創造に役立て

るために，歴史的文化遺産や伝統文化の調査，記録，指定などを適切

に行いながらその保存活用を図ります。  

○  文化財の保存活用に向けて，文化財に関する総合計画「文化財保存

活用地域計画」を策定します。  

○  ミュージアム知覧をはじめとする文化財施設の適切な管理運営に努

めるとともに，文化財の展示や情報発信などを通して，文化財に親し

む機会の拡充や文化財保護の普及・啓発活動を推進します。  

○  多様な文化芸術に触れる機会の提供や参加体験できる文化活動の推

進を図ります。  

 

   コミュニティセンター文化会館利用者数（令和元年度）   

                           単位：人   

頴娃文化会館  知覧文化会館  川辺文化会館  

14,428 35,882 24,132 

５ 地域文化の振興  
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迎えし，ふれあいと友情の輪を広げ全国にＰＲする大会を目指しま

す。  
 
 

 

 

 

 

 

 

 
  
  

(2) スポーツ参加意識の高揚  
 
国体開催を契機に，市民のスポーツ参加への更なる意識高揚を図

ります。  
 

具体的取組  
 

①  市民に，スポーツへの参加を広く啓発することで，健康増進と体

力向上を推進し，スポーツを媒体とした地域活性化を図ります。  

 

 

 

 

 

 

 

 
  
  

②  各競技団体の自主事業や合宿誘致事業の推進を図り，スポーツへ

の参加意識の高揚を図ります。  

  

  

  

    

  

 

市市女女性性団団体体にによよるる郷郷土土料料理理のの振振るる舞舞いい  

  

市市 内内 企企 業業 等等 かか らら 提提 供供 ささ れれ たた 協協 賛賛 品品 

 

かかごごししまま国国体体リリハハーーササルル大大会会  

（（第第 7711回回全全日日本本総総合合女女子子ソソフフトトボボーールル選選手手権権大大会会））  

  

日日本本女女子子ソソフフトトボボーールルリリーーググ１１部部（（戸戸田田中中央央総総合合病病院院メメデディィ

ッッククスス））のの合合宿宿受受けけ入入れれ  

  

デディィススククゴゴルルフフ体体験験会会（（知知覧覧平平和和公公園園内内））  国国体体開開催催 11年年前前イイベベンントト（（市市民民体体育育大大会会時時））  

川川 辺辺 高高 校校 なな ぎぎ なな たた 部部 演演 武武 披披 露露  

 

 

  
【【現現状状とと課課題題】】   
 
○  県指定史跡清水磨崖仏群の国指定化に向けた取組を推進するととも

に，頴娃地域については分布調査の結果を踏まえ，新たな指定文化財

の認定と保護活用を推進します。さらに関係課との連携の下，緊急発

掘調査などの円滑化を図る必要があります。  

○  知覧町上郡地区にある重要伝統的建造物群保存地区内の後継者不足

や，高齢化による維持管理及び事業費負担の問題を考慮した事業の推

進が必要になります。加えて地区内の空き地・空き家の解消に取組む

必要があります。  

○  ミュージアム知覧をはじめ，文化財施設の老朽化への対応と一本化

を進める中で展示内容及び学習機会の充実に向けて計画的に取組むと

ともに，入館者への快適な観覧環境を提供していく必要があります。

また，学芸員の資質の向上のため調査・研究活動の充実・強化を図る

必要があります。  

○  多様な文化芸術に触れる機会の提供や参加体験できる文化活動を企

画してきましたが，今後も計画的な自主文化事業等を実施するととも

に，市民のニーズに合わせた多様な芸術鑑賞の場を確保する必要があ

ります。  

○  老朽化してきた各文化会館の年次的な改修を図る必要があります。   

  
【【施施策策のの方方向向性性】】   
 
○  市内の文化財を次代へ引継ぎ，特色ある豊かな文化の創造に役立て

るために，歴史的文化遺産や伝統文化の調査，記録，指定などを適切

に行いながらその保存活用を図ります。  

○  文化財の保存活用に向けて，文化財に関する総合計画「文化財保存

活用地域計画」を策定します。  

○  ミュージアム知覧をはじめとする文化財施設の適切な管理運営に努

めるとともに，文化財の展示や情報発信などを通して，文化財に親し

む機会の拡充や文化財保護の普及・啓発活動を推進します。  

○  多様な文化芸術に触れる機会の提供や参加体験できる文化活動の推

進を図ります。  

 

   コミュニティセンター文化会館利用者数（令和元年度）   

                           単位：人   

頴娃文化会館  知覧文化会館  川辺文化会館  

14,428 35,882 24,132 

５ 地域文化の振興  
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文化財の指定状況（Ｒ２ .３ .31 現在）   

            単位：件  

種   別  内   訳  頴娃  知覧  川辺  計  

国指定文化財（３件）  無形民俗文化財    1   1 

記念物    2   2 

国選定文化財（１件）  伝統的建造物群    1   1 

国選択文化財（１件）  無形民俗文化財    1   1 

国登録文化財（ 13 件）  有形文化財    12 1 13 

県指定文化財（ 16 件）  有形文化財    2   2 

無形民俗文化財   2 1 3 

記念物  4 2 5 11 

市指定文化財（ 150 件）  有形文化財  7 44 7 58 

無形民俗文化財  10 15 29 54 

記念物  4 9 25 38 

計    25 91 68 184 
 

 
 
【【施施策策体体系系図図】】   
 

５  地域文化の振興  
  

①  文化財の保存・活用  
  

    

   
②  文化活動の推進  

   

 

【【施施策策のの展展開開】】   
  
１１   文文化化財財のの保保存存・・活活用用   
  

(1) 文化財の保存・伝承活動への支援強化  
 

市内全域の文化財調査や埋蔵文化財の詳細分布調査，重要遺跡確

認調査を実施し，地域の宝である文化財を解りやすく身近に感じる

取組として，市内遺跡・文化財マップなどの作成や文化財標柱など

の整備を行います。後継者不足により存続が危ぶまれている民俗行

事，伝統芸能などの記録映像の作成と保存を行います。  
 

 具体的取組  
 

①  市内の文化財調査活動を推進し，文化財マップや文化財ガイドブ  

ックを年次的に改訂し内容の充実を図ります。また，文化財標柱・  

説明板の設置を行います。  

②  少子高齢化による後継者不足のため，途絶えつつある伝統芸能・

民俗行事について，記録保存のための取材・撮影を行い記録映像の  

作成を行うとともに，保存継承していく上で発表の場などの支援を

行い後継者の育成を図ります。  

 

 

 

 

                                         
  

  

  

  

                  頴頴娃娃麓麓案案内内看看板板                              県県指指定定文文化化財財「「知知覧覧のの十十五五夜夜そそららよよいい」」  

  

(2) 重要史跡などの整備  
 

国指定史跡知覧城跡，県指定史跡清水磨崖仏及び県指定史跡頴娃

城跡の整備を推進するとともに，日常の管理作業の充実を図り，安

全に配慮した公開と保存活用を図ります。  
 

 具体的取組  
 

①  壁面の風化等が進んでいる県指定「清水磨崖仏」の保存に向けた  

検討と記録保存を推進します。   

②  来訪者への安全に配慮した公開・活用のため，日常的な管理作業   

及び周遊道路等の整備を行い，市内史跡の維持を行います。    

 
清清 水水 磨磨 崖崖 仏仏   33 55 日日 供供 養養 宝宝 篋篋 印印 塔塔   測測 量量 図図 （（ 写写 真真 測測 量量 ））   

 

 
 
現現 況況 写写 真真                       現現 況況 測測 量量 図図                     図図 上上 復復 元元 図図   

  

(3) 伝統的建造物群保存地区の保存・整備の推進  
 

伝統的建造物群保存地区の保存・整備のため修理事業などを継続

的に推進し，地区の景観・環境の保護を図ります。また，後継者不
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文化財の指定状況（Ｒ２ .３ .31 現在）   

            単位：件  

種   別  内   訳  頴娃  知覧  川辺  計  

国指定文化財（３件）  無形民俗文化財    1   1 

記念物    2   2 

国選定文化財（１件）  伝統的建造物群    1   1 

国選択文化財（１件）  無形民俗文化財    1   1 

国登録文化財（ 13 件）  有形文化財    12 1 13 

県指定文化財（ 16 件）  有形文化財    2   2 

無形民俗文化財   2 1 3 

記念物  4 2 5 11 

市指定文化財（ 150 件）  有形文化財  7 44 7 58 

無形民俗文化財  10 15 29 54 

記念物  4 9 25 38 

計    25 91 68 184 
 

 
 
【【施施策策体体系系図図】】   
 

５  地域文化の振興  
  

①  文化財の保存・活用  
  

    

   
②  文化活動の推進  

   

 

【【施施策策のの展展開開】】   
  
１１   文文化化財財のの保保存存・・活活用用   
  

(1) 文化財の保存・伝承活動への支援強化  
 

市内全域の文化財調査や埋蔵文化財の詳細分布調査，重要遺跡確

認調査を実施し，地域の宝である文化財を解りやすく身近に感じる

取組として，市内遺跡・文化財マップなどの作成や文化財標柱など

の整備を行います。後継者不足により存続が危ぶまれている民俗行

事，伝統芸能などの記録映像の作成と保存を行います。  
 

 具体的取組  
 

①  市内の文化財調査活動を推進し，文化財マップや文化財ガイドブ  

ックを年次的に改訂し内容の充実を図ります。また，文化財標柱・  

説明板の設置を行います。  

②  少子高齢化による後継者不足のため，途絶えつつある伝統芸能・

民俗行事について，記録保存のための取材・撮影を行い記録映像の  

作成を行うとともに，保存継承していく上で発表の場などの支援を

行い後継者の育成を図ります。  

 

 

 

 

                                         
  

  

  

  

                  頴頴娃娃麓麓案案内内看看板板                              県県指指定定文文化化財財「「知知覧覧のの十十五五夜夜そそららよよいい」」  

  

(2) 重要史跡などの整備  
 

国指定史跡知覧城跡，県指定史跡清水磨崖仏及び県指定史跡頴娃

城跡の整備を推進するとともに，日常の管理作業の充実を図り，安

全に配慮した公開と保存活用を図ります。  
 

 具体的取組  
 

①  壁面の風化等が進んでいる県指定「清水磨崖仏」の保存に向けた  

検討と記録保存を推進します。   

②  来訪者への安全に配慮した公開・活用のため，日常的な管理作業   

及び周遊道路等の整備を行い，市内史跡の維持を行います。    

 
清清 水水 磨磨 崖崖 仏仏   33 55 日日 供供 養養 宝宝 篋篋 印印 塔塔   測測 量量 図図 （（ 写写 真真 測測 量量 ））   

 

 
 
現現 況況 写写 真真                       現現 況況 測測 量量 図図                     図図 上上 復復 元元 図図   

  

(3) 伝統的建造物群保存地区の保存・整備の推進  
 

伝統的建造物群保存地区の保存・整備のため修理事業などを継続

的に推進し，地区の景観・環境の保護を図ります。また，後継者不
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足や高齢化による事業費負担の問題などを考慮した事業内容を検討

し，重要な文化財の保存・整備を推進します。  
 

 具体的取組  
 
①  地区内の歴史的風致維持及び向上のため，有利な補助事業を活用

し，老朽化する建造物の修復を行います。また，来訪者への安全に

配慮した公開を図るため，石垣整備等を行いながら，伝統的建造物

群と一体をなす環境の保存を図ります。  
                               

       
茅茅 葺葺 修修 繕繕 前前                                       茅茅 葺葺 修修 繕繕 後後   

 
(4) 資料館などの展示内容・学習機会の充実  

 

ミュージアム知覧を中心に，市全体の文化を伝えられる企画展を

実施するなど，入館者を増加させるための取り組みを充実させます。

また，諸文化財施設の将来的な方向性を決定し，市内の児童生徒へ

の学習・発表の場として積極的に提供します。  
 

 具体的取組  
 

①  年間を通して企画展を開催し，展示内容の充実を図ります。  

②  文化財施設の老朽化への対応と将来的な方向性（一本化）を決定  

し，展示資料等の適切な保存を図ります。  

③  常設展示及び空きスペースを活用した展示内容のリニューアルを

図ります。  

④  市内の児童生徒への社会科学習の受入や郷土学習等への講師派遣

を行います。  

⑤  生涯学習等への学芸員の講師派遣を推進します。  

 

 

 

 

 
  

     特特 別別 企企 画画 展展               増増 設設 展展 示示                 常常 設設 展展 示示                 社社 会会 科科 学学 習習   

 

 

旧旧 高高城城家家 住住宅宅   

項  目  
目  標  指  数   （年度）  

目標値  

の根拠  

Ｒ３  Ｒ４  Ｒ５  Ｒ６  Ｒ７  
過去の実  

績による  文化財施設

入館者 (人 ) 
15,000 20,000 25,000 30,000 32,000 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
                              

(5) 文化財保護の普及・啓発活動の推進  
 

文化財の大切さを子供たちに伝える場を提供するとともに，市指

定文化財の損傷の把握・改修に努め，文化財保護の普及・啓発活動

を推進します。  
  

 具体的取組  
 

①  歴史・文化財講座等を通して，地域の歴史や文化・文化財に興味

を持たせ，郷土に対する誇りや愛着を喚起し，次の世代へ継承する

契機とします。  

②  文化財の重要性を認識する上で，毎年１月 26 日の「文化財防火

デー」の広報に努めます。  
 

 
史史 跡跡 学学 習習             山山 城城 めめ ぐぐ りり             地地 域域 学学 習習           矢矢 筈筈 岳岳 トト レレ ッッ キキ ンン ググ   
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足や高齢化による事業費負担の問題などを考慮した事業内容を検討

し，重要な文化財の保存・整備を推進します。  
 

 具体的取組  
 
①  地区内の歴史的風致維持及び向上のため，有利な補助事業を活用

し，老朽化する建造物の修復を行います。また，来訪者への安全に

配慮した公開を図るため，石垣整備等を行いながら，伝統的建造物

群と一体をなす環境の保存を図ります。  
                               

       
茅茅 葺葺 修修 繕繕 前前                                       茅茅 葺葺 修修 繕繕 後後   

 
(4) 資料館などの展示内容・学習機会の充実  

 

ミュージアム知覧を中心に，市全体の文化を伝えられる企画展を

実施するなど，入館者を増加させるための取り組みを充実させます。

また，諸文化財施設の将来的な方向性を決定し，市内の児童生徒へ

の学習・発表の場として積極的に提供します。  
 

 具体的取組  
 

①  年間を通して企画展を開催し，展示内容の充実を図ります。  

②  文化財施設の老朽化への対応と将来的な方向性（一本化）を決定  

し，展示資料等の適切な保存を図ります。  

③  常設展示及び空きスペースを活用した展示内容のリニューアルを

図ります。  

④  市内の児童生徒への社会科学習の受入や郷土学習等への講師派遣

を行います。  

⑤  生涯学習等への学芸員の講師派遣を推進します。  

 

 

 

 

 
  

     特特 別別 企企 画画 展展               増増 設設 展展 示示                 常常 設設 展展 示示                 社社 会会 科科 学学 習習   

 

 

旧旧高高城城家家住住宅宅   

項  目  
目  標  指  数   （年度）  

目標値  

の根拠  

Ｒ３  Ｒ４  Ｒ５  Ｒ６  Ｒ７  
過去の実  

績による  文化財施設

入館者 (人 ) 
15,000 20,000 25,000 30,000 32,000 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
                              

(5) 文化財保護の普及・啓発活動の推進  
 

文化財の大切さを子供たちに伝える場を提供するとともに，市指

定文化財の損傷の把握・改修に努め，文化財保護の普及・啓発活動

を推進します。  
  

 具体的取組  
 

①  歴史・文化財講座等を通して，地域の歴史や文化・文化財に興味

を持たせ，郷土に対する誇りや愛着を喚起し，次の世代へ継承する

契機とします。  

②  文化財の重要性を認識する上で，毎年１月 26 日の「文化財防火

デー」の広報に努めます。  
 

 
史史 跡跡 学学 習習             山山 城城 めめ ぐぐ りり             地地 域域 学学 習習           矢矢 筈筈 岳岳 トト レレ ッッ キキ ンン ググ   
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項  目  
目  標  指  数   （年度）  

目標値  

の根拠  

Ｒ３  Ｒ４  Ｒ５  Ｒ６  Ｒ７  

過去の実

績による  

歴史・文化財

講座等の実施

回数  

22 回  25 回  26 回  28 回  30 回  

 
 

２２   文文化化活活動動のの推推進進   
    

(1) 地域の特色を生かした文化活動の推進  
 

多様な文化芸術に触れる機会の提供や参加体験できる文化活動

などの充実を図ります。  
 

 具体的取組  
 

①  地域の特色を生かした文化祭の開催に努めます。  

②  文化協会と連携し，文化芸術に触れる機会の提供や広報・情報提  

供に努めます。  
 
 
 

(2) 自主文化事業の実施と推進  
 

各世代に応じた各芸術部門の鑑賞及び市民大学を実施するととも

に，関連団体が実施する自主文化事業を支援し，市民の文化意識の

高揚を図ります。  

 

項  目  
目  標  指  数   （年度）  

目標値  

の根拠  

Ｒ３  Ｒ４  Ｒ５  Ｒ６  Ｒ７  

過去の実

績による  

文 化 祭  

来 場 者 数

(人 ) 

5,700 5,700 5,750 5,750 5,800 

 
 
 

 具体的取組  
 

①  心豊かで創造力をもった地域文化の振興・発展のため，未就学児

から一般向けまでの各種芸術鑑賞事業を実施します。  

②  市民大学講座を通じて，市民の心の成長とゆとりを成熟させ，市

民の心の融和と生活の向上を促進するため，市民大学講座を開催し

ます。  

③  文化芸術に触れる機会を提供するため，文化団体等をはじめとす

る関連団体との連携による自主文化事業の支援に努めます。  
 

項  目  

目  標  指  数  （年度）  
目標値  

の根拠  

Ｒ３  Ｒ４  Ｒ５  Ｒ６  Ｒ７  

過去の実

績による  

市民大学

延べ参加

者 数

（人）  

1,200 1,200 1,250 1,250 1,300 

陸 上 自 衛

隊 音 楽 隊

演 奏 会  

参 加 者 数

(人 ) 

 820 820 840 840 860 
過去の実

績による  

 

 

 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

      

青青 少少 年年 のの たた めめ のの 芸芸 術術 鑑鑑 賞賞              市市 民民 大大 学学 講講 座座  

  

(3) 文化関連団体への活動支援  
 

文化協会の育成を中心に関連団体との連携を図り，各団体の活性

化と文化協会への加入促進に努めます。  
 

具体的取組  
 

①  文化協会への補助金を交付し，文化協会の組織運営による各活動

の立案や組織育成を図るとともに，地域文化の振興を図ります。  

②  文化協会の組織運営の強化を図るため，新規団体の加入促進に努

めます。  

③  各種文化団体の連携を密にし，会員相互の研鑽の機会をつくり，

地域文化の向上発展を図るため，文化祭の開催や文化団体交流の支

援を行います。  
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項  目  
目  標  指  数   （年度）  

目標値  

の根拠  

Ｒ３  Ｒ４  Ｒ５  Ｒ６  Ｒ７  

過去の実

績による  

歴史・文化財

講座等の実施

回数  

22 回  25 回  26 回  28 回  30 回  

 
 

２２   文文化化活活動動のの推推進進   
    

(1) 地域の特色を生かした文化活動の推進  
 

多様な文化芸術に触れる機会の提供や参加体験できる文化活動

などの充実を図ります。  
 

 具体的取組  
 

①  地域の特色を生かした文化祭の開催に努めます。  

②  文化協会と連携し，文化芸術に触れる機会の提供や広報・情報提  

供に努めます。  
 
 
 

(2) 自主文化事業の実施と推進  
 

各世代に応じた各芸術部門の鑑賞及び市民大学を実施するととも

に，関連団体が実施する自主文化事業を支援し，市民の文化意識の

高揚を図ります。  

 

項  目  
目  標  指  数   （年度）  

目標値  

の根拠  

Ｒ３  Ｒ４  Ｒ５  Ｒ６  Ｒ７  

過去の実

績による  

文 化 祭  

来 場 者 数

(人 ) 

5,700 5,700 5,750 5,750 5,800 

 
 
 

 具体的取組  
 

①  心豊かで創造力をもった地域文化の振興・発展のため，未就学児

から一般向けまでの各種芸術鑑賞事業を実施します。  

②  市民大学講座を通じて，市民の心の成長とゆとりを成熟させ，市

民の心の融和と生活の向上を促進するため，市民大学講座を開催し

ます。  

③  文化芸術に触れる機会を提供するため，文化団体等をはじめとす

る関連団体との連携による自主文化事業の支援に努めます。  
 

項  目  

目  標  指  数  （年度）  
目標値  

の根拠  

Ｒ３  Ｒ４  Ｒ５  Ｒ６  Ｒ７  

過去の実

績による  

市民大 学

延べ参 加

者 数

（ 人）  

1,200 1,200 1,250 1,250 1,300 

陸 上 自 衛

隊 音 楽 隊

演 奏 会  

参 加 者 数

(人 ) 

 820 820 840 840 860 
過去の実

績による  

 

 

 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

      

青青 少少 年年 のの たた めめ のの 芸芸 術術 鑑鑑 賞賞              市市 民民 大大 学学 講講 座座  

  

(3) 文化関連団体への活動支援  
 

文化協会の育成を中心に関連団体との連携を図り，各団体の活性

化と文化協会への加入促進に努めます。  
 

具体的取組  
 

①  文化協会への補助金を交付し，文化協会の組織運営による各活動

の立案や組織育成を図るとともに，地域文化の振興を図ります。  

②  文化協会の組織運営の強化を図るため，新規団体の加入促進に努

めます。  

③  各種文化団体の連携を密にし，会員相互の研鑽の機会をつくり，

地域文化の向上発展を図るため，文化祭の開催や文化団体交流の支

援を行います。  
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④  地域の再発見と市内外の人々との交流推進を図るため，みどりの

美術展の開催への支援に努めます。  

⑤  文化活動における九州大会規模以上の大会に出場する個人・団体

に奨励金を交付することで，市民自らが行う芸術文化活動への支援

を行います。  

 
 

項  目  

目  標  指  数  （年度）  
目標値  

の根拠  

Ｒ３  Ｒ４  Ｒ５  Ｒ６  Ｒ７  

過去の実

績による  
市 文 化 協

会 加 入 団

体 数  

110 110 111 111 112 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

文文 化化 祭祭 （（ 芸芸 能能 発発 表表 ））             文文 化化 祭祭 （（ 作作 品品 展展 示示 ））  
 
 
 

(4) 文化施設などの機能充実  
 

文化会館の施設改修を年次的に実施します。また，新たなニーズ

に応じた施設の整備を行います。  
 

 具体的取組  
 

①  文化会館の経年による老朽化が進んでいることから，施設や設備

においては，計画的にその改修を進めます。  

②  利用者が安心で快適に施設を使うことができるように，適切な施

設の維持管理に努めるとともに，今後の施設の在り方について検討

します。  
  
 
 

項  目  

目  標  指  数  （年度）  
目標値  

の根拠  

Ｒ３  Ｒ４  Ｒ５  Ｒ６  Ｒ７  

過去の実

績による  
文 化 会 館

利 用 者 数

（人）  

75,000 75,000 75,050 75,050 75,100 
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④  地域の再発見と市内外の人々との交流推進を図るため，みどりの
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⑤  文化活動における九州大会規模以上の大会に出場する個人・団体

に奨励金を交付することで，市民自らが行う芸術文化活動への支援
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(4) 文化施設などの機能充実  
 

文化会館の施設改修を年次的に実施します。また，新たなニーズ

に応じた施設の整備を行います。  
 

 具体的取組  
 

①  文化会館の経年による老朽化が進んでいることから，施設や設備

においては，計画的にその改修を進めます。  

②  利用者が安心で快適に施設を使うことができるように，適切な施

設の維持管理に努めるとともに，今後の施設の在り方について検討

します。  
  
 
 

項  目  

目  標  指  数  （年度）  
目標値  

の根拠  

Ｒ３  Ｒ４  Ｒ５  Ｒ６  Ｒ７  

過去の実

績による  
文 化 会 館

利 用 者 数

（ 人）  

75,000 75,000 75,050 75,050 75,100 
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【【現現状状とと課課題題】】   
 

○  頴娃高等学校，薩南工業高等学校，川辺高等学校の３県立高等学校

は，近年の少子化の影響等もあり，生徒数・学級数が減少し，生徒数

の確保が喫緊の課題となっています。  
    

〈 市 内 ３ 県 立 高 等 学 校 の 学 級 数 （ ３ 学 年 合 計 数 ）・ 生 徒 数 （ ３ 学 年 合 計 数 /定 数 ）〉  

年   度  頴 娃 高 等 学 校  薩 南 工 業 高 等 学 校  川 辺 高 等 高 校  

平 成 2 7 年 度  ７ 学 級 ･ 2 0 0 人 / 2 8 0 人  1 2 学 級 ･ 3 4 4 人 / 4 8 0 人  ９ 学 級 ･ 2 9 2 人 / 3 6 0 人  

令 和 ２ 年 度  ６ 学 級 ･ 1 4 5 人 / 2 4 0 人  1 2 学 級 ･ 3 2 4 人 / 4 8 0 人  ６ 学 級 ･ 1 9 2 人 / 3 6 0 人  

 
 

○  近年は，南九州市内の中学校から南九州市外の高等学校へ進学する

生徒が増加しており，市内の３県立高等学校は定数を大きく割り込む

状況が続いています。今後，市内３県立高等学校の存続を図るととも

に活性化のための継続的な支援を充実させることがますます重要にな

ってきます。  

 
〈 市 内 中 学 校 卒 業 生 の 進 学 先 〉               （ 単 位 ： ％ ）  

年   度  市 内 ３ 県 立 高 校  市 外 国 公 立 高 校 ※ 8  私  立  高  校  そ   の   他  

平 成 2 8 年 度   3 1 . 8  4 2 . 2  2 4 . 1  1 . 9  

平 成 2 9 年 度  3 9 . 1  3 4 . 9  2 5 . 4  0 . 6  

平 成 3 0 年 度  3 6 . 8  3 1 . 8  3 0 . 1  1 . 3  

令 和 元 年 度  3 5 . 2  3 4 . 5  2 6 . 8  3 . 5  

 
※ ８  「 市 外 国 公 立 高 校 」 の 「 国 立 高 校 」 と は ， 高 等 専 門 学 校 等 の こ と で あ る 。  

 
  
 
【【施施策策のの方方 向向性性 】】   
 

○  社会の変化や時代のニーズに応える特色ある教育を実施し，生徒数

の確保に努めている市内３県立高等学校の取組を支援するとともに，

進学者の選択肢を確保していくために，市内３県立高等学校の存続や

活性化に努めます。  

○  市内３県立高等学校への進学を促進するために必要な小・中・高等

学校間の情報の共有や連携した取組を推進します。  
 
 

６ 高等学校の活性化支援  

 

【【施施策策体体系系図図】】   
 

６  高 等 学 校 の 活 性 化

支援  

  
①  高等学校の活性化支援  

  

  

  

【【施施策策のの展展開開】】   
  
１１   高高等等学学校校のの活活性性化化支支援援   

 
(1) 南薩地区中学校進路指導研究協議会を通した中・高の連携  

 
地区内から市内３県立高等学校への進学を促進するための取組等

について協議し，活性化支援の取組を今後も継続していきます。  
 

具体的取組  
 

①  南九州市内の県立高等学校の活性化協議会との連携  

  市内３県立高等学校の振興・活性化を図るために，中学生及び保

護者のニーズ調査を行うことにより中・高間の連携に必要な情報交

換を行い，市内３県立高等学校への進学を促進するための取組等に

ついて協議しています。今後も引き続き，活動の充実に努めます。  

 

②  教科指導等の交流・連携  

  小・中・高等学校で実施される研究授業や公開授業は，相互に案

内を送付し，参加を促すなど，積極的  

な交流・連携に努めます。また，小・  

中学校の要請に基づき，教科等での出  

前授業の積極的な推進を図ります。  

さらに，これまでも実施している生徒  

指導主任等研修会への３県立高等学校  

の担当者の参加についても継続し，生  

徒指導上の現状や課題等についての情  

報交換に努めます。             生生 徒徒 指指 導導 主主 任任 等等 研研 修修 会会  

 

 

項 目 
目 標 指 数 (年度) 

目標値の内容・根拠 
Ｒ３ Ｒ４ Ｒ５ Ｒ６ Ｒ７ 

交 流 ・ 連 携 を 実 施

し た 中 学 校 数  3 3 3 3 3 
 

市内中学校３校 
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【【現現状状とと課課題題】】   
 

○  頴娃高等学校，薩南工業高等学校，川辺高等学校の３県立高等学校

は，近年の少子化の影響等もあり，生徒数・学級数が減少し，生徒数

の確保が喫緊の課題となっています。  
    

〈 市 内 ３ 県 立 高 等 学 校 の 学 級 数 （ ３ 学 年 合 計 数 ）・ 生 徒 数 （ ３ 学 年 合 計 数 /定 数 ）〉  

年   度  頴 娃 高 等 学 校  薩 南 工 業 高 等 学 校  川 辺 高 等 高 校  

平 成 2 7 年 度  ７ 学 級 ･ 2 0 0 人 / 2 8 0 人  1 2 学 級 ･ 3 4 4 人 / 4 8 0 人  ９ 学 級 ･ 2 9 2 人 / 3 6 0 人  

令 和 ２ 年 度  ６ 学 級 ･ 1 4 5 人 / 2 4 0 人  1 2 学 級 ･ 3 2 4 人 / 4 8 0 人  ６ 学 級 ･ 1 9 2 人 / 3 6 0 人  

 
 

○  近年は，南九州市内の中学校から南九州市外の高等学校へ進学する

生徒が増加しており，市内の３県立高等学校は定数を大きく割り込む

状況が続いています。今後，市内３県立高等学校の存続を図るととも

に活性化のための継続的な支援を充実させることがますます重要にな

ってきます。  

 
〈 市 内 中 学 校 卒 業 生 の 進 学 先 〉               （ 単 位 ： ％ ）  

年   度  市 内 ３ 県 立 高 校  市 外 国 公 立 高 校 ※ 8  私  立  高  校  そ   の   他  

平 成 2 8 年 度   3 1 . 8  4 2 . 2  2 4 . 1  1 . 9  

平 成 2 9 年 度  3 9 . 1  3 4 . 9  2 5 . 4  0 . 6  

平 成 3 0 年 度  3 6 . 8  3 1 . 8  3 0 . 1  1 . 3  

令 和 元 年 度  3 5 . 2  3 4 . 5  2 6 . 8  3 . 5  

 
※ ８  「 市 外 国 公 立 高 校 」 の 「 国 立 高 校 」 と は ， 高 等 専 門 学 校 等 の こ と で あ る 。  

 
  
 
【【施施策策のの方方向向性性 】】   
 

○  社会の変化や時代のニーズに応える特色ある教育を実施し，生徒数

の確保に努めている市内３県立高等学校の取組を支援するとともに，

進学者の選択肢を確保していくために，市内３県立高等学校の存続や

活性化に努めます。  

○  市内３県立高等学校への進学を促進するために必要な小・中・高等

学校間の情報の共有や連携した取組を推進します。  
 
 

６ 高等学校の活性化支援  

 

【【施施策策体体系系図図】】   
 

６  高 等 学 校 の 活 性 化

支援  

  
①  高等学校の活性化支援  

  

  

  

【【施施策策のの展展開開】】   
  
１１   高高等等学学校校のの活活性性化化支支援援   

 
(1) 南薩地区中学校進路指導研究協議会を通した中・高の連携  

 
地区内から市内３県立高等学校への進学を促進するための取組等

について協議し，活性化支援の取組を今後も継続していきます。  
 

具体的取組  
 

①  南九州市内の県立高等学校の活性化協議会との連携  

  市内３県立高等学校の振興・活性化を図るために，中学生及び保

護者のニーズ調査を行うことにより中・高間の連携に必要な情報交

換を行い，市内３県立高等学校への進学を促進するための取組等に

ついて協議しています。今後も引き続き，活動の充実に努めます。  

 

②  教科指導等の交流・連携  

  小・中・高等学校で実施される研究授業や公開授業は，相互に案

内を送付し，参加を促すなど，積極的  

な交流・連携に努めます。また，小・  

中学校の要請に基づき，教科等での出  

前授業の積極的な推進を図ります。  

さらに，これまでも実施している生徒  

指導主任等研修会への３県立高等学校  

の担当者の参加についても継続し，生  

徒指導上の現状や課題等についての情  

報交換に努めます。             生生 徒徒 指指 導導 主主 任任 等等 研研 修修 会会  

 

 

項 目 
目 標 指 数 (年度) 

目標値の内容・根拠 
Ｒ３ Ｒ４ Ｒ５ Ｒ６ Ｒ７ 

交 流 ・ 連 携 を 実 施

し た 中 学 校 数  3 3 3 3 3 
 

市内中学校３校 
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③  部活動の交流・連携  

  毎年度始めに，高等学校から中学校に対して，活動している部活

動や顧問名，部員数，活動場所，大会成績等の情報提供を行うなど，

合同の練習や練習試合が実施できる体制を充実します。  

 

④  「南薩地区専門高校フェスタ」への参加の促進  

  専門高校の魅力や役割を広く紹介し，小中学生の進路意識を高め

るために開催される専門高校フェスタへの市内小中学生の参加を促

進します。  

 

(2)  市長部局と連携した活性化支援  
 
従前から取組を進めている拠点間バスの運行，活性化協議会への

補助，高校生の市内立地企業訪問・研修事業等の取組を今後も継続

していきます。  

 

具体的取組  
 

①  拠点間バスの運行  

  市内３県立高等学校への通学の利便性を高め，進学を促進するた

めに平成 27 年４月から運行している拠点間バス（頴娃・川辺線）

を今後も継続します。  
 
（往路）頴娃図書館発    ６： 30 ～  川辺文化会館着７： 19 

（復路）川辺文化会館発  ７： 30 ～  頴娃図書館着   ８： 19 

 

②  市内３高等学校活性化対策協議会の活動への補助  

   市内３高校には，それぞれ生徒募集・学校ＰＲ活動に係る支援，

ボランティア活動・地域貢献活動に対する支援，通学に対する支援，

技能に係る国家資格・各種技能資格取得等教育活動に係る支援など，

高校活性化のための対策を協議する組織があります。これら市内３

県立高等学校の各活性化対策協議会活動に対する支援を行うことは，

市内３県立高等学校の活性化の一助となっていることから，引続き

本事業の実施を行っていきます。  

 
 
 
 
 
 
 
 

頴 娃 高 校 活 性 化 協 議 会  薩   南   工   業   高   校  
活  性  化  対  策  協  議  会  

川 辺 高 校 活 性 化 対 策 協 議 会  

設 立 ： 平 成 1 6 年 1 1 月  設 立 ： 平 成 1 9 年 ２ 月  設 立 ： 平 成 1 8 年 1 2 月  

学 校 説 明 会 ， 中 学 生 の 一 日 体
験 入 学 ， 出 前 授 業 支 援 ， 通 学
支 援 ， 部 活 動 支 援 ， 英 語 等 検

定 及 び 技 能 に 係 る 国 家 資 格 ・
各 種 技 能 資 格 取 得  等 々  

技 能 に 係 る 国 家 資 格 ・ 各 種 技
能 資 格 取 得 等 教 育 支 援 ， ボ ラ
ン テ ィ ア 活 動 支 援 ， 部 活 動 等

支 援 ， 生 徒 募 集 支 援 ， 学 校 便
り 配 布  等 々  

生 徒 募 集 支 援 ， 教 育 活 動 支 援

（ 学 習 活 動 支 援 ・ 神 戈 陵 塾 ・
英 語 等 検 定 等 ） ， 通 学 支 援  
等 々  

 
 
 
③  高校生の市内立地企業訪問・研修事業  

市内３県立高等学校と本市内立地企業との連携による高校活性化

及び若者定住の促進対策のため，平成 24 年度から市内高校生を対象

とした市内立地企業訪問・研修事業を実施していますが，各種分野

で事業展開を行う立地企業を知る機会を提供することで，市内高校

生の市内立地企業への就業と若者定住，そして地域活性化の一翼を

担うことに繋がっていることを踏まえ，今後も市内３県立高等学校

と協議しながら事業を実施していきます。  

 
 

薩 南 工 業 高 校  頴 娃 高 校  

年 度  訪 問 ・ 視 察 企 業  参 加 人 数  年 度  訪 問 ・ 視 察 企 業  参 加 人 数  

Ｈ 2 8 市 内 立 地 企 業 ４ 社  4 0 人  Ｈ 2 8 市 内 立 地 企 業 ４ 社  3 8 人  

Ｈ 2 9 市 内 立 地 企 業 ３ 社  3 6 人  Ｈ 2 9 市 内 立 地 企 業 ３ 社  4 0 人  

Ｈ 3 0 市 内 立 地 企 業 ３ 社  3 0 人  Ｈ 3 0 市 内 立 地 企 業 ３ 社  3 9 人  

Ｒ １  市 内 立 地 企 業 ４ 社  1 8 人  Ｒ １  市 内 立 地 企 業 ３ 社  2 8 人  

 
※ 市 内 立 地 企 業 へ の 高 校 新 卒 直 採 の 実 績 等 が 出 て き て い ま す 。  
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  専門高校の魅力や役割を広く紹介し，小中学生の進路意識を高め

るために開催される専門高校フェスタへの市内小中学生の参加を促

進します。  
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学 校 説 明 会 ， 中 学 生 の 一 日 体
験 入 学 ， 出 前 授 業 支 援 ， 通 学
支 援 ， 部 活 動 支 援 ， 英 語 等 検

定 及 び 技 能 に 係 る 国 家 資 格 ・
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能 資 格 取 得 等 教 育 支 援 ， ボ ラ
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   計計画画のの推推進進とと進進行行管管理理   

 
１  教育行政の推進   
  教育行政の着実な推進にあたっては，教育委員会が自らの責任を

十分に果たし，市民の期待に応えつつ，教育に関する施策等を公正

かつ適正に行うことが必要です。このため，第１次南九州市総合計

画（後期）（平成 26～平成 29 年度）の教育文化部門に沿って，市長

が主宰する総合教育会議において南九州市教育大綱を定めたところ

です。この教育大綱に基づき，平成 28 年度から令和２年度までの教

育行政の推進を図っていくため，第２期南九州市教育振興基本計画

を策定し，教育行政の各種施策の実施を行ってきました。  

一方，この期間中，平成 30 年度から令和４年度を計画期間とする，

第２次南九州市総合計画（前期）が策定されております。この総合計

画の教育文化部門に沿った教育大綱の改定，そして新たな教育大綱に

基づく計画書の必要性があり，令和３年３月「第３期南九州市教育振

興基本計画（令和３年度～令和７年度）」が策定されたところであり

ます。今後，総合教育会議において，引き続き市長と教育委員会が協

議・調整等を行っていくことにより，教育に関する施策の方向性を共

有しつつ，南九州市の教育振興に努めていきます。  

  
２  関係機関等との連携・協力   
  市長部局との連携をこれまで以上に密にし，地域社会・学校・

家庭それぞれが担うべき役割等を認め合いながら，連携・協力し

ていきます。  
 

３  計画の進行管理  
 
  南九州市は厳しい財政状況にあり，限られた財源の中で既存事

業の徹底した見直し，事務事業の改善を実施していかなければな

らないところです。そこで，毎年その権限に属する事務の管理及

び執行の状況について点検及び評価を行い，その結果に関する報

告書を作成し，これを議会に提出するとともに，公表しておりま

す。  
 この第３期教育振興基本計画を着実に推進していくため，事務

事業評価制度を十分に機能させ，次年度以降の進行管理を行って

いくことが不可欠となります。また，新たに生じた課題等への対

応や評価の結果に基づく改善のために，計画期間の途中において

も，必要に応じて見直しを行っていきます。  
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